
第５回 広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会 次第 

 

平成１７年６月１６日（木） １４:００～１６:００ 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

(１) 情報開示及び電子入札等システムの実施方針について 

・平成１７年度の実施方針について 

・県内市町との共同利用状況（予定）について 

 

(２) 電子納品の実施について 

・平成１７年度の実施方針について 

・広島県電子納品実施要領の制定について 

・電子納品事前登録の実施及び取扱いについて 

 

(３) 電子納品分科会の構成員追加について 

 

(４) ＣＡＬＳ／ＥＣに関する研修実施状況等について【（財）広島県建設技術センター】 

 

(５) その他 

 

３ 閉会 

 

【配布資料】 

（資料１）平成１７年度の情報開示及び電子入札等システムの一部実施について 

（付属資料１－１）「広島県の調達情報」のページの紹介 

（付属資料１－２）広島県と県内市町村の入札・契約手続の電子化について 

（資料２）平成１７年度電子納品の実施について 

（資料３）平成１７年度広島県電子納品実施要領の制定について 

（付属資料３－１）広島県電子納品実施要領（案）[業務委託編]平成１７年度 

（付属資料３－２）広島県電子納品実施要領（案）[工事編]平成１７年度 

（資料４）電子納品事前登録の平成１７年度実施と今後の取扱いについて 

（付属資料４－１）電子納品の試行実施について（関係団体への通知） 

（資料５）電子納品分科会の構成員追加について（案） 

（資料６）広島県建設技術センターが主催する広島県 CALS/EC に関する研修会について 

（資料７）広島県ＣＡＬＳ／ＥＣ連絡協議会 会員名簿 



平成１７年度の情報開示及び電子入札等システムの一部実施について 

 

広島県土木建築部技術指導室 

１ 事業の概要 
平成１７年度は，昨年度までに構築した情報開示システム及び電子入札等システムの県内市町への普及と参加自治体に

よる実案件での電子入札の実施対象の拡大を推進する。 

 また，実施に当たっては，特に電子入札等システムの共同利用への県内市町の参加促進及び県内受注者への普及促進

等に重点をおいて取り組みを行う。 

  
              情報開示システム              電子入札等システム 

 

２ 実施予定 
 

区   分 実   施   内   容 備 考 

調達情報の 

開  示 

・県の調達情報のホームページの内容の一層の充実 

・公募案件の県・市町統合検索システム参加市町拡大 

・特記仕様書等の電子閲覧を検討 

入札公告の電子閲覧は実施

済 

入札参加資格の

電子受付 

・入札参加資格電子受付の対象の県内業者への拡大（１２月～） 

・システム共同利用市町拡大（５市町から１１市町へ） 
県内業者の習熟対策 

電子入札 

・模擬入札の拡大実施（６月～） 

・上半期に，実発注案件での電子入札の一部実施を開始し，案件数を 

 段階的拡大（通常型・公募型指名競争入札方式） 

・システム共同利用市町拡大（３市町から９市町へ） 

利用開始申請の拡大 

 

３ 県内業者への普及促進 
   電子入札等システムの一部実施に当たっては，次のとおり県内業者の習熟対策を行う予定としており，別途，関係団

体に協力を要請する。 

 （１）入札参加資格の電子受付 

    県内業者への展開に当たっては，入札参加資格申請の受付期間とは別に，「データ整理期間」（７月～８月を予定）

を設けて事前のデータ入力による習熟化及び本番受付での省力化を図る。 

    ※事前のデータ入力により，本番受付時は入力データが初期表示されるため，大幅に入力が軽減できる。 

 （２）電子入札 

    広島県の電子入札の実案件での一部実施に向けて，各地域事務所等において本番並みの「模擬入札」を実施する予

定としており，別途，関係団体の協力を要請する。 

４ 県内市町の共同利用の参加促進 
  電子入札等システムの県内市町との共同利用については，さまざまな会議等の機会を捉えて広報に努め，より多くの 

 市町の早期参加を促進する。 

電子入札と入札参加資格申請の電子受付を行う

県･市町村の共同利用システム 
→http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/nyusatsu/ 

発注計画，入札公告，入札結果等の各種情報

を一元集約し，「調達情報のページ」で公開

→http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/
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情報開示及び電子入札等の具体的な取組内容 

 

【昨年度までの取組】 【実現イメージ】 【今後の取組計画】 
    

調
達
情
報
の
開
示
の
推
進 

・調達関連情報の 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ公表の推進 
 

<サイト開設等※> 

・H16.4 

「広島県の調達情報」 

・H16.7 

｢広島県のCALS/EC｣ 
・H16.8 

｢広島県と県内市町村の 

入札契約手続の電子化｣ 

 

・公募案件統合検索の 

  開始 

 

・公表情報の充実推進 
紙閲覧から電子閲覧への段階的移

行を計画 

 

※電子入札対象案件から 
順次一部実施を開始する。 

 

・公募案件統合検索の拡充 
各市町への参画要請 

(福山･呉･東広島･尾道･安芸高田市

が参加中) 

 

   

電
子
入
札
等
シ
ス
テ
ム 

入札参加資格審査 

申請の電子受付 
 
<共同運営体制等構築> 

・H15.12～ 

広島県市町村電子自治体推進

協議会に電子入札運営部会を

設置 
（現在25市町村参画） 

 

<システム形態> 

・県・市町村一括共同受付 

 
 

・H16.11 一部実施実施 

H17-18名簿更新時の，県外

業者受付で実施 

( 対象者の 1 / 4 , 3 1 7 社が参加)  
 

・入札参加資格の電子受付 

を県内業者に拡大 

 
＜開始時期＞ 

 H17.１２～ 
 （県追加３回受付から） 
 

・共同利用市町の拡大 
 

※現在参加市町 

福山市，三次市，大竹市，坂町， 

 瀬戸田町 

 
 H１７参加市町 

  呉市，竹原市，尾道市，東広島市，

安芸高田市，神石高原町が参加予定

（計 １１市町） 
 

 

 
 ※ 電子入札等システム：使用には，まず利用開始申請が必要（１７.６.１０時点で１，１５２社が申請済） 
 

【
市
町
村
共
同
運
営
】 

電子入札 
 

<共同運営体制等構築> 
・同上 

 

<基本システム決定・構築> 

・電子入札ｺｱｼｽﾃﾑ採用 

 
（国・他県等と同一ｼｽﾃﾑ） 

・現行の全入札方式使用可 
 

・三次市で実案件での実施

開始 

 

・模擬入札の実施 
 

・H17.1 模擬入札開始 

 

・実案件での一部実施の拡大 
H17.上半期に実案件でスタート 

少数案件から一部実施を開始 

（当分の間，紙入札を併用） 
 

・共同利用市町の拡大 
※現在，参加市町 

福山市，三次市，坂町 

 

・H17は，呉市，竹原市，東広島市，

安芸高田市，江田島市，神石高原町
が参加予定（計 ９団体） 

 

 

 

 

 

関係 
ｻｲﾄ 

URL 

広島県の調達情報 

広島県のＣＡＬＳ／ＥＣ 

広島県と県内市町村の入札・契約手続の電子化 

http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/ 

http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/cals/ 

http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/nyusatsu/ 

 





 １

「広島県の調達情報」のページの紹介 

（技術指導室） 

公共事業の入札・ＣＡＬＳ／ＥＣに関する情報を次のホームページから公表しています。 

 

 

 

 

 

①広島県のホームページ（トップ）

の左下に「広島県の調達情報」と

いうバナーをクリックすると調達

情報のページが表示されます。 
 

広島県のホームページ 

（http://www.pref.hiroshima.jp/） 

広島県の調達情報のページ 

（http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/） 

②広島県の調達情報のトッ

プページです。 

 
 A 公共事業等の制度・様

式・名簿等を掲載 
 B 調達情報へのページ

へのリンク(バナー) 
 C ＣＡＬＳ／ＥＣに関する

情報を提供するペー

ジへのリンク(バナー) 

A

B 

C 

クリック P2上へ 

クリック P6へ 

クリック 
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 ２

 

 

 

 
 

 

 

 

 

①調達情報検索システム

のトップページです。 
事務管理システムで入力

されたデータをシステム

処理し，検索が行えるよう

にデータベース化し，一

般に公開しているページ

です。 
  

・ 発注見通しの検索（P2下） 

・ 入札情報の検索（P3） 

・ 入札結果の検索（P4） 

・ 契約結果の検索（P5） 

検索したい項目のタブをクリックし，検索を行う 

②発注見通しの検索ペー

ジです。 

 
発注期間・発注予定時

期・入札契約方法等を選

択・検索し，該当案件を表

示することが出来ます。 



 ３

 

 

 

 

 

 

 

 

③入札情報の検索ペー

ジです。 

 
発注期間・入札契約方

法・入札予定日等を選

択・検索し，該当案件を表

示することが出来ます。 

 
注：このページの情報掲

載内容の確認・公告文の

添付をこれまでは技術指

導室で行っていますが，２

期開発により地方機関で

の作業へ変更します。 

クリックすると，詳細情報

が表示されます。 

将来的に，行政サービスの一環

及び県民へ説明責任向上とし

て，図面や特記仕様書等の電子

ファイルを添付し，発注内容の

概略がわかる資料を添付する。 

当面は，入札公告から実施して

いきます。 
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 ４

 

 

 

 

 

 

 

 

④入札結果の検索ペー

ジです。 

 
発注期間・入札契約方

法・入札日等を選択・検

索し，該当案件を表示す

ることが出来ます。 
 

クリックすると，詳細情報

が表示されます。 



 ５

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤契約結果の検索ペー

ジです。 

 
発注期間・入札契約方

法・契約日等を選択・検

索し，該当案件を表示す

ることが出来ます。 
 

クリックすると，詳細情報

が表示されます。 



 ６

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

①電子調達CALS/ECの
広島県における取組み

等の情報提供を行って

います。 
右の３項目を選択（クリ

ック）し，各項目のペー

ジへ入ります。 

平成１４年度策定の推進計画
がダウンロードできます。 

広島県の CALS/EC 全体へ
の取組みを掲載するととも
に，電子納品に関する情報を
主に掲載しています。 
（P６下） 

広島県及び市町村が共同利
用する電子入札・入札参加資
格申請システムに関する情
報を掲載しています。（P
）

①広島県 CALS/ECのﾍﾟｰｼﾞ

（ http://chotatsu.pref.hi

roshima.jp/cals/） 



 ７

 

 

 

③広島県と県内市町村の入

札・契約手続きの電子化の

ページ 

（ http://chotatsu.pref.hi

roshima.jp/nyusatsu/） 



広島県と県内市町村の
入札・契約手続の電子化について

～電子入札等システムの利用開始手続から具体操作まで～

広島県市町村電子自治体推進協議会
電子入札運営部会事務局
（広島県土木建築部技術指導室）

1
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広島県市町村電子自治体推進協議会

電子入札運営部会のホームページ

http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/nyusatsu/

システムの利用に関するあらゆる情
報を，ここに集約しています。

起動
ボタン

体験版

準備内容

規約等
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システム利用までの手順 
 

電子入札システムと資格申請システムを利用するには，次の手順で，各利用者が事前準備を進める必要があります。 
なお，この事前準備は，特に記載がある事項のほかは，両システムで共通です。 
また，事前準備を一回行った利用者が，新たに取得したICカードは，6の利用者登録を行えば使用できます。  
 

  システムの利用を開始するには，まず，共同利用システムを運営する広島県市町村電
子自治体推進協議会の電子入札運営部会長（広島県技術指導室長）に対して，確認書
類（商業登記簿謄本）を添付の上，登録予定のICカードの名義人を明記して，利用開始
申請(WORD)を行います。 
  なお，本システムで利用できるICカードの名義人は，代表権がある役員の方5名までで
す。代表権がない支店長等の名義のカードは使用しないでください。  

 

  電子入札運営部会長は，1の申請に基いて，システムにICカードを登録する際，利用者
を特定するのに使用する，利用者登録番号（10桁）を決定し，各申請者に郵送します。 
  なお，この登録番号は，ICカードを登録するときにだけ使用しますので，自己の責任に

おいて，厳重に管理してください。 

 

  利用者は，利用開始申請書に記載した名義人のICカード（電子入札コアシステムに対
応したものに限ります。）とカードリーダーを，民間認証局から入手してください。 
  また，端末に使用するパソコン（必要諸元）を準備してください。 
  なお，既にお持ちのICカード及び端末で，使用可能なものがあれば，それをお使いいた
だくことができます。  

 

(1)カードリーダーのドライバーのインストール 
3で準備した端末に，ICカードの取扱説明書に記載されている設定方法に従って，カード
リーダーのドライバをインストールしてください。 
(2)JAVAポリシーの設定 
カードリーダー説明書に従い，JAVAポリシーに次のURLを設定します。 
「https://e-nyusatsu.pref.hiroshima.jp/」 （ httpの次に「s」が必要） 
（詳しい内容はカードリーダーの説明書を確認して下さい） 
(3)正常な通信ができることの証明書の入手と設定 
入札参加者とシステムの間の通信を暗号化して安全に行うために必要なものです。。
（入手・設定はこちら（→地方公共団体組織認証基盤における広島県認証局）を御覧くだ
さい。）

 

  システムにログインして，システムの起動画面を表示させてください。 
4の環境設定が正常なら，画面中央上部の青い部分に時刻が表示されますが，ここが灰
色の場合，JAVAポリシーの設定に不備があります。 
(注1)国等の入札用にJAVAポリシーを既に設定している端末であっても，必ず4のJAVA
ポリシー設定が必要です。設定不備の場合は，ここで日付時刻が表示されても，この後
の画面で不具合が発生する場合があります。 
(注2)端末にWindows XP Service Pack2がインストール済の場合，そのポップアップブロ
ック機能で正常に動作しませんので， こちら（→JACIC）に従って設定を変更して下さい。 
 

 

  システムを起動し，利用者登録メニューから，2の利用者登録番号を使って，準備した
ICカードを一枚ずつシステムに登録してください。 
  登録は，相手方自治体ごとに行うのが基本ですが，このシステムでは，複数自治体を
選択して一括登録ができ，登録後は，入札と資格申請の両方で使用できます。ただし，
その時点で入札参加資格がない自治体には登録できません。(資格申請は，申請先に
未登録でも可能） 
なお，共同利用に新たに参加する自治体があった場合，その自治体の入札参加資格を
有する利用者は，既に登録済のカードを，改めて新規参加自治体に追加登録する必要
があります。 
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システムの操作概要（共通機能）

①共通を選択

②共通機能をクリック

③使用する機能を
クリック

④時刻が表示され
るまで待って

⑤利用者登録処理の
ボタンをクリック

⑥使用するＩＣカードのＰＩ
Ｎ番号を入力してＯＫ

⑦利用者登録メニューへ

（利用者登録の場合） （資格審査申請の場合）

④時刻が表示され
るまで待って⑤資格審査受付システム

の文字をクリック

⑥使用するＩＣカードのＰＩ
Ｎ番号を入力してＯＫ

⑦資格審査受付
システムメニュー

へ
（以下省略）

自治体を超えた共通機能は，一括して処理する方式
を採用しています。
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利用者登録の操作

①登録ボタンをクリック

②電子入札する自治体にﾁｪｯｸ
（その自治体の入札参加資格を
有しているのが前提です。）

③クリックして次へ

⑤クリックして次へ

④入札に使う分野を自治体ごと
にチェック
（当面は工事・ｺﾝｻﾙのみです）

⑥利用開始申請を受
け部会長が通知する
「利用者登録番号」
，及び商号又は名称を
正確に入力

⑦検索ボタンで資格者名
簿と突合します。

名簿と突合
できた場合

突合できないと
エラーで戻りま
す。 ⑧窓口情報等を入力

し，内容確認ボタンを
押す。
（初期表示してある部
分は上書き入力で修
正できます。）

⑨内容を確認して登録
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入札システムの操作（起動）入札は，自治体ごとに処理する必要があります。
（その自治体に登録してあるＩＣカードを使用します。）

①発注自治体を選択

②電子入札をクリック

③電子入札システム
ログインをクリック

④時刻が表示され
るまで待って

⑤電子入札システムの文
字をクリック

⑥使用するＩＣカードのＰＩ
Ｎ番号を入力してＯＫ

電子入札の案件の
検索条件を設定す
る画面です。

6



一般競争入札 公募型指名競争入札 通常型指名競争入札

入札方式別の処理フロー

入札システムでは，入札方式ごとに処理フローや画面，帳票等が異なっており，ひとつひとつの処理を行うことができる日時は厳密に設定されています。
最もよく使われる一般競争入札，公募型指名競争入札，通常型指名競争入札について，具体的な受注者と発注者の処理は次のとおりになります。

なお，このフローは基本的な流れであり，再度入札やくじ引き，落札保留，取りやめ等になった場合は，その内容に応じたフローが別に用意されています。

いずれの方式においても，電子入札を予定していた受注（希望）者が紙入札に切替えることができるのは，入札書の提出締切時刻までです。
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入札システムの基本画面システムでの処理は次の２画面を基本に行います。調達案件一覧

入札状況一覧

案件を一覧表示し，参加希望の提出，資格確認通知や指名通知の受
領・確認等を行う画面です。

案件を一覧表示し，入札書や辞退届を提出したり，案件の処理状況や
落札結果などを確認する画面です。

①検索条件を指定して案件
一覧ボタンを押します。

②条件に合致し
た案件が一覧表
示されます。

③欄内のボタンを押して
処理を行います。

ボタンを押し
て画面を開く
（参加希望書
提出の例）

必要事項を入力
して，指示された
ﾌｧｲﾙを添付

確認画面で確
認して提出

①案件一覧画面から入札状況
一覧ボタンを押します。

②条件に合致し
た案件が一覧表
示されます。

③欄内のボタンを押して
処理を行います。

ボタンを押し
て画面を開く
（入札書提出
の例）

必要事項を入力
して，指示された
ﾌｧｲﾙを添付

確認画面で確
認して提出
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別記様式第１（第５条関係） 

 

電子入札等システム利用開始申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 広島県市町村電子自治体推進協議会 

  電子入札運営部会長 様 

  （広島県技術指導室） 

 

 電子入札等システムの利用を，次により開始したいので，電子入札等システム利用者基本規約

第５条第１項の規定により，申請します。 

 なお，申請にあたり，関係規約を遵守してシステムを利用すること，ここに記載した事項は事

実と相違ないこと，また，申請内容に変更が生じた場合は，直ちに届け出ることを誓約します。 

 

    （申請者） 

     住所又は所在地               

     商号又は名称                

     代表者名                 印 

 

【申請事項】 

個人・法人の別 個人・法人（該当に○） 

建設業許可番号 大臣・   知事許可第      号（許可を有する場合のみ） 

建設工事 希望する（現在の資格：有［自治体名：   ］・無）・希望しない 利用希望

分野 コンサル 希望する（現在の資格：有［自治体名：   ］・無）・希望しない 

所在地又は住所 
〒 

 

商号又は名称 漢字） フリガナ） 

代表者氏名 漢字） フリガナ） 

電話番号 （     ）     －         

職名 氏名 本人住所 

   

   

   

   

システムに登録する

ＩＣカードの名義人 
（代表権のある役員に限る。） 

   

※要件を満たさない名義人が記載されていた場合，当該名義人については無効として取り扱います。 

（問い合わせ先） 

所在地 〒                          （申請事項に記入した所在地と異なる場合のみ） 

所属  職名  担当者名  

電話  FAX  e-mail  

 
（注意事項） 

①必ず代表者印を押印してください。（支店長印等は認められません。） 

②利用希望分野は，該当を○で囲み，申請時点で参加自治体のいずれかの入札参加資格を有する者は，そのうち

一つの自治体名を記入してください。（利用者登録番号は，この分野によらず一社一つの番号になります。） 

③法人の場合，ＩＣカードの名義人は，必ず代表権をもつ役員等としてください（単なる取締役や支店長等は認

められません。）。規定どおりの届出名義人以外の名前による利用者登録情報は，管理者が削除します。 

④申請内容に疑義がある場合，補正等をお願いすることがあります。また，法人の場合は，商業登記簿謄本 

 （申請書を提出する日の３か月前の日以降に発行されたもの）の写しを確認書類として添付してください。 

⑤登録する名義人は，５人以下としてください。なお，申請時点でＩＣカードを取得している必要はありません。 

代表運営団体（広島県）記入欄： 
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平成１７年度電子納品実施について  

 
（広島県土木建築部技術指導室） 

 

１ 要旨 
 平成１６年度の試行結果を反映した広島県電子納品実施要領（平成１７年度）を制定し，その要領に従う電子納
品事前登録を実施し，土木建築部の対象拡大及び農林水産部の試行開始により部分導入へ向けた習熟及び更
なる検証を行い，普及啓発を行う。また，営繕・建築分野についても電子納品実施へ向けた検討を開始する。 

２ 平成１６年度の具体実施内容 
（１） 普及啓発（各種講習会・説明会） 
県主催 建設業説明会 ５会場，電子入札業者説明会 ４会場 
業界団体主催 講師派遣通算 ７回 
広島県建設技術センター主催 技術講習会への講師派遣 ３会場 

（２） 試行結果の検証 
事前登録結果を勘案し，実施手法を新規発注実施から事前登録業者受注案件への変更対応へ切り替え，
各建設局等において選定された約４０件（建設工事・業務委託各２０件程度）を対象に実施した。納品が完了し
た案件から，成果内容を確認し，受発注者双方へのアンケートを実施し，実施要領等の検討を継続実施した。 

３ 平成１７年度の具体実施内容 
（１） 平成１７年度版広島県電子納品実施要領の制定 

平成１６年度版実施要領を次の項目を主に見直しを行い改訂する。 
●検証結果反映  ●最新基準・要領類（国土交通省等制定）適用 ●農林水産部試行開始の織込み 

（２） 事前登録の実施 
昨年度の登録リストは破棄し，新たに事前登録を開始する。今年度は，締切りを設定しない随時受付とし，ま
たそのリストも単年度管理せず，電子納品全面展開まで広島県において継続的に共同(土木・農林)運用する。 

（３） 限定的な試行の実施 
平成１６年度に引続き，試行対象案件を拡大し，部分導入へ向けた検証を詳細に実施することとし，各部局
の各発注機関において案件選定を行う。なお，次年度以降は次のとおり順次拡大する予定。 
●広島県の電子納品への対応の実態把握 ●受発注者双方への普及啓発 
●実施要領等の検証   ●次年度以降へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 
 
 
 
 
 

（４） 案件の選定 
選定は，各発注機関が案件概要や受注者対応状況等を勘案し行い，新規発注案件からの選定を基本と
する。ただし，事前登録の状況によっては，受注者に無理のない変更対応を行うこととする。 

４ 平成１７年度の具体実施スケジュール 
 電子納品の試行による検証を進めるとともに，営繕･建築分野の取組みを開始する。 

 ～H17.3 4 5 6 7～9 10～12 1～3 H18.4～

電子納品実施要領 
        

事前登録受付         

電子納品試行実施         

５ 平成１７年度における普及啓発その他周知手法 
平成１７年度も各種講習会の機会を捉え，説明等を行い，他方，普及促進支援団体である広島県建設技術セ
ンターによる受注者向け CALS/EC 研修を開催する。その他，各種情報は広島県ホームページ，業界紙及び関
係業者団体の長への通知等により情報提供・公開を実施する。 

６ 平成１７年度以降の具体実施方針 
 土木建築部・農林水産部において統一的な取り扱いによる試行を重ね，導入へ向けた整理を順次実施する。 
部局 取組内容 H16 H17 H18 H19 H20 以降 

業務委託 
試行(案件特定) 
【各機関数件】 

試行(案件特定)
【数･部門拡大】

部分導入(規模に応じ義務化)→順次拡大 
土木 
建築部 

建設工事 
試行(案件特定) 
【各機関数件】 

試行(案件特定)
【数･部門拡大】

試行(内容拡大) 
【発注図面電子化等】 

部分導入(規模に応じ義務化) 
→順次拡大 

業務委託  
試行(案件特定)
【各機関数件】

試行(案件特定)
【数･部門拡大】

部分導入(規模に応じ義務化)→順次拡大 
農林 
水産部 

建設工事   
試行(案件特定)
【各機関数件】

試行(内容拡大) 
【発注図面電子化等】 

部分導入(規模に応じ義務化)
→順次拡大 

 

土木建築部 
 
 

各建設局等２件 
（全体約 30 件） 

建設局等各係１件 
（全体約 100 件）  

各担当１件 
（全体約 300 件） 

農林水産部 

H 
16  

H
17 各農林局２件 

（業務委託のみ 16 件程度） 

H 
18 農林局等各係１件

（全体約 80 件） 

H１６試行案件実施（土木）・検証

H17 版制定 公表

事前登録受付（随時受付） 

H17 試行案件選定・実施 

改訂作業試行結果反映・改訂作業 

営繕・建築要領検討

資料 ２



 

 

平成１７年度広島県電子納品実施要領の制定について  
 

（広島県土木建築部技術指導室） 

 

１ 要旨 
 本県における電子納品は，国土交通省が策定した要領･基準類に準拠を基本として進めており，そ
の円滑な実施のため，国土交通省等の要領･基準類を補完する「広島県電子納品実施要領」を定めて
いる。平成１７年度の電子納品の取組みを開始するにあたり，国土交通省等の基準・要領類の改正及
び平成１６年度の試行結果等を反映し，平成１７年度版広島県電子納品実施要領を制定する。   

２ 平成１７年度版電子納品実施要領制定について 
（１） 制定における基本的な考え方 

①電子化範囲の明確化 
国土交通省の基準類で電子化対象である事項について，県レベル(県担

当，受注業者)でそぐわないものについて電子化対象を再検討 

②県の実態反映 
国土交通省と県との事務実態の差等により，国土交通省基準に追加・補

足して取決めるべき事項がある場合には明記 

③担当者の理解促進 
関係する基準の量(頁)は多い上に，実務に携わる担当者は多岐に渡るた

め，電子納品に対する理解を促進するため，内容説明を追記 

（２） 基本的な構成 
本実施要領は，国土交通省等の基準・要領類のうち個別分野に関するものをベースとし，電子納品全
般の基本事項について明記する。  
また，本要領の取扱いは，昨年度と同様に，実施した電子納品の試行等の結果を，翌年度の要領の内
容に反映・適宜改訂するような年度版的な位置付けとして運用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 平成１７年度版要領制定へ向けた平成１６年度版改訂項目（別紙 参照） 
平成１７年度版広島県電子納品実施要領の制定に向け，次の事項を反映した改訂を行うこととする。 
①国の最新基準・要領類への準拠 
②平成１６年度における試行実施結果のフィードバック 
③広島県農林水産部の取組開始内容の織込み 

 

４ 平成１７年度版制定等スケジュール 

 今年度の実施要領制定等の予定は次のとおりとする。 
 ～H17.3 4 5 6 7～9 10～12 1～3 H18.4～ 

電子納品 
実施要領 

        

会議開催 
予定 

   
○（6/1 分科会） 
     ○（6/16 協議会） 

  
 

 

 

 

＊国の電子納品要領(案)，電子納品運用ガイドライン(案)及び 

事前協議ガイドライン(案)に相当する内容をまとめて記述

    (個別の国基準･要領～準拠) 

広島県電子納品実施要領 H17(工事編) 

・電子納品の定義等・電子納品実施項目 

・フォルダ構成  ・ファイル形式,命名 

・電子媒体    ・検査実施 

・参考:フロー,チェックリスト 

広島県電子納品実施要領 H17(業務委託編)

・電子納品の定義等・電子納品実施項目 

・フォルダ構成  ・ファイル形式,命名 

・電子媒体    ・検査実施 

・参考:フロー,チェックリスト 

H17 版制定

公         表 
改訂作業 改訂作業 

○分科会 

○協議会 

ＣＡＤ製図基準(案) H16.6 

デジタル写真管理情報基準(案) H16.6 

測量成果電子納品要領(案) H16.6 

地質調査資料整理要領(案) H15.7 

建築 CAD 図面作成要領(案) H14.11 

CAD 図面作成要領(案) H17.3 

地質・土質調査成果電子納品要領(案) H16.6

電子化図面データの作成要領(案) H17.4

資料 ３
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平成１７年度版要領制定内容について  
 

 

 

１ 平成１７年度実施要領の改訂項目 
平成１７年度版広島県電子納品実施要領の制定に向け，次の４事項を中心にを反映した改訂を
行うこととする。 

①平成１６年度の基本方針の継続（内容確認） 

②国の最新基準・要領類への準拠 

③平成１６年度における試行実施結果のフィードバック 

④広島県農林水産部の取組開始内容の織込み 

２ 平成１６年度実施要領から継続する基本方針 
平成１７年度版においても，継続的に実施する内容は次のとおり。  

区分 対応内容（要領中の記述） 考 え 方 

(1)要領の取扱
い 

電子納品の実施における受発注者の基
本的な対応を明記（前書き） 

電子納品の実施で，心構えとして必要な
事項を明記。 

(2)ＣＡＤフォ
ーマット 

（業務委託・工事） 

ＳＸＦ(sfc)とする 標準形式である SXF のうち，ファイルサ
イズが小さく取扱が比較的容易で，ＳＸ
Ｆ（ｐ21）との互換性が保たれている。

(3)オリジナル
ファイル 

（業務委託・工事） 

ＣＡＤ以外のソフトは，ワード・エク
セル等オフィスソフトを基本とする。

＊対象データ 

業務：報告書オリジナルファイル 

工事：打合せ簿・履行報告等・各オリ
ジナルファイル 

県の使用ソフトであり，データ活用が可
能となるため。(比較的汎用的なソフト
でもある) 

(4)報告書ＰＤ
Ｆ 

（業務委託・工事） 

国と同様に作成する(必要な設定等も
準拠)が，基本的には，報告書オリジナ
ルファイルから PDF ファイルを作成す
る。 

検索機能を活用するため，スキャナによ
る PDF 化は行わない。 

(5)電子媒体 

（業務委託・工事） 

・再度書き込みが不可能な方法で書き
込 
めるＣＤ－Ｒで納品する。 

・部数については，正副各１部(計２部)

・電子納品物の原本性を担保する措置。

・正：各発注機関，副：技術管理総室(県
内電子納品データの総括管理用) 

(6)納品形態 

(検査)  

・業務委託 

簡易製本による紙媒体を一部提出。
受注者に対する過度の負担を避ける
ため，図面については縮小版でも可。

・工事 

写真ダイジェスト版は従来どおり紙
で提出する。 

検査は，全体を俯瞰する作業を紙で，詳
細部分を電子データにより確認する方
法を想定。検査事務等円滑化のための当
面の措置 

別  紙
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３ 改訂の具体内容 
（１）国の最新基準・要領類への準拠による県要領の主な改訂部分 

 平成１６年度 平成１７年度 

ファイル内容 － ファイル内容を記述する管理項目を追加 

境界座標情報 条件付必須入力 必須入力 

測地系区分 － 世界測地系と日本測地系の識別項目の追加

CORINS･TECRIS － バージョン番号管理項目の追加 

適用要領の版管
理 

－ 
適用要領基準の版（策定年月）管理項目の
追加 

紙成果品との関連 － 
管理ファイル予備項目に紙と電子の関連付
けを記載 

工 事 ・
業務管
理 

フ ァ イ
ル 

作成ソフト情報 名称等を入力 削除 

作成 
格納するファイルがなくて
もフォルダの作成は必
須。 

格納するファイルがない場合，フォルダ及び
管理ファイル等の作成をしなくてもよい。 

フ ォ ル
ダ構成 

OTHRS フォルダ 

（工事編） 

段階確認書・履行報告書
のみ格納 

段階確認書・履行報告書以外の書類も格納
可能 

打合せ簿管理ファイル 

（工事編） 
－ 

図面・写真管理ファイルとの連携項目の追加

しおりの規定緩和 
見出しﾚﾍﾞﾙ 3 まで義務付
け 

見出しﾚﾍﾞﾙ 3 を基本 PDF 

（業務
委託
編） 

サムネイル作成 

初期表示設定 

作成を規定 

表紙（１００％）表示を規定

規定廃止 

CAD サブフォルダの活用 － 活用可能 

（２） 平成１６年度における試行実施結果のフィードバックによる県要領の主な改訂部分 
アンケート実施による要望に対し，実施要領改訂を実施した項目 

アンケート要望の有無
受 発 注 者 か ら の 要 望 事 項  

受注者 発注者
対 応 状 況 

国の最新基準への準拠 ○ ○ 

最新の基準・要領を適用。 

ただし，年度途中の改訂基準・要領は
適用外。 

対象範囲の拡大等，段階的な導
入の実施 

○ ○ 
案件数を限定し，段階的な運用拡大を
実施する。 

納品 CD への箇所名称の記載及
びケースラベルへの案件情報記
載 

― ○ 
納品 CD への箇所名称の記載及びケ
ースラベルへの案件情報記載を追加。

スキャニングによる電子化の回避 ○ ― 
平成１６年度に引続きスキャニングによ
る電子化は実施しない 

共通
事項 

電子納品の将来展開の明確化 ○ ― 
今後の実施スケジュールを昨年度に引
続き掲載。具体内容は今後の検討項
目とする。 

写真帳の電子・紙併用の回避 ○ ― 

紙と電子の併用は実施しない。 

ただし，ダイジェスト版の提出は従前ど
おり作成を行う。 

工事 

特殊ソフトの PDF出力による電子
納品の推進 

○ ― 
管理資料等作成ソフトに PDF 出力機
能があれば，県標準ファイルと同様に
電子納品を認める。 
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その他，試行実施等により改訂する内容 

（３） 広島県農林水産部の取組開始内容の織込みによる県要領の主な改訂部分 
 

農 林 水 産 部 の 内 容 織 込 み 改 定 理       由 

電子納品の 

適用範囲 

農林水産部の取組み開始スケジュール等を記載

（H17 は業務委託のみを対象とする。） 

H17 時点における試行の明確化
（農林含む） 

適用基準類 

農林水産部適用基準・要領類を記載。 

ただし，基本的には，国土交通省策定の基準・
要領類を適用することとし，図面に関しては，農
林水産部に適する工種等が記載される農林水
産省策定の要領（案）を適用する。 

農林水産部取組み開始に伴う追
加 

CAD ファイル 

の命名規則 

農林水産部の命名規則（一部ファイル名利用に
よる）を記載 

通常，一案件に多工種が存在す
るため 

 

３ 電子納品の対象範囲 
昨年度は，ごく一部の実施を行ったのみであり，今年度以降，具体に段階的な拡大を実施し，
普及啓発を行なうことから，電子化対象とする範囲(部門，ファイル)を昨年度とほぼ同程度とし，
運用を行う。翌年度以降，順次可能な範囲で電子化対象を段階拡大する。 

 

そ の 他 ， 改 訂 内 容  理    由 

電子納品対象へ地質調査を追加 全面導入へ向け，検証を行うため。 

複数のＣＡＤ関連基準・要領の対象工種区分
を追加 

ＣＡＤに関する基準・要領類が複数存在すること
から，担当者の理解促進を図るため。 

電子媒体の内容の原本性を証明のため，納品
書を提出 

納品媒体（ＣＤ－Ｒ）の原本性の確保。 

ＣＡＤファイルの命名規則の具体事例を記
載した説明を追記 

担当者の理解促進を図るため。 

考え方 区分 項目 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18・19 以降

部門 土木･建築･農林･電気設備 土木中心 土木・農林 順次分野拡大 

押印の必要な書類一式 対象外 対象外 対応検討 
共通 

スキャナが必要な書類 対象外 対象外 対応検討 

報告書 ○ ○ ○ 

図面 ○ ○ ○ 

測量成果(ＣＡＤ等) ○ ○ ○ 

業務
委託 

地質調査成果 対象外 ○ ○ 

発注・完成図面 対象外 ○※１ ○※１ 

特記仕様書 ○※１ ○※１ ○※１ 

工事打合せ簿 △ △ 対応検討 

施工計画書 対象外 対象外 対応検討 

材料関係(ｶﾀﾛｸﾞ等) 対象外 対象外 対応検討 

品質・出来形管理資料 ○※２ △ ○ 

①受注者負担軽減 

現時点で紙での取
扱が主流の書類一式
は紙納品で対応。(押
印,ｶﾀﾛｸﾞ,特殊ﾃﾞｰﾀ)
 スキャナは利用せ
ず。 

 
②段階的拡大 

新規データは出来
るだけ県標準ファイ
ル形式で作成しオリ
ジナルファイルを電
子納品 

工事 

工事写真 ○ ○ ○ 

○＊１ ： 発注者から県標準ファイル形式の電子データを受領した場合，対象とする。

○＊２ ： 県標準ファイル形式により電子データを作成した場合，対象とする。 

△  ： 県標準ファイル形式により作成した場合，可能な範囲で電子納品に努める。
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１ 広島県電子納品実施要領[業務委託編]の取扱い 

 

 広島県電子納品実施要領［業務委託編］（以下，「本要領」という。）は，広島県が平成 17

年度に実施する業務委託における成果品の電子納品を円滑に行うために，電子納品全般の

基本事項について明記したものである。 

本要領は，既存の国土交通省の電子納品関係要領（案）及び基準（案）等に準拠しつつ，

①電子化範囲の明確化，②県の実態反映，③担当者の理解促進を念頭におき，本県版の電

子納品実施要領として策定したものであり，部分的には国土交通省等の関係要領類と異な

る事項もあるので，注意すること。 

 

なお，電子納品の実施にあたっては，受発注者ともに新たな取組であることを十分に認

識したうえ，発注者としては受注者に過度の負担を強いること無く，受注者としては途中

段階でのデータ破壊等を招かぬよう，ウィルス対策やデータのバックアップなどを必要に

応じて行うなど，それぞれの立場において必要な対応をとること。 

また，平成１７年度についても，本要領どおりに電子納品が行えず，電子化対応が特に

困難である場合や，逆に電子化することが受発注者双方にとって非効率的である場合等が

想定される。これに加えて，業務途中における受発注者間の電子データのやりとりや，デ

ータの保管方法等，本要領に定めのない事項もあるため，これらの場合には，適宜，受発

注者間において協議すること。 

 

 

本要領に関する問合せ先 

内  容 問合せ先 

土木建築部所管に関する

こと 

広島県土木建築部技術管理総室 

   技術指導室 IT 推進グループ  

     TEL  082-513-3861 

     FAX  082-223-3593 

     E-mail dogishidou＠pref.hiroshima.jp 

農林水産部所管に関する

こと 

広島県農林水産部農村整備総室 

   技術管理室 技術管理グループ  

     TEL   082-513-3662   

     FAX   082-228-1301 

     E-mail  nougikan@pref.hiroshima.jp 
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２ 平成１７年度の試行運用 

 平成１７年度の成果品の電子化範囲は，確定測量（農林水産部所管）を除くすべてとす

る。  

 

 

平成１７年度の電子化範囲を次に示す。 

平成１７年度 将来 
分 類 成果品種別 

対象 理由 対象 

報告書 ○ ― ○ 報告書 

（測量・地質関係含む） 

（REPORT） 

報告書オリジナル 
○ ― ○ 

図面 

（DRAWING） 

図面 
○ ― ○ 

写真 

（PHOTO） 

写真 
○ ― ○ 

○ 
図面ﾌｧｲﾙ 

(SXF(sfc) 形式・DM) 
○ 

測量 

（SURVEY） 

測量成果 

  上記以外（TXT･PDF） ○ 

地質調査 

（BORING） 

地質調査資料 
○ ― ○ 

業務管理ファイル ○ ― ○ 管理ファイル 

報告書管理ファイル 

図面管理ファイル等 
○ ― ○ 

○：電子化の対象とする。  ：電子化の対象としない。 

 

 
 

《測量について》 

○ 測量(SURVEY)フォルダに格納するファイルは，SXF(sfc)形式である CAD データと，

DM データの図面のみとする。 

これらの図面を含め，全て報告書（REPORT）フォルダに PDF 形式で格納すること。

  （例） 

・ 基準点網図,線形図,縦横断面図等・・・SURVEY(CAD･DM)及び REPORT(PDF)に格納

・ 成果表，観測手簿，計算簿・・・REPORT(PDF)に格納※ 

※ 測量成果電子納品要領（案）によると SURVEY にも格納することとなるが，

Ｈ１７は重複して格納しないこととする。 

解 説 
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 《電子納品の基本的な考え方》 

  ○スキャナによる電子化は行わない。 

  ○特殊ソフトデータは電子化対象外とする。 

 （例） 

  ・押 印が必要な場合 ・・・・・ 添付書類も含めて，すべて紙での提出とする。 

（業務打合せ簿，打合せ記録簿，検定書等） 

  ・特殊アプリケーションを ・・・・・ すべて紙での提出とする。 

用いたもの                  ただし，PDF 形式で保存できるもの（構造計算書・測量関

係ソフト）は，報告書フォルダに格納する。 

 

 《積極的な電子化への取組み》 

押印が必要な書類は全て紙での提出となるが，これらの書類のもととなるオリジナルファ

イルは出来るだけ県の標準ファイル形式で作成し，報告書オリジナルファイルフォルダに格

納する。 

  

H17 年度版 
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３ 電子納品の定義と適用 

3.1 電子納品の定義 

委託成果品の電子納品（以下，「電子納品」という。）とは，業務委託の成果品を電子デ

ータで納品することをいう。ここでいう電子データとは，本要領及び国土交通省等が策定

している各種の電子納品要領（案），基準（案）に基づいて作成されたものを指す。 

電子納品については，表 1に示される共通仕様書及び特記仕様書において規定される

成果品を対象とする。 

 

表 1 共通仕様書一覧 

名称 備考 

測量業務共通仕様書 広島県  

地質及び土質調査共通仕様書 広島県  

設計業務委託共通仕様書 広島県  

 

 

3.2 電子納品の適用範囲 

業務委託の電子納品の適用範囲は，平成１７年度も試行という位置付けで，案件数を限

定し実施する。また，平成１８年度以降は，普及啓発を図りながら順次拡大していくもの

とする。 

 ○ 土木建築部所管の業務委託    各発注機関の事業係あたり１件程度実施。 

 ○ 農林水産部所管の業務委託    各発注機関あたり２件程度を実施。 

 

電子納品対象業務であることを受発注者間相互で認識する必要性から，対象業務であること

を特記仕様書に明記する。 

 

電子納品の実施スケジュール 

 
取組内容 H16 H17 H18 H19 H20 以降 

土木建築部 
試行(案件特定)

【各機関数件】

試行(案件特定)

【数･部門拡大】
部分導入(規模に応じ義務化)→順次拡大 

業務

委託 
農林水産部  

試行(案件特定)

【各機関数件】

試行(案件特定)

【数･部門拡大】
部分導入(規模に応じ義務化)→順次拡大

土木建築部 
試行(案件特定)

【各機関数件】

試行(案件特定)

【数･部門拡大】

試行(内容拡大) 

【発注図面電子化等】

部分導入(規模に応じ義務化) 

→順次拡大 

試行(内容拡大) 

【発注図面電子化等】

建設

工事 
農林水産部   

試行(案件特定)

【各機関数件】

試行(案件特定)

【数･部門拡大】→部分導入(規模に応じ義務化)

→順次拡大 
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3.3 適用基準 

電子納品にあたっては，国土交通省等が策定した基準等を準拠することとする。ただし，

本要領と差異が生じた場合は，本要領を優先するものとする。 

  

  国土交通省等が策定した準拠すべき基準については，次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 平成１7年度については，地質調査に関する基準類として，地質・土質調査成果電子
納品要領（案）（H16.6）及び地質調査資料整理要領（案）（H15.7）のどちらを適用し
てもよいこととする。 

H17 年度版 

工事 業務委託

1 CAD製図基準（案） H16.6 ○ ○

2 地質・土質調査成果電子納品要領（案） H16.6 ― ○

3 地質調査資料整理要領（案） H15.7 ― ○

4 デジタル写真管理情報基準（案） H16.6 ○ ○

5 測量成果電子納品要領（案） H16.6 ― ○

6 CAD図面作成要領（案） H17.3 ○ ○
国土交通省港湾局
http://www.ysk.nilim.go. jp/
cals/index.htm

7 建築CAD図面作成要領（案） H14.11 ○ ○
国土交通省【官庁営繕関係】
http://www.mlit.go.jp/
gobuild/kijun/cals/cals.htm

8 電子化図面データの作成要領（案） H17.4 ○ ○
農林水産省　NN-CALS
http://www.nncals.jp/

番
号

国土交通省国土技術政策
総合研究所ＨＰ
http://www.nilim-ed.jp

要領・基準等
策定
年月

適用の有無
備考

図面の工種に関する記載内容は，農林水産省「電子化図面データの作成要領（案）」，

国土交通省港湾局「CAD図面作成要領（案）」，国土交通省「CAD 製図基準（案）」及

び「建築 CAD 図面作成要領（案）」から該当工種を選定して準じるものとし，これら

の要領に合致する工種がない場合は，準用する要領および工種を事前協議において決定

するものとする。 

注

意 

 

 国土交通省等の要領・基準類が年度途中に改訂となる場合があるが，本要領に従い実

施する電子納品は，上表の 1番～８番までの国土交通省等要領・基準（年月）類に準拠

することとする。（年度途中に改訂された要領・基準類は，適用しない。） 

 農林水産部が実施する電子納品は，国土交通省が策定する「土木設計業務等の電子納

品要領（案）」等を準拠する。また，図面作成等に関しては，「CAD 製図基準（案）」の

“総則”部分を準拠し，その他の事項は農林水産省策定の「電子化図面データの作成要

領（案）」を準拠することとする。 

重要！ 
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なお，国土交通省等がまとめた要領・ガイドラインを，参考資料として次に示す。 

 

 

 

 

 

 

工事 業務委託

CAD製図基準に関する運用ガイドライン（案） H16.10 ○ ○

土木設計業務等の電子納品要領（案） H16.6 ― ○

工事完成図書の電子納品要領（案） H16.6 ○ ―

電子納品運用ガイドライン（案） H16.10 ○ ○

現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン（案）[土木設計業務編]

H14.2 ― ○

現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン（案）[土木工事編]

H14.2 ○ ―

現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン（案）[地質・土質調査編]

H15.1 ― ○

現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン（案）[測量編]

H15.8 ― ○

地方整備局（港湾空港関係）の事業における電
子納品運用ガイドライン（案）

H17.3 ○ ○

地方整備局（港湾空港関係）の土木設計業務に
おける電子納品に関する事前協議ガイドライン
（案）

H17.3 ― ○

地方整備局（港湾空港関係）の現場における電
子納品に関する事前協議ガイドライン（案）

H17.3 ○ ―

電子化図面データ作成運用ガイドライン（案）
（業務工事共通）

H14.11 ○ ○
農林水産省　NN-CALS　HP
http://www.nncals.jp/

国土交通省港湾局
http://www.ysk.nilim.go.jp/
cals/index.htm

要領・ガイドライン
策定
年月

適用の有無
備考

国土交通省国土技術政策
総合研究所ＨＰ
http://www.nilim-ed.jp

図面に関する各基準等の対象工種 

CAD製図基準（案） 
道路（道路･地下構造物･地下駐車場），構造（ﾄﾝﾈﾙ･橋梁） 
河川海岸砂防（河川･海岸･砂防･ダム本体構造物） 
都市施設（宅地開発･公園･下水道） 

CAD図面作成要領（案） 港湾構造物 
建築 CAD図面作成要領（案） 建築・建築設備 

電子化図面データの作成要領（案） 
農林水産部所管事業 
（頭首工・ポンプ場，用水路（開水路），水路ﾄﾝﾈﾙ，排水路，パイプ

ライン，農道，農道橋，ほ場整備，地すべり，ため池改修） 

参 考 
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3.4 電子納品に必要な環境 

電子納品に必要な機器及びソフトウェア等は，次のとおりである。 

 

○機器類 

・ パソコン 

・ プリンタ 

・ ＣＤ-Ｒドライブ 

・ デジタルカメラ 

 

○ソフト類 

・ ワープロソフト 

・ 表計算ソフト 

・ ＣＡＤソフト（ＳＸＦ対応） 

・ ＰＤＦ作成ソフト 

・ ウイルスチェックソフト 

・ 電子納品作成支援ソフト 

・ 圧縮解凍ソフト 

 

 

○機器類 

 ①デジタルカメラについては，１００万画素程度とすること。（ただし，地質のコア写真は２００万 

 画素以上とする。） 

 ②その他は，特に仕様を設けない。（各受注者の導入したソフト類で要求される仕様による。） 

 

○ソフト類 

① ワープロ及び表計算ソフト（バージョン）は，Word98・Excel97 が望ましい。 

② ＣＡＤソフトは，ＳＸＦ対応のものとする。 

③ ＰＤＦ作成ソフトのバージョンは，ＰＤＦ1.2 以上（＝日本語版）とする。 

④ その他は，特に仕様を設けない。 
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3.5 事前協議 

委託期間中の混乱を避けるため，着手時には本要領をもとに，次の項目について受発注

者間で事前に協議し，双方の合意を図るものとする。 

また，完了検査の円滑な進行及び納品データの適正な保管管理の観点から，納品前にも

再度協議するものとする。 

 

本要領及び準拠する各種基準類は，電子納品にかかる全ての事項を明確に規定してい

るものではなく，また紙から電子化への過渡期でもあることから，双方の思い込みや前

例などから無用な混乱をきたす可能性がある。そのため，不確定要素を含めた各事項に

ついて，あらかじめ受発注者間で取り決めておく（事前協議）ことが必要である。 

事前協議については，想定される項目をチェックシート（参考資料）に取りまとめ，

これに基づいて協議を進めるとともに，業務計画書の付属資料として提出するものとす

る。なお，事前協議で取り決めておくべき主な事項は次のとおり。 

1) 電子納品の対象範囲 

2) 書類作成用のソフトウェア及びファイル形式 

3) 電子化が困難な書類の取扱い 

4) CAD 作図の工種に関する作図基準及び適用工種（サブフォルダの有無及びファ

イル命名等含む） 

5) 基準にない項目の取扱い 

 

  また，納品されたデータを後の工程に利活用していくため，納品物の内容をあらかじ

め確認する事が重要である。これも事前協議同様，チェックシートを主体に確認を行う

ものとし，協議項目は次のとおりとする。 

1) 検査時の取扱い 

2) 電子納品の対象範囲 

3) 書類作成用のソフトウェア及びファイル形式 

4) 電子化が困難な書類の取扱い 

5) 基準にない項目の取扱い 
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４ 電子納品実施項目 
4.1 土木設計成果の電子化対象書類 

電子納品対象データは，次の図書を基本とする。ただし，契約に係る書類（特記仕様書

を除く）については対象外とする。 

 

・ 報告書 

・ 図面 

・ 写真 

・ 測量データ 

・ 地質調査データ 

・ 管理ファイル 

 

 

設計業務における現地踏査等の写真は，報告書の一部とし，「デジタル写真管理情報基

準（案）」の適用外とする。 

電子化対象書類一覧 

分 類 成果品種別 各ファイル等格納例 

報告書 業務計画書・業務打合せ簿・打合せ記録簿・業務履行報

告書・数量計算書・特記仕様書・設計照査結果表・測量業

務チェックリスト（以上ＰＤＦ形式） 等 

報告書 

（REPORT） 

報告書オリジナル 上記の元ファイル（Ｅｘｃｅｌ，Ｗｏｒｄ ） 等 

図面 

（DRAWING） 

図面 
平面図・縦断図・横断図・構造図 等 

写真 基準点・BM写真 等 写真 

（PHOTO） 参考図  

測量 

（SURVEY） 

測量成果 
基準点網図・線形図・用地計画図等 

地質調査 

（BORING） 

地質調査資料 
ボーリング柱状図等 

業務管理ファイル ― 管理ファイル 

報告書管理ファイル・図面管理ファイル等 ― 

 

 

 

《図面作成上の注意について》 

○ 図面ファイルのファイル形式については SＸＦ形式とし，ファイルサイズが小さく取

扱が容易で，ｐ21 形式との互換性があるｓｆｃ形式とする。 

○ ＣＡＤ図面作成に当っては，ＣＡＤ製図基準(案)，ＣＡＤ図面作成要領（案）及び

電子化図面データの作成要領（案）によること。 

注

意 
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５ フォルダ構成 

国土交通省の基準に定められているとおり，電子媒体のルート直下に「REPORT」，

「DRAWING」，「PHOTO」，「SURVEY」，「BORING」のフォルダ及び業務管理ファイルを置く。ま

た,「REPORT」フォルダの下に「ORG」サブフォルダを置く。 

 

   国土交通省の基準に示されるとおり，各フォルダ・サブフォルダ及び各管理ファイルの構成等

は次のとおりとする。なお，格納するファイルがないフォルダについては，そのフォルダ及びその

中に格納する管理ファイル（XML 及び DTD ファイル）は作成しなくてもよい。 

 

 
 

・報告書 
 オリジナル 

 ファイル 

･報告書 
･数量計算書 
･計算設計書 
等 

DRAWING（図面フォルダ） 

CAD製図基準（案） 

・図面管理 
  ファイル 

 ・図面 

・管理ファイル 
    

 ・管理ファイル 

 ・測量データ SURVEY（測量データフォルダ） 

測量成果電子納品要領（案） 

PHOTO（写真フォルダ） 

デジタル写真管理情報基準（案） 

・写真管理ファイル 
 
  ・業務写真 

PIC 

DRA 

BORING（地質データフォルダ） 

地質・土質調査成果電子納品要領（案） 
・管理ファイル 

     ・管理ファイル 

   ・地質データ 
 

（業務管理ファイル） 

INDEX_D.XML 
 
電子媒体 

INDE_D03.DTD 
 

REPORT.XML 
（報告書管理ファイル） 
 

REPORT REP03.DTD 
（報告書フォルダ） 

 
REPORT01.PDF 
（報告書ファイル 01） 
 
 
 
REPORTnn.PDF 
（報告書ファイル nn） 
 

REP01_01.XXX 
（報告書オリジナル 

ファイル 01_01） 
ORG 

（報告書オリジナル 
ファイルフォルダ） REPnn_mm.XXX 

（報告書オリジナル 
ファイル nn_mm） 
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６ ファイル形式及び命名規則 

 6.1 本県の標準ファイル形式 

 成果品の電子データのファイル形式については，次のとおりとする。 

 

○ 業務管理ファイル及び各フォルダの管理情報ファイル 

業務管理ファイル及び各フォルダの管理情報ファイルのファイル形式は，XML 形

式とする。 

○ 報告書ファイル及び報告書オリジナルファイル 

報告書ファイルのファイル形式については PDF 形式とする。報告書オリジナルフ

ァイルは，基本的には，Word ファイル・Excel ファイル，画像ファイル（JPEG，

TIFF）とする。 

○ 図面ファイル 

図面ファイルのファイル形式については，SXF（sfc 形式）とする。 

○ 写真ファイル 

写真ファイルのファイル形式については，JPEG とする。ただし，参考図ファイル

は，JPEG 又は TIFF（G4）形式とする。 

○ 地質データファイル 

地質データファイルのファイル形式については，「地質調査資料整理要領（案）」

或いは「地質・土質調査成果電子納品要領（案）」に従う。 

○ 測量データファイル 

測量データファイルのファイル形式については，「測量成果電子納品要領（案）」

に従う。 

 

   設計業務に含まれている現地路査等の写真は，デジタル写真管理情報基準（案）の適用

外とし，報告書としてとりまとめる。打合せ記録簿は，オリジナルデータから PDF ファ

イルに変換したものを納品する（押印なしで可）。 

 

   ＰＤＦファイルの変換方法，ファイルの編集等は次のとおりとする。 

・ 用紙サイズは，Ａ４縦を基本とする。 

・ フォントの埋めこみは行わない。また，特殊なフォントは用いない。 

・ しおり（ブックマーク）は，報告書の目次と同じ章，節，項（見出しレベル 1～3）

を基本として作成する。また，該当ファイル以外の別ファイルへのリンクとなる

しおりに関しては，大項目に関してのみ作成する。 

・ セキュリティの設定は行わない。 
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報告書ファイルには，測量及び地質関係の各 PDFファイルを含む。 

フォルダ構成及びファイル名 

 

 

 

 

 

フォルダ名 サブフォルダ名 ファイル形式 備考
工事管理ファイル XML

報告書 REPORT 報告書管理ファイル XML
報告書ファイル PDF

ORG 報告書オリジナルファイル オリジナルファイル
図面 DRAWING 図面管理ファイル XML

図面ファイル SXF（SFC）
写真 PHOTO 写真情報管理ファイル XML

PIC 写真ファイル JPEG
DRA 参考図ファイル JPEG又はTIFF（G4）

測量データ SURVEY 測量情報管理ファイル XML
KITEN 測量成果管理ファイル XML
(基準点測量) TXT，PDF，オリジナル
SUIJUN 測量成果管理ファイル XML
(水準測量) TXT，PDF，オリジナル
CHIKEI 測量成果管理ファイル XML
(地形測量) DM，PDF，オリジナル
ROSEN 測量成果管理ファイル XML
(路線測量) TXT，PDF
KASEN 測量成果管理ファイル XML
(河川測量) TXT，PDF，オリジナル
YOUCHI 測量成果管理ファイル XML
(用地測量フォルダ) TXT，PDF，オリジナル
DOC 特記仕様書 PDF,オリジナル

地質データ BORING 地質情報管理ファイル XML
DATA ボーリング交換用データ XML
LOG 電子柱状図 PDF
DRA 電子簡略柱状図 SXF（SFC）
PIC コア写真管理ファイル XML

コア写真 JPEG
TEST 土質試験及び地盤調査管理 XML

　電子データシート PDF
　土質試験結果一覧表データ XML

オリジナル
XML

　電子土質試験結果一覧表 PDF
　グラフ・スケッチ情報 TIFF（BMP,JPEG）
　デジタル試料供試体写真 JPEG
その他管理ファイル XML

OTHRS その他の地質調査資料 オリジナル

項目

　データシート交換用データ

注

意 
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管理ファイルの種類はつぎのとおり 

管理ファイルの種類 格納するフォルダ 管理ファイル名 

INDEX_D.XML 

業務管理ファイル ― 

INDE_D03.DTD 

REPORT.XML 

報告書管理ファイル 
報告書フォルダ 

（ＲＥＰＯＲＴ） REP03.DTD 

DRAWING.XML 

図面管理ファイル 
図面フォルダ 

（ＤＲＡＷＩＮＧ） DRAW03.DTD 

PHOTO.XML 

写真管理ファイル 
写真フォルダ 

（ＰＨＯＴＯ） PHOTO03.DTD 

DRAWINGF.XML 

測量管理ファイル 
測量データフォルダ 

（ＳＵＲＶＥＹ） DRAW03.DTD 

BORING.XML 

地質情報管理ファイル 
地質データフォルダ 

（ＢＯＲＩＮＧ） BRG0150.DTD※１ 

（BRG0140.DTD）※２ 

※１ 地質・土質調査成果電子納品要領（案）H16.6 の文書型定義ファイル 

※２ 地質調査資料整理要領（案）H15.7 の文書型定義ファイル 
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 6.2 ファイルの命名規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)共通規則 

 ファイル名は，半角 8文字以内(ISO9660 レベル 1に準拠)とする。 

 ファイル名の文字数は，半角（1バイト文字）で 8 文字以内，拡張子 3文字以内の 8.3

形式とする。 

 ファイル名は，半角英数字で記述することを原則とする。ファイル名に使用する文字は，

半角(1 バイト文字)で，大文字のアルファベット「A～Z」，数字「0～9」，アンダースコア

「_」のみとすることを基本とする。 

ファイルの命名規則については，次のとおり。 

○共通規則 

・ ファイル名は，半角８文字とする。 

 ・ 半角英数字で記述することを原則とする。 

○ 報告書ファイル 

 

REPORTnn.PDF 

 

 

 

 

 

 

○ 報告書オリジナルファイル 

 

REPnn_mm.XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

大文字のアルファベット 6 文字
「REPORT」：固定 

英数字 2文字：連番 

（nn）（01～99）※1 

拡張子 3文字 
「.PDF」：固定 

アンダースコア 1文字 
「_」：固定 

英数字 2文字：報告書ファイルの番号
（nn）   （01~99）※1 

拡張子 3文字：オリジナルファイル作成ソフト
（.XXX）  固有の拡張子 

大文字のアルファベット 3文字 
「REP」：固定 

英数字 2文字：関連報告書ファイル内で連番
（mm）  （01~99）※1 
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 CAD データ，及びデジタル写真のファイル名の命名規則を次に示す。 

CAD データのファイル名 

 ○○○○○○○○.拡張子 

 

半角英数字 3文字：拡張子（sfc） 

半角英数字 1文字：改訂履歴（0～9,A～Y,最後は Zとする） 

半角数字 3文字：図面番号（001～999） 

半角英字 2文字：図面種類（ex.平面図：PL,縦断図：PF,横断図：CS等）

半角英数字 1文字：整理番号（0～9,A～Z） 

半角英字 1文字：ライフサイクル（S-測量,D-設計,C-施工,M-維持管理）
 

デジタル写真のファイル名 

 Ｐ nnnnnnn .JPG 

 

大文字のアルファベット1文字 

「P」：固定 
拡張子固定 3文字：「JPG」

写真フォルダ内で重複しない 

任意の英数字（7文字） 

 
参考図のファイル名 

 Ｄ nnnnnnn .XXX 

 

大文字のアルファベット 1文字

「D」：固定 

拡張子固定 3文字：「JPG」

又は「TIF」 

参考図フォルダ内で重複しない

任意の英数字（7文字） 

 

(2)報告書ファイル 

 報告書ファイルは，ファイル名から報告書であることが判別できるように規定している。

報告書ファイル（PDF）のファイル容量が大きいため，複数ファイルに分割する場合は，

01 からの連番により，ファイルを区別することを基本とするが，欠番があっても構わな

い。     例）REPORT01.PDF  REPORT02.PDF  REPORT03.PDF  

 

(3)報告書オリジナルファイル 

 報告書ファイルは，複数の報告書オリジナルファイルから構成されることがある。この

場合，報告書の構成が想定できるように，報告書オリジナルファイルの 01 からの連番に

より，ファイルを区別することを基本とする。ただし，欠番があっても構わない。 

 

 

 

(4)連番の扱い（※1について） 

 連番が 100 を超える場合は,以下のようにアルファベットを用いる。 

  

 

 
 

参 考 

例）報告書ファイル REPORT01.PDF 
オリジナルファイル REP01_01.XXX ：ワープロソフトファイル 
          REP01_02.XXX ：ワープロソフトファイル 
          REP01_03.XXX ：表計算ソフトファイル 

例）100～109 の場合･･･A0～A9 110～119 の場合･･･B0～B9 120～129 の場合･･･C0～C9 
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７ 電子媒体 

7.1 使用媒体 

 成果品の電子納品において，納品に使用する媒体は，次の各項目に従うものとする。 

・ ＣＤ-Ｒの使用を原則とする。 

・ ＣＤ-Ｒは，ＩＳＯ9660 フォーマット（レベル 1）を標準とする。 

・ 基本的には，1枚のＣＤ－Ｒに格納する。 

・ 複数枚のＣＤ-Ｒに格納する場合には，国土交通省の要領に従う。 

・ 納品時には，ＣＤ-Ｒを正副各 1 部ずつ納品するほか，ＣＤ-Ｒに格納された書類

データを紙に印刷したものを 1部（簡易製本とする）併せて納品する。 

 

   納品媒体は，再度書き込みが不可能なＣＤ-Ｒを原則とする。本県においては，媒体

（CD-R）で保管するため粗悪品の使用がないように留意すること。ＣＤ-Ｒのフォーマッ

ト形式は，ISO9660（レベル 1）とするため，写真ファイル名にロングネーム（ファイル

名が 8文字より多い文字数）は使用しない。 

 簡易製本版は市販のチューブファイル等に綴じたものとし，金文字黒表紙様式の製本は

行わない。チューブファイルの背表紙には，年度，委託名及び受注業者名を明記し，報告

書等の書類は両面刷り（A4 版），図面は縮小版（A3 版）を基本とする。 

  なお，その他特に紙による納品の必要があるものについては，受発注者で協議するも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《CD-R のフォーマットについて》 

  「ISO9660」は，汎用性が高い CD-R/RW 用の標準フォーマット規格である。こ

の規格はファイル名として使用可能な文字数に応じてレベル１～3 が規定さ

れている。最も多くの OSに対応可能なレベル 1は，ファイル名 8文字＋拡張

子 3 文字，使用できる文字は半角の英数文字（A～Z，０～9）及び，_（アン

ダーバー）のみと，制限が厳しくなっている。 

解 説 

- 16 -



7.2 電子媒体ラベル 

 成果品の電子納品時における使用媒体に用いるラベルについては，次の各項目に従うも

のとする。 

○媒体のラベルには，次の情報を横書きで明記する。 

・ 施行番号 

・ 施工年度 

・ 委託業務名称 

    ・ 委託業務の場所 

・ 作成年月 

・ 発注者名 

・ 受注者名 

・ 何枚目／総枚数 

・ ウィルスチェックに関する情報 

・ フォーマット形式：ISO9660（レベル 1） 

 

○媒体を入れるプラスチックケースの背表紙及びラベルには，次の情報を横書きで明

記する。 

＜ラベル＞           ＜背表紙＞ 
・ 施行番号          ・ 施工年度 
・ 施工年度          ・ 委託業務名称 
・ 委託業務名称        ・ 作成年月 

    ・ 委託業務の場所 
・ 作成年月 
・ 発注者名 
・ 受注者名 

 その他，詳細については，次のとおりである。 

1) ラベルへの情報明記は，次の方法のいずれかによるものとする。 

・CD-R 表面へのプリンタ直接印字により作成する。 

・専用の円形ラベル用紙にプリント印字した後，貼付器具により確実に CD-R 表

面に貼付け作成する。 

・油性ペンによる手書きにより作成する。 

2） 「ウィルスチェックに関する情報」については，使用した「ウィルス対策ソ

フト名」「ウィルス定義年月日」もしくは「パターンファイル名」，「チェック

年月日」を明記する。 

3） プラスチックケースの背表紙及びラベルには，次頁の例のように記載する。 

なお，背表紙については，業務名称が長く，入りきらない場合は頭から書け

るところまで記入すること。 

- 17 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CD-R 表面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 CD-R ケース背表紙及びラベル 

施行番号：10136-417-0620 

 

平成 17年度 

一般県道○○線道路詳細設計業務 

○○市○○区○○丁目 

 

 

 

平成○年○月 

 

発注者：広島県○○地域事務所○○局 

受注者：○○コンサルタント株式会社 

正 

1/３ 

施行番号：10136-417-0620 

平成 17 年度 

一般県道○○線道路詳細設計業務 

○○市○○区○○丁目 

平成○年○月 

受注者：○○コンサルタント株式会社 
発注者：広島県○○地域事務所○○局 

ウィルスチェックに関する情報 
チェック年月日：2004 年○月○日

フォーマット形式：ISO9660（レベル 1） 

ウィルス対策ソフト：○○○ 
ウィルス定義：2004 年○月○日版

正 

１／３ 

平
成
17
年
度 
 
一
般
県
道
○
○
線
道
路
詳
細
設
計
業
務 
 
平
成
○
年
○
月 
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7.3 電子媒体の原本性の確保 

 受注者は，電子媒体の内容の原本性を証明するために別に定める様式（電子媒体納品書）

に署名・押印の上，電子媒体と共に提出するものとする。 

 

電子媒体納品書は，次の様式により受注者が発注者に提出するものとする。 

 

平成　　年　　月　　日

様

受注者 （住所）

（氏名）

次のとおり電子媒体を納品します。

施行番号

委託業務名称

路河川名称（地区名）

委託業務の場所

履行期間

電子媒体の総枚数

電子媒体作成年月日

備考

※　電子媒体は，CD-R（フォーマット「ISO9660」）のみとする。

自　　　　平成　　年　　月　　日

至　　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　枚　 　２部（正・副）

電　子　媒　体　納　品　書

　平成　　年　　月　　日
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８ 完了検査 

 電子納品された成果物の書類検査は，発注者が電子データで検査することを原則とする。

ただし，電子データの検査範囲については，受発注者間の事前協議により，取り決めるも

のとする。 

 

（１）電子成果物により検査を行う書類の範囲 

   基本的には，電子化を行ったすべての成果品に対して行う。 

（２）書類検査用機器構成 

原則として，発注者が準備する。 

(３) 閲覧用ソフトウェア 

検査時における書類の閲覧は，原則発注者の用意する電子納品検索閲覧ソフト

を利用するものとする。 

(４) 機器の操作 

検査員が閲覧を希望する書類の検索・表示を行うための機器の操作は，原則

として受注者が行う。受注者は，電子媒体の内容や閲覧用ソフトの機能を熟知

するものを，操作補助員としてつけても良い。また，検査を効率的に行うため

に受注者は，余分に電子納品媒体（CD-R），パソコン等を調査職員との協議によ

り準備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《当面の検査時の対応について》 

○ ＣＡＬＳ/ＥＣを推進するためにも，できるだけ電子データにより検査を行うことが

望ましいが，試行段階で機器・システム等不備な点も多いことから，受発注者間に

おいて無理のない検査に努めること。 

○ 当面の間は，検査事務の円滑化のための措置として，紙と電子を併用する方法によ

り検査を行うこととする。なお，図面ファイル（CAD・DM）については，工事発

注図面として今後のデータ活用を想定しているため，電子データについても十分な

検査を行うこととする。 

 

重要！ 
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９ 成果品の管理項目 

成果品の電子媒体に添付する各管理ファイルには，国土交通省の基準に示される基礎情

報，ソフトウェア情報，業務情報からなる各管理項目を記入する。 

各管理項目（基礎情報，ソフトウェア情報，工事情報）を次項以降に示す。 

次項以降に示す「記入者」及び「必要度」に示す凡例は，次のとおりである。 

 

【記入者】 ■ ：TECRIS から出力される CSV ファイルから取り込むことが可能な項目 

（TECRIS 情報の記入に当たって，TECRIS の規則に従うこと） 

   □ ：電子媒体作成者が記入する項目 

▲ ：電子媒体作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目 

 

【必要度】 ◎ ：必須記入項目 

   ○ ：条件付き必須記入項目（データが分かる場合は必ず記入する） 

△ ：任意記入項目 

 

 全角文字と半角英数字が混在している項目については，全角の文字数を示しており，半

角英数字は，2文字で全角 1文字に相当する。 

 また摘要欄の記述については，次のとおりとする。 

・ 空欄＝国土交通省と同じ見解 

・ 斜字＝国土交通省の記載事項の具体的な説明 

・ 太字下線＝広島県が独自に判断した事項 

 

データ保管及び下流工程における効果的な検索，再利用のため，各項目の記入

に際しては以下のルールに従う。 

1) 英字及び数字（ハイフン等記号含む）はすべて半角文字とすること。 

（例） 082-228-2111・・・・・・・・・・・○ 

    ０８２－２２８－２１１１・・・・・  

2) 住所は「丁目」または「大字」まで記入し，数字は半角とすること。 

（例） 契約図書：広島市中区基町 10 番 52 号・・・・・・○ 

         広島市中区基町 10-52・・・・・・・・  

         広島市中区基町１０番５２号・・・・・  

3) 年月日の間にハイフン（‐）を挿入すること。 

（例） 2004-03-26・・・・・・・・・・・○ 

     20040326・・・・・・・・・・・・  

注

意 

各種管理ファイルの記載方法については，「土木設計業務等の電子納品要領（案）H16.6」

（国土交通省）P４から P９を参照のこと。 

参 考 
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①業務管理項目（1/2）

摘　　要 記入例

提出した媒体の通し番号を記入す
る。単一の電子媒体であれば1とな
る。

1 半角数字 8 □ ◎

提出した媒体の総枚数を記入する。
2 同上 8 □ ◎

電子成果品の作成で適用した要
領・基準の版（「土木200406-01」で
固定）を記入する。（分野：土木，西
暦年：2004，月：06，版：01）

土木200406-01
全角文字
半角英数字

30 ▲ ◎

報告書を格納するために
「REPORT」フォルダを作成した場合
はフォルダ名称（REPORTで固定）を
記入する。

REPORT
半角英数
大文字

127 ▲ ○

報告書オリジナルファイルを格納す
るフォルダ名称（REPORT/ORGで固
定）を記入する。

REPORT/ORG 同上 127 ▲ ○

図面を格納するために「DRAWING」
フォルダを作成した場合はフォルダ
名称（DRAWINGで固定）を記入す
る。

DRAWING 同上 127 ▲ ○

写真を格納するために「PHOTO」
フォルダを作成した場合はフォルダ
名称（PHOTOで固定）を記入する。

PHOTO 同上 127 ▲ ○

測量データを格納するために
「SURVEY」フォルダを作成した場合
はフォルダ名称（SURVEYで固定）を
記入する。

SURVEY 同上 127 ▲ ○

地質データを格納するために
「BORING」フォルダを作成した場合
はフォルダ名称（BORINGで固定）を
記入する。

BORING 同上 127 ▲ ○

管理項目の記入で参照している
TECRISのマニュアル（コード表）の
バージョン（システムのバージョン）
を記入する。

4.0 半角数字 12 □ ◎

TECRISセンターが発行する受領書
に記載される番号を記入する。
TECRIS登録番号がない業務は，
「0」を記入する。

0123456789 半角英数字 11 ■ ◎

各発注者機関で業務1件につき固
有の番号として付されるもので，発
注機関の指示に従い記入する。

契約図書の施行番号
(12桁)を記入

101364170620 同上 30 ■ ◎

設計図書に記載されている契約上
の正式な業務名称を記入する。

一般国道○○号橋梁詳細設計委託
全角文字
半角英数字

127 ■ ◎

住所コード

該当地域の住所コードをTECRISの
表より選択し記入する。該当がない
場合は「99999」とする。（複数記入
可）

TECRISのコード表に示
される34102～34385の
数字(5桁)を記入(複数
入力可)

34203 半角数字 5 □ ◎

住所
該当地域の住所を記入する。（複数
記入可）

必ず「広島県」を記入
後，契約図書の業務場
所を記入

広島県広島市中区基町1丁目
全角文字
半角英数字

127 □ ◎

契約上の履行期間の着手年月日を
CCYY-MM-DD方式で記入する。月
または日が1桁の数の場合「0」を付
加して，必ず10桁で記入する。
（CCYY：西暦の年数，MM：月，DD：
日）
例）平成16年1月1日→2004-01-01

2003-10-20
半角数字
-（HYPHEN-
MINUS）

10 ■ ◎

契約上の履行期間の完了年月日を
CCYY-MM-DD方式で記入する。月
または日が1桁の数の場合「0」を付
加して，必ず10桁で記入する。
（CCYY：西暦の年数，MM：月，DD：
日）
例）平成16年12月3日→2004-12-03

2004-02-28
半角数字
-（HYPHEN-
MINUS）

10 ■ ◎

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

業務実績システム登録番
号

履行期間・完了

住
所
情
報
※

設計書コード

業務名称

履行期間・着手

必要度記入者

基
礎
情
報

分
類

項目名

メディア番号

メディア総枚数

適用要領基準

測量データフォルダ名

広島県

業
務
件
名
等

データ
表現

文字数
国土交通省
記入内容

報告書フォルダ名

報告書オリジナル
ファイルフォルダ名

図面フォルダ名

写真フォルダ名

地質データフォルダ名

業務実績システムバージョ
ン番号
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①業務管理項目（2/2）

摘　　要 記入例

日本測地系，世界測地系（日本測地
系2000）の区分コードを記入する。日
本測地系は「00」，世界測地系（日本
測地系2000）は「01」を記入する。

01 半角数字 2 □ ◎

水系・路線コードをTECRISの表より
選択し記入する。該当がない場合は
「99999」とする。

3261 同上 5 ■ ○

対象水系路線名の情報がある場合
に記入する。

一般国道○○線
全角文字
半角英数字

127 □ ○

「現道：1」，「旧道：2」，「新道：3」，「未
調査：0」のいずれかを記入する。

1 半角数字 1 □ ○

「河川コード仕様書（案）」に準拠し発
注者が指示する河川コードを記入す
る。

原則として空欄 同上 10 □ ○

河川の左岸・右岸の別または道路の
上下線の別を示す左右岸上下線コー
ドを記入する。（複数記入可）

原則として空欄 同上 2 □ ○

起点側測点-ｎ
(自)ｎ+m
　　ｎを4桁で記入する。

0015 同上 4 □ ○

起点側測点-m
(自)ｎ+m
　　mを3桁で記入する。

008 同上 3 □ ○

終点側測点-n
(至)ｎ+m
　　ｎを4桁で記入する。

0018 同上 4 □ ○

終点側測点-m
(至)ｎ+m
　　mを3桁で記入する。

005 同上 3 □ ○

起点側距離標-ｎ
(自)ｎ+m
　　ｎを3桁で記入する。

原則として空欄 同上 3 □ ○

起点側距離標-m
(自)ｎ+m
　　mを3桁で記入する。

原則として空欄 同上 3 □ ○

終点側距離標-ｎ
(至)ｎ+m
　　nを3桁で記入する。

原則として空欄 同上 3 □ ○

終点側距離標-m
(至)ｎ+m
　　mを3桁で記入する。

原則として空欄 同上 3 □ ○

対象領域の最西端の外側境界の経
度を記入する。　度(3桁)　分(2桁)　秒
(2桁)
対象領域が西経の場合は頭文字に-
（HYPHEN-MINUS）を記入する。該当
がない場合は「99999999」とする。

1322710
半角数字
-（HYPHEN-
MINUS）

8 □ ◎

対象領域の最東端の外側境界の経
度を記入する。　度(3桁)　分(2桁)　秒
(2桁)
対象領域が西経の場合は頭文字に-
（HYPHEN-MINUS）を記入する。該当
がない場合は「99999999」とする。

1323510 同上 8 □ ◎

対象領域の最北端の外側境界の緯
度を記入する。　度(3桁)　分(2桁)　秒
(2桁)
対象領域が南緯の場合は頭文字に-
（HYPHEN-MINUS）を記入する。該当
がない場合は「99999999」とする。

0342400 同上 8 □ ◎

対象領域の最南端の外側境界の緯
度を記入する。　度(3桁)　分(2桁)　秒
(2桁)
対象領域が南緯の場合は頭文字に-
（HYPHEN-MINUS）を記入する。該当
がない場合は「99999999」とする。

0342000 同上 8 □ ◎

施設
情報

施設名称を記入する。 ○○橋
全角文字
半角英数字

127 □ ○

発注者機関コードをTECRISコード表
から選択して記入する。

12345678 半角数字 8 ■ ◎

発注機関・事務所の名称を記入す
る。

広島県○○地域事務所建
設局

全角文字
半角英数字

127 ■ ◎

企業名(正式名称)を記入する。 ○○設計株式会社 同上 127 □ ◎

TECRISセンターから通知されるコー
ドを記入する。受注者コードを持たな
い受注者は，「0」を記入する。

12345678 半角英数字 10 □ ◎

TECRISコード表より，主な業務の内
容を「1.調査設計」「2.地質調査」「3.測
量」「4.その他」から選択し番号を記入
する。

「1.調査設計」，「2.地質調
査」，「3.測量」，「4.その他」よ
り選択して記入

１ 半角数字 1 ■ ◎

業務分野コードをTECRISコード表よ
り選択し記入する。(複数記入可)

1234567 半角英数字 7 ■ ◎

TECRIS業務キーワード集より選択し
記入する。(複数記入可)

深基杭
全角文字
半角英数字

10 ■ ◎

業務の概要を記入する。業務の要点
が理解しやすいように簡潔かつ正確
に記入する。

本業務は，・・・・ 同上 300 ■ ◎

特記事項がある場合に記入する。
（複数記入可）

原則として空欄 同上 127 □ △

ソフトウェアメーカが管理のために使
用する。（複数記入可）

原則として空欄 同上 127 ▲ △

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

業務キーワード

業務概要

西側境界座標経度

東側境界座標経度

北側境界座標緯度

南側境界座標緯度

境
界
座
標
情
報

予備

ソフトメーカ用TAG

場
所
情
報

施設名称

発注者機関コード

発注者機関事務所名

受注者名

受注者コード

主な業務の内容

業務分類コード

現道-旧道区分

水
系
-
路
線
情
報
※

対象河川コード

左右岸上下線コード

測
点
情
報
※

距
離
標
情
報
※

文字数 必要度記入者
広島県

発
注
者
情
報

受
注
者
情
報

業
務
情
報

データ
表現

分類
国土交通省
記入内容

項目名

測地系

対象水系路線コード

対象水系路線名
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②報告書管理項目

摘　　要 記入例

報告書ファイルの内容が分かるよう報告書
名を記入する。

報告書名を記入
一般国道○○号橋梁詳細設計委
託

全角文字
半角英数字

127 □ ◎

報告書名が漠然としている場合は内容が
分かる程度の副題を記入する。

A１橋台設計計算書 同上 127 □ ○

報告書ファイルのファイル名を拡張子を含
めて記入する。

REPORT01．PDF
半角英数
大文字

12 ▲ ◎

報告書ファイルに関する日本語名を記入す
る。

報告書（A１橋台設計計算書）
全角文字
半角英数字

127 □ △

報告書ファイルを作成したソフトウェア名を
バージョンを含めて記入する。

Adobe Acrobat6.0 同上 64 □ ◎

設計業務共通仕様書の「成果品」に規定す
る「設計項目」を記入する。（報告書オリジ
ナルファイルを設計業務共通仕様書の設
計項目ごとに分けた場合は記入する。）

計算書 同上 16 □ ○

設計業務共通仕様書の「成果品」に規定す
る「成果品項目」を記入する。(報告書オリ
ジナルファイルを設計業務共通仕様書の
成果品項目ごとに分けた場合は記入す
る。）

計算書 同上 16 □ ○

報告書
オリジナル
ファイル名

報告書オリジナルファイルのファイル名を
拡張子を含めて記入する。

REP01_01.DOC
半角英数
大文字

12 ▲ ○

報告書オリジナ
ルファイル日本
語名

報告書オリジナルファイルに関する日本語
名を記入する。

一般国道○○号橋梁詳細設計委
託_報告書01

全角文字
半角英数字

127 □ △

報告書
オリジナル
ファイル作成
ウェア名

報告書オリジナルファイルを作成したソフト
ウェア名をバージョンを含めて記入する。

Microsoft_Word_98 同上 127 □ ○

受注者説明文
受注者側で特記すべき事項がある場合は
記入する。

原則として空欄 同上 127 □ △

予備

電子化が困難等の理由により受発注者で
協議した結果，紙で納品する成果品がある
場合は資料名を記入する。説明文以外で
特記すべき事項があれば記入する。（複数
入力可）

原則として空欄 同上 127 □ △

ソフトウェアメーカが管理のために使用す
る。（複数入力可）

同上 127 ▲ △

※1　報告書ファイル情報は，報告書の数分を複数繰り返し登録する。
※2　設計項目と成果品項目は，重複する場合でも両方に記入する。
※3　報告書オリジナルファイル情報は一つの報告書に対して管理するオリジナルファイルを複数繰り返し登録する。

そ
の
他

報
告
書
フ

ァ
イ
ル
情
報
　
※
１

ソフトメーカ用TAG

分類 項目名

報告書名

報告書副題

報告書ファイル日本語名

設計項目※２

成果品項目※２

必要度
国土交通省
記入内容

記入者

報告書ファイル名

広島県

報
告
書
オ
リ
ジ
ナ
ル
フ

ァ
イ

ル
情
報
※
３

データ
表現

文字数

報告書ファイル作成
ソフトウェア名
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参考資料１ 電子納品フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 検 査 

電子納品チェックシート（検査前）による協議 

ウィルスチェック（発注者）による 

電子納品事前チェックシート（着手前）による協議 

設計データの作成 
○ 報告書 
○ 設計図面 
○ 測量 
○ 地質   等 

作成データの整理・保存 

PDF変換（対象ﾌｧｲﾙのみ）

本要領に沿った納品 
○ 報告書ファイル 
○ 各フォルダ構成 

ウィルスチェック（ウィルスソフトを最新のものに更新） 

電子納品媒体作成   CD-Rに格納→納品ラベル作成 

発注者・受注者

受注者 

発注者・受注者

発注者 
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参考資料２

実　　施　　日 平成　　年　　月　　日

1．電子納品担当者及び連絡先等の確認

業務委託名
施行番号
履行期間

事務所名・課名
職名
担当者氏名
連絡先(電話番号)
連絡先(FAX)
連絡先(e-mail)
会社名
部署名
役職名
担当者氏名
連絡先(電話番号)
連絡先(FAX)
連絡先(e-mail)

2．電子納品データ作成ソフトの確認

　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )

　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )

事前協議チェックシート（業務委託用）

受注者

発注者

平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

□管理ファイル作成ソフト

□PDFファイル

□ワープロソフト
□表計算ソフト

□SIMAファイル
□その他

□SXF(SFC)ファイル
□DMファイル

□その他
□その他

□その他
□その他
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成果品 電子納品 紙
備　考

(紙にした理由）
□ □ □

□XML形式 □ □ □
□PDF形式 □ □ □

□報告書オリジナルファイル
□WORD，□EXCEL
□その他(　　　　　　　　　　) □ □ □

□XML形式 □ □ □
□SXF(SFC)形式

□ □ □

□ □ □
□JPEG形式 □ □ □
□JPEG形式，□TIFF(G4)形式 □ □ □

□XML形式 □ □ □
□XML形式 □ □ □
□PDF形式 □ □ □
□SXF(SFC)形式 □ □ □

CADで作成している場
合のみ対象

□XML形式 □ □ □
□JPEG形式 □ □ □
□XML形式 □ □ □
□XML形式 □ □ □
□PDF形式 □ □ □
□(　　　　　　　　　　) □ □ □

□XML形式 □ □ □

□測量成果管理ファイル □XML形式 □ □ □
□成果表 □PDF形式 平成17年度対象外

□成果表(数値データ) □TXT形式 平成17年度対象外

□基準点網図
□PDF形式，□SXF(SFC)形式 □ □ □

CADで作成している場
合のみ対象

□平均図
□PDF形式，□SXF(SFC)形式 □ □ □

CADで作成している場
合のみ対象

□観測図
□PDF形式，□SXF(SFC)形式 □ □ □

CADで作成している場
合のみ対象

□観測手簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□観測手簿(数値データ) 協議による(TXT形式等） 平成17年度対象外

□観測記録 □PDF形式，□TXT形式 平成17年度対象外

□計算簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□点の記 □PDF形式 平成17年度対象外

□点の記(数値データ) 協議による(TXT形式等） 平成17年度対象外

□精度管理表 □PDF形式 平成17年度対象外

□点検測量簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□埋標手簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□測量標の地上写真 □PDF形式 平成17年度対象外

□基準点現況調査報告書 □PDF形式 平成17年度対象外

□測量機器検定証明書 □PDF形式 平成17年度対象外

□GPS観測スケジュール表 □PDF形式 平成17年度対象外

□ファイル説明書 □PDF形式 平成17年度対象外

□測量成果管理ファイル □XML形式 □ □ □
□観測成果表 □PDF形式 平成17年度対象外

□観測成果表(数値データ) □TXT形式 平成17年度対象外

□平均成果表 □PDF形式 平成17年度対象外

□平均成果表(数値データ) □TXT形式 平成17年度対象外

□水準路線図
□PDF形式，□SXF(SFC)形式 □ □ □

CADで作成している場
合のみ対象

□平均図
□PDF形式，□SXF(SFC)形式 □ □ □

CADで作成している場
合のみ対象

□計算簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□観測手簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□観測手簿(数値データ) 協議による(TXT形式等） 平成17年度対象外

□点の記 □PDF形式 平成17年度対象外

□点の記(数値データ) 協議による(TXT形式等） 平成17年度対象外

□精度管理表 □PDF形式 平成17年度対象外

□点検測量簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□測量標の地上写真 □PDF形式 平成17年度対象外

□基準点現況調査報告書 □PDF形式 平成17年度対象外

□測量機器検定証明書 □PDF形式 平成17年度対象外

□GPS観測スケジュール表 □PDF形式 平成17年度対象外

□ファイル説明書 □PDF形式 平成17年度対象外

□ボーリング交換用データ

□地質情報管理ファイル

□写真属性情報ファイル

□図面管理ファイル

□図面ファイル

図面フォルダ(DRAWING)

□業務管理ファイル

□報告書管理ファイル

□報告書ファイル

事前協議チェックシート（業務委託用）
3. 電子納品対象項目

□測量情報管理ファイル

□写真ファイル

□参考図ファイル

報告書フォルダ（REPORT)

写真フォルダ(PHOTO)

地質データフォルダ(BORING)

報告書オリジナルファイルフォルダ

□土質試験及び地盤調査管理ファイル

□土質試験結果一覧表データファイル

□電子データシート

□データシート交換用データ

□電子柱状図

□電子簡略柱状図

□コア写真管理ファイル

□コア写真ファイル

※平成17年度対象外とした測量のデータで，PDF形式の成果については，報告書のデータとして報告書フォルダ(REPORT)に保存くださ
い。測量データとして，測量フォルダに重複して持つ必要はありません。

水準測量サブフォルダ(SUIJUN)

※平成17年度対象外とした測量のデータで，TXT形式の成果については，PDF化可能なものはPDF化し報告書のデータとして報告書フォル
ダ(REPORT)に保存ください。できないものは紙納品となります。

測量フォルダ(SURVEY)

基準点測量サブフォルダ(KITEN)
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成果品 電子納品 紙
備　考

(紙にした理由）

□測量成果管理ファイル □XML形式 □ □ □
□平板測量精度管理表 □PDF形式 平成17年度対象外

□TS地形測量DMデータ
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形
式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□　〃　　　DMデータインデックス
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形
式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□　〃　　　DMデータファイル説明書 □PDF形式 平成17年度対象外

□精度管理表 □PDF形式 平成17年度対象外

□空中写真測量標定点成果表 □TXT形式 平成17年度対象外

□　〃　　　　標定点配置図･水準路線図 □PDF形式 平成17年度対象外
□　〃　　　　空中写真測量標定点
                      観測簿･同明細簿

□PDF形式
平成17年度対象外

□　〃　　　　精度管理表 □PDF形式 平成17年度対象外

□　〃　　　　対空標識点明細票 □PDF形式 平成17年度対象外

□　〃　　　　対空標識点一覧図 □PDF形式 平成17年度対象外

□　〃　　　　標定図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形
式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□　〃　　　　撮影記録 □PDF形式 平成17年度対象外

□　〃　　　　刺針点一覧図 □PDF形式 平成17年度対象外

□　〃　　　　空中三角測量成果表 □TXT形式 平成17年度対象外

□　〃　　　　空中三角測量実施一覧図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形
式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□　〃　　　　基準点残差表 □TXT形式 平成17年度対象外

□　〃　　　　座標測定簿
□TXT形式

□ □ □
CADで作成している場
合のみ対象

□　〃　　　　計算簿
□TXT形式

□ □ □
CADで作成している場
合のみ対象

□　〃　　　　標定記録簿
□PDF形式

□ □ □
CADで作成している場
合のみ対象

□デジタルマッピングDMデータ
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形
式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□　〃　　　　DMデータインデックス
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形
式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□　〃　　　　DMデータファイル説明書 □PDF形式 平成17年度対象外

□　〃　　　　精度管理標 □PDF形式 平成17年度対象外

□測量機器検定証明書 □PDF形式 平成17年度対象外

□ファイル説明書 □PDF形式 平成17年度対象外

平成17年度対象外

□測量成果管理ファイル □XML形式 平成17年度対象外

□線形図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形
式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□線形地形図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形
式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□計算簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□計算簿（数値データ） □TXT形式 平成17年度対象外

□観測手簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□精度管理表 □PDF形式 平成17年度対象外

□点の記 □PDF形式 平成17年度対象外

□引照点図 □PDF形式 平成17年度対象外

□縦・横断面図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形
式 □ □ □

DM,CADで作成している
場合のみ対象

□詳細平面図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形
式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□杭打図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形
式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□測量機器検定証明書 □PDF形式 平成17年度対象外

□点検測量簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□ファイル説明書 □PDF形式 平成17年度対象外

※成果品が必要で電子納品，紙のどちらも記載がない場合は　未入力です。確認ください。

測量フォルダ(SURVEY)

事前協議チェックシート（業務委託用）

※平成17年度対象外とした測量のデータで，PDF形式の成果については，報告書のデータとして報告書フォルダ(REPORT)に保存ください。
測量データとして，測量フォルダに重複して持つ必要はありません。

地形測量サブフォルダ(CHIKEI)

路線測量サブフォルダ(ROSEN)

※平成17年度対象外とした測量のデータで，TXT形式の成果については，PDF化可能なものはPDF化し報告書のデータとして報告書フォルダ
(REPORT)に保存ください。できないものは紙納品となります。
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成果品 電子納品 紙
備　考

(紙にした理由）

平成17年度対象外

□測量成果管理ファイル □XML形式 平成17年度対象外

□成果表 □PDF形式 平成17年度対象外

□成果表（数値データ） □TXT形式 平成17年度対象外

□点の記 □PDF形式 平成17年度対象外

□距離標位置情報整理表 □PDF形式 平成17年度対象外

□観測手簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□観測手簿（数値データ） □協議による（TXT形式等） 平成17年度対象外

□計算簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□精度管理表 □PDF形式 平成17年度対象外

□業務報告書 □PDF形式 平成17年度対象外

□縦・横断面図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□線形図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□等高・等深線図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□汀線図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□測量機器検定証明書 □PDF形式 平成17年度対象外

□点検測量簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□ファイル説明書 □PDF形式 平成17年度対象外

平成17年度対象外

□測量成果管理ファイル □XML形式 平成17年度対象外

□公図等転写連続図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□土地調査表 □PDF形式 平成17年度対象外

□建物登記簿調査表 □PDF形式 平成17年度対象外

□地積測量図転写図 □PDF形式 平成17年度対象外

□権利者調査表 □PDF形式 平成17年度対象外

□復元測量箇所位置図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□観測手簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□観測手簿（数値データ） □協議による（TXT形式等） 平成17年度対象外

□土地境界立会確認書 □PDF形式 平成17年度対象外

□成果表 □PDF形式 平成17年度対象外

□成果表（数値データ） □TXT形式 平成17年度対象外

□計算簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□基準点網図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□精度管理表 □PDF形式 平成17年度対象外

□精度管理図 □PDF形式 平成17年度対象外

□用地境界仮杭設置箇所位置図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□用地境界杭設置箇所位置図
□SXF(SFC)形式，□DM形式，□PDF形式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□面積計算書 □PDF形式 平成17年度対象外

□面積計算書（数値データ） □TXT形式 平成17年度対象外

□用地実測データ
□SFC形式，オリジナル（DWG等）または
TXT形式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□用地平面データ
□SFC形式，オリジナル（DWG等）または
TXT形式

□ □ □
DM,CADで作成している
場合のみ対象

□測量機器検定証明書 □PDF形式 平成17年度対象外

□点検測量簿 □PDF形式 平成17年度対象外

□ファイル説明書 □PDF形式 平成17年度対象外

※成果品が必要で電子納品，紙のどちらも記載がない場合は　未入力です。確認ください。

河川測量サブフォルダ(KASEN)

用地測量サブフォルダ(YOUCHI)

※平成17年度対象外とした測量のデータで，TXT形式の成果については，PDF化可能なものはPDF化し報告書のデータとして報告書
フォルダ(REPORT)に保存ください。できないものは紙納品となります。

測量フォルダ(SURVEY)

事前協議チェックシート（業務委託用）

□他の書類は，紙媒体での納品とする。

※平成17年度対象外とした測量のデータで，PDF形式の成果については，報告書のデータとして報告書フォルダ(REPORT)に保存くだ
さい。測量データとして，測量フォルダに重複して持つ必要はありません。
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4.遵守するべき要領・基準類

準拠すべき基準・要領については，次のとおり。
名　　　　称 策定年月 策定者

　　広島県電子納品実施要領［業務委託編］ 平成16年 広島県
　　CAD製図基準(案) 平成15年7月 国土交通省
　　地質調査資料整理要領(案) 平成15年7月 国土交通省
　　デジタル写真管理情報基準(案) 平成14年7月 国土交通省
　　測量成果電子納品要領(案) 平成15年3月 国土交通省
　　CAD図面作成要領(案) 平成16年3月 国土交通省港湾局
　　広島県電子納品実施要領［業務委託編］ 平成17年 広島県
　　CAD製図基準(案) 平成16年6月 国土交通省
　　地質調査資料整理要領(案) 平成15年7月 国土交通省
　　地質・土質調査成果電子納品要領(案) 平成16年6月 国土交通省
　　デジタル写真管理情報基準(案) 平成16年6月 国土交通省
　　測量成果電子納品要領(案) 平成16年6月 国土交通省
　　CAD図面作成要領(案) 平成17年3月 国土交通省港湾局
　　電子化図面データの作成要領（案） 平成17年4月 農林水産省

なお次の国土交通省がまとめた要領・ガイドラインを参考とする。
名　　　　称 策定年月 策定者

平成13年8月(平成16年)
平成16年6月(平成17年)
平成16年3月(平成16年)
平成16年10月(平成17年)
平成16年1月(平成16年)
平成16年10月(平成17年)

現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン(案)［土木設計業務編］

平成14年2月(平成16･17年) 国土交通省

現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン(案)［地質・土質調査編］

平成15年1月(平成16･17年) 国土交通省

現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン(案)［測量編］

平成15年8月(平成16･17年) 国土交通省

平成16年3月(平成16年)
平成17年3月(平成17年)

平成16年3月(平成16年)

平成17年3月(平成17年)

電子化図面データ作成運用ガイドライン（案）
（業務工事共通）

平成14年11月(平成17年) 農林水産省

5.コンピュータウイルス対策（受注者側）

ワクチンソフトの常駐

ウイルスチェックの実施

ウイルスパターン定義データの更新

ウイルス発見・駆除時の対応

事前協議チェックシート（業務委託用）

　電子納品にあたっては，国土交通省等が策定した基準等に準拠する。ただし，広島県電子納品実施要領
と差異が生じた場合は，広島県電子納品実施要領を優先する。

□インターネットにアクセス可能なコンピュータで
は，ウイルスワクチンソフトを常駐させる。

□外部から媒体を受け取った際には，その媒体に対
するウイルスチェックを行う。また，外部への媒体
引き渡しの際には，その媒体に対するウイルス
チェックを行う。

使用ソフトウェア名 □Norton AntiVirus　(Ver.　　　　　　　　　)
□ウイルスバスター (Ver. 　　　　　　　　)
□Virus Scan　　　　(Ver.　　　　　　　　　)

地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子
納品運用ガイドライン(案)

地方整備局(港湾空港関係)の土木設計業務にお
ける電子納品に関する事前協議ガイドライン
(案)

□ウイルスが発見された場合には，管理責任者がウ
イルスを駆除するとともに，被害拡大の防止のため
の対策を講じる。

□管理責任者は，パソコン起動時または1日に1回以
上は定義データを最新に更新する。

国土交通省港湾局

国土交通省港湾局

□その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　)

※　策定年月括弧内の年度は広島県実施要領策定年を意味し，各ガイドライン等との関連付けを示す。

土木設計業務等の電子納品要領(案)

電子納品運用ガイドライン(案)

CAD製図に関する運用ガイドライン(案)

国土交通省

国土交通省

国土交通省

- 30 -



6.データバックアップ体制（受注者側)

7.その他

１　DRAWINGフォルダ下のサブフォルダの活用　　　　　□あり 　　　□なし

サブフォルダの名称 格納する図面の種類

２　CADファイル名の整理番号の活用　　　　　　□あり　　　　□なし　　　（※１）

番号 適用

※１　農林水産部所管の業務のみ記入。

□CD-R(追記可能コンパクトディスク)

バックアップ頻度

バックアップ媒体
□外付けハードディスク
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事前協議チェックシート（業務委託用）

□バックアップ作業を1日1回以上行う
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□MO(光磁気ディスク)

媒体保管場所
バックアップ担当者

バックアップ作業記録

□バックアップ担当者は，バックアップ作業ごとにその日時，
媒体識別番号，作業者名等をバックアップ記録簿に記録する。
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参考資料３

実施日

1．検査実施予定場所・日時

2．電子納品の検査方法

書　類　名
印刷物に
よる検査

電子データ
による検査

書　類　名
印刷物に
よる検査

電子データ
による検査

□ 報告書

□ 図面 □ 基準点測量

□ 写真 □ 水準測量

□ 地形測量

□ ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ交換用ﾃﾞｰﾀ □ 路線測量

□ 電子柱状図 □ 河川測量

□ 電子簡略柱状図 □ 当該測量事業に関する書類

□ 地質平面図・断面図 □
□ コア写真 □
□ 土質試験及び地盤調 □
□ その他の地質調査資 □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

地質調査資料

測量成果

検査実施予定場所
検査実施予定日時

検査機器準備担当
□発注者(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□受注者(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

発注担当者

検査前協議チェックシート（業務委託用）

平成　　年　　月　　日

受注担当者

業務委託名
施行番号
履行期間 平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日
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3.検査用ソフトウェア

発注者 受注者
文書ファイル
（ワープロ）

□ □

表計算ファイル
（表計算ソフト）

□ □

図面ファイル
（CADソフト）

□ □

写真ファイル
参考図ファイル

□ □

PDFファイル
(PDF閲覧ソフト)

□ □

その他 □ □
その他 □ □
その他 □ □

4.その他

使用ソフトウェア名

検査前協議チェックシート（業務委託用）

検査対象
ソフト準備
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参考資料４ 特記仕様書記載例 

 

 

第○○条 電子納品について 

 

  本業務は，電子納品対象業務とする。 

  電子納品とは，調査，設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品

することをいう。 

  ここでいう電子データとは，「広島県電子納品実施要領【業務委託編】（以下，「要

領」という。）」に基づいて作成されたものを指す。 

 

第○○条（成果品の提出） 

成果品は，「要領」に基づいて作成した電子データを電子媒体で２部提出する。 

「要領」で特に記載がない項目については，原則として，成果を電子化して提出す

る義務はないが，調査職員と協議の上，電子化の是非を決定する。 

 なお，「紙」による報告書の提出は調査職員と協議の上，決定する。 
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参考資料５  ＣＡＤファイルの命名規則（例）《土木建築部所管》 

 

１ 共通事項 

ファイル名の末尾の改訂履歴は，最終的な成果品の場合は Zとする。 

 履行途中に受発注者間でファイルをやりとりする場合には，改訂履歴の部分は Z 以外の

文字（0～9，A～Y）を利用し，ファイルの履歴管理に活用すること。なお，次に例を示す。 

 

（例）平面図の実施設計が最終図面として提出された場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D 0 PL 003 Z .sfc 
 
             ①拡張子：原則 sfcとする  
              
            ②改訂履歴：Zを記入する。（Zは最後を意味する） 
 
           ③図面番号 
            表題の図面番号を記入 
 
          ④図面の種類をアルファベットで記入 

 

         ⑤整理番号（変更設計回数の数値を記入） 

 

        ⑥ライフサイクル（測量：S，設計 D）を記入 

 
《説明》 
① 拡張子は，広島県のＣＡＤ図面のフォーマット形式である「sfc」となる。 
② 成果品の提出時は，最後を意味する「Z」となる。業務途中に受発注者間でフ
ァイルのやりとりをする場合は，0から順に履歴をつけて行うこと。 

③ 表題の図面番号を記入する。「○○○ 葉之内 3」であれば，半角数字 3 文
字「003」の記入となる。 

④ CAD製図基準（案）に記載されているとおり，半角英字 2文字で記入する。
（平面図：PL，縦断図：PF，横断図：CS 等） 

⑤ 変更設計の回数を半角英数字で 1 文字を記入する。変更設計とは，契約上の
変更設計（第 1回変更の場合は，「1」となる）を意味する。 

⑥ ライフサイクルを表す半角英字 1文字を記入する。業務委託の場合は，「測量：
S」，「設計：D」のいずれかとなる。 
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２ 各業務 

(1)測量業務委託成果品（｢SURVEY｣フォルダ） 

 測量業務成果については，ＣＡＤ製図基準(案)ではなく測量成果電子納品要領(案)による。 

   例）図面番号が 3番の基準点網図～KJAF1003.sfc 

     図面番号が 10番の地形図～CHAB1010.sfc 

 

(2)地質調査業務委託成果品（｢BORING｣フォルダ） 

 地質調査業務については，地質・土質調査成果電子納品要領（案）による。 

例）図面番号が 3番の電子簡略柱状図～BRG0003.sfc
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参考資料６  ＣＡＤファイルの命名規則（例）《農林部局所管》 

 

１ 共通事項 

＊ＣＡＤデータのファイル名（ＣＡＤ製図基準(案)から） 

 ○○○○○○○○.拡張子 
 
                  

 
 

            半角英数文字で記述する 

                半角英数文１文字：改訂履歴（0～9,A～Y,最後は Zとする） 

                半角数字 3 文字：図面番号(001～999) 

                半角英字 2 文字：図面種類（ex.平面図：PL） 

                半角英数文字 1 文字：整理番号(0～9,A～Z) 

                半角英字 1 文字：ライフサイクル（S-測量,D-設計,C-施工,M-維持管理）

 

 

 整理番号は次表のものを標準とし，協議により決定する。 

番号 適   用 

0 区分の必要がない場合 

1 設計過程で構想設計を区分する場合 

2 同上で 基本設計を区分する場合 

3～9 同上で 協議により区分を別途決定する場合 

A 詳細設計（実施設計）で一般土木工事を区分する場合 

B   同上で      機械工事を区分する場合 

C   同上で      電気工事を区分する場合 

Ｄ   同上で      建築工事を区分する場合 

E   同上で      建築付帯設備工事を区分する場合 

Ｆ 同上で      建築付帯電気工事を区分する場合 

Ｇ～Ｚ 同上で      協議により別途区分を決定する場合 

 

 ファイル名の末尾の改訂履歴は，最終的な成果品の場合には Zとする。 

履行途中に受発注者間でファイルをやりとりする場合には，改訂履歴の部分は Z 以外の

文字（0～9，A～Y）を利用し，ファイルの履歴管理に活用すること。 

 

２ 各業務 

(1)測量業務委託成果品（｢SURVEY｣フォルダ） 

 測量業務成果については，ＣＡＤ製図基準(案)ではなく測量成果電子納品要領(案)による。 

   例）図面番号が 3番の基準点網図～KJAF1003.sfc 

     図面番号が 10番の地形図～CHAB1010.sfc 
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(2)地質調査業務委託成果品（｢BORING｣フォルダ） 

 地質調査業務については，地質・土質調査成果電子納品要領（案）による。 

例）図面番号が 3番の電子簡略柱状図～BRG0003.sfc 

 

(3)設計業務委託成果品（｢DRAWING｣フォルダ） 

 CAD製図基準(案)に基づき，各項目を次のとおりとしてファイル名を決定する。 

・ ライフサイクル(設計)＝D 

・ 整理番号＝0（上記 1参照） 

・ 改訂履歴＝Z 

   例）図面番号が 3番の平面図～D0PL003Z.sfc 

     図面番号が 32番の構造図～D0LS032Z.sfc 
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参考資料７  国の電子納品との比較 

内  容 

項目 

国土交通省 広島県 

ＣＡＤデータファイ

ルのフォーマット 

原則として 

ＳＸＦ（ｐ21） 

 

 

ＳＸＦ（sfc） 

オリジナルファイル

の形式 

受発注者間で協議し決定（デ

ータコンバートができれば

よい） 

 

県の標準ファイル形式 

 

納品物 ＣＤ-Ｒ ２部 ＣＤ-Ｒ ２部 

簡易製本版 １部 

（報告書 A4 版，図面 A3 版） 
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 １ 広島県電子納品実施要領［工事編］の取扱い 

 

 広島県電子納品実施要領［工事編］（以下，「本要領」という。）は，広島県が平成 17 年

度に実施する工事における完成図書の電子納品を円滑に行うために，電子納品全般の基本

事項について明記したものである。 

本要領は，既存の国土交通省の電子納品関係要領 (案)及び 基準(案)等に準拠しつつ，

①電子化範囲の明確化，②県の実態反映，③担当者の理解促進を念頭におき，本県版の電

子納品実施要領として策定したものであり，部分的には国土交通省等の関係要領類と異な

る事項もあるので，注意すること。 

 

なお，電子納品の実施にあたっては，請負・発注者ともに新たな取組であることを十分

に認識したうえ，発注者としては請負者に過度の負担を強いること無く，請負者としては

途中段階でのデータ破壊等を招かぬよう，ウィルス対策やデータのバックアップなどを必

要に応じて行うなど，それぞれの立場において必要な対応をとること。 

また，平成 17年度についても，本要領どおりに電子納品が行えず，電子化対応が特に困

難である場合や，逆に電子化することが請負・発注者双方にとって非効率的である場合等

が想定される。これに加えて，施工中における請負・発注者間の電子データのやりとりや，

データの保管方法等，本要領に定めのない事項もあるため，これらの場合には，適宜，請

負・発注者間において協議すること。 

 

 

本要領に関する問合せ先 

内  容 問合せ先 

土木建築部所管に関する

こと 

広島県土木建築部技術管理総室 

   技術指導室 IT 推進グループ  

     TEL  082-513-3861 

     FAX  082-223-3593 

     E-mail dogishidou＠pref.hiroshima.jp 

農林水産部所管に関する

こと 

広島県農林水産部農村整備総室 

   技術管理室 技術管理グループ 

     TEL   082-513-3662   

     FAX   082-228-1301 

     E-mail  nougikan@pref.hiroshima.jp 
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 ２ 平成１７年度の試行運用 

 平成１７年度の完成図書の電子納品対象範囲は，次のとおりとする。 

          

＜電子納品対象図書＞       ＜条件により電子納品対象とする図書＞ 

特記仕様書             発注図面・完成図面 

工事写真               

管理ファイル             

 

 

平成１７年度の電子化適用区分を次に示す。 

なお，平成１７年度に電子納品対象としない他の図書についても，次表において対象を○とする

ものについては可能な範囲で電子納品に努めること。 

将来

対象 条　　件 対象

○
発注者から県の標準ファイル形式のもの
を提供された場合は対象

○

 上記以外は対象外 ○

特記仕様書 発注者 ○
発注者が電子データを提供することを前
提に対象

○

打合せ簿
（MEET） 工事打合せ簿

発注者
請負者

 押印が必要なため対象外 ○

○
県の標準ファイル形式のものは対象
（押印の必要無し）

○

 上記以外は対象外 ○

○
県の標準ファイル形式のものは対象
（押印の必要無し）

○

 上記以外は対象外 ○

○
県の標準ファイル形式のものは対象
（押印の必要無し）

○

 上記以外は対象外 ○

○
県の標準ファイル形式のものかつ押印の
必要のないものは対象

○

 上記以外は対象外 ○

施工計画書
（PLAN） 施工計画書 請負者  

電子化困難な書類（図面等）が含まれる
ため対象外

○

○
発注者から県の標準ファイル形式の発注
図を提供された場合は対象

○

 上記以外は対象外 ○

工事写真 請負者 ○ ― ○

○ 県の標準ファイル形式のものは対象 ○

 上記以外は対象外 ○

工事履行報告書 請負者  押印が必要なため対象外 ○

段階確認書 請負者  押印が必要なため対象外 ○

その他の書類 請負者 ○ 県の標準ファイル形式のものは対象 ○

管理ファイル
工事管理ファイル 請負者 ○ ― ○

○ 図面ファイルが存在する場合は対象 ○

 上記以外は対象外 ○

その他管理ファイル
発注者
請負者

○ ― ○

請負者

安全管理資料 請負者

○：電子化の対象とする　　 ：電子化の対象としない

参考図 請負者

発注者
請負者

図面管理ファイル

その他
（OTHRS）

発注図面
（DRAWINGS）

写真
（PHOTO）

分　類 成果品種別

発注図面

出来形管理資料

平成17年度

完成図面
（DRAWINGF）

完成図面

書類作成者

発注者

請負者

請負者

請負者

品質管理資料

その他の資料

- 2 -



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《電子納品の基本的な考え方》 

○工事着手時に発注者から発注図面を電子データとして受領した場合は，発注図面及び完成

図面の両方を電子納品対象とする。 

○押印が必要なものは，添付書類も含めて，すべて紙での提出とする。 

○電子化の困難なもの，及び現在紙での流通が主な書類一式は紙納品とし，スキャナによる電

子化は行わない。（例：カタログ等） 

     

 《「可能な範囲で電子納品」とは？》 

○特殊ソフトで作成したデータの内，出力を県の標準ファイル形式（PDF 形式を含む）で行える

ものは電子納品の対象とし，所定のフォルダに格納する。（P12《「6.1 本県の標準ファイル形

式」》参照） 

   ○押印の必要なもの，また電子化が困難な書類が混在したものは，全て紙での提出となるが，

これらのもととなるオリジナルファイルは出来るだけ県の標準ファイル形式で作成し，所定の

フォルダに格納する。 

（例）・押印が必要なもの・・・押印していない状態でフォルダに格納する。 

・電子化が困難な書類が混在するもの・・・カタログ等電子化困難な書類を除いた状態

で，フォルダに格納する。 

○当面，当初発注図面の電子データは無いが，積極的な電子化の取組みを行なうため，施工

途中の打合せ時に新たな図面の作成が生じた場合は，出来るだけ CAD（SXF 形式）で行な

い，所定のフォルダに格納する。 

H17 年度版 

  
 H17に電子化対象外となっている項目についても，課題が解決されれば段階的に電子化 

対象とする。（次年度以降） 

（例）現在押印が必要なため対象外のもの・・・・電子署名等により電子化が可能となった 

                       場合 

   現在電子化が困難なため対象外のもの・・・現在電子化が困難なもの（カタログ等） 

                       が電子データで入手可能となった場合 

   現在特殊ソフト等を使用しているもの・・・段階的に県の標準ファイル形式での作成 

    に移行 

 

重要！ 

  

  

 
  

県の標準ファイル形式については，12 ページ「本県の標準ファイル形式」を参照のこと。 

注

意 
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 ３ 電子納品の定義と適用 

3.1 電子納品の定義 

工事完成図書の電子納品（以下，「電子納品」という。）とは，工事の各業務段階の最終

成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは，本要領及び国土交

通省等が策定している各種の電子納品要領（案），基準（案）に基づいて作成されたものを

指す。 

 

電子納品については，表 1に示される共通仕様書及び特記仕様書において規定される

成果品を対象とする。 

表 1 共通仕様書一覧 

名  称 備 考 

土木工事共通仕様書 広島県  

 

3.2 電子納品の適用範囲 

工事の電子納品の適用範囲は，平成１７年度も試行という位置付けで，案件数を限定し

実施する。また，平成１８年度以降は，普及促進を図りながら，順次拡大していくものと

する。 
 ○ 土木建築部所管の工事    各発注機関の事業係あたり１件程度実施。 

 ○ 農林水産部所管の工事    平成１７年度は未実施。 

 

電子納品対象工事であることを請負・発注者間相互で認識する必要性から，対象工事で

あることを特記仕様書に明記する。 

 

電子納品の実施スケジュール 

 
取組内容 H16 H17 H18 H19 H20 以降 

土木建築部 
試行(案件特定)

【各機関数件】

試行(案件特定)

【数･部門拡大】
部分導入(規模に応じ義務化)→順次拡大 

業務

委託 

農林水産部  
試行(案件特定)

【各機関数件】

試行(案件特定)

【数･部門拡大】
部分導入(規模に応じ義務化)→順次拡大

土木建築部 
試行(案件特定)

【各機関数件】

試行(案件特定)

【数･部門拡大】

試行(内容拡大) 

【発注図面電子化等】

部分導入(規模に応じ義務化) 

→順次拡大 

試行(内容拡大) 

【発注図面電子化等】

建設

工事 

農林水産部   
試行(案件特定)

【各機関数件】

試行(案件特定)

【数･部門拡大】→部分導入(規模に応じ義務化)

→順次拡大 
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 3.3 適用基準 

電子納品にあたっては，国土交通省等が策定した基準等に準拠することとする。ただし，

本要領と差異が生じた場合は，本要領を優先するものとする。  

  

  国土交通省等が策定した準拠すべき基準については，次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図面の工種に関する記載内容は，農林水産省「電子化図面データの作成要領（案）」，

国土交通省港湾局「CAD図面作成要領（案）」，国土交通省「CAD 製図基準（案）」及

び「建築 CAD 図面作成要領（案）」から該当工種を選定して準じるものとし，これら

の要領に合致する工種がない場合は，準用する要領および工種を事前協議において決定

するものとする。 

注

意 

工事 業務委託

1 CAD製図基準（案） H16.6 ○ ○

2 地質・土質調査成果電子納品要領（案） H16.6 ― ○

3 地質調査資料整理要領（案） H15.7 ― ○

4 デジタル写真管理情報基準（案） H16.6 ○ ○

5 測量成果電子納品要領（案） H16.6 ― ○

6 CAD図面作成要領（案） H17.3 ○ ○
国土交通省港湾局
http://www.ysk.nilim.go. jp/
cals/index.htm

7 建築CAD図面作成要領（案） H14.11 ○ ○
国土交通省【官庁営繕関係】
http://www.mlit.go.jp/
gobuild/kijun/cals/cals.htm

8 電子化図面データの作成要領（案） H17.4 ○ ○
農林水産省　NN-CALS
http://www.nncals.jp/

番
号

国土交通省国土技術政策
総合研究所ＨＰ
http://www.nilim-ed.jp

要領・基準等
策定
年月

適用の有無
備考

 

  国土交通省等の要領・基準類が年度途中に改訂となる場合があるが，本要領に従い

実施する電子納品は，上表の 1番～８番までの国土交通省等要領・基準（年月）類に準

拠することとする。（年度途中に改訂された要領・基準類は，適用しない。） 

 農林水産部が実施する電子納品は，国土交通省が策定する「工事完成図書の電子納品

要領（案）」等を準拠する。また，図面作成等に関しては，「CAD製図基準（案）」の“総

則”部分を準拠し，その他の事項は農林水産省策定の「電子化図面データの作成要領

（案）」を準拠することとする。 

重要！ 
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 なお，国土交通省等がまとめた要領・ガイドラインを，参考資料として次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，国土交通省等がまとめた要領・ガイドラインを，参考資料として次に示す。 

 

工事 業務委託

CAD製図基準に関する運用ガイドライン（案） H16.10 ○ ○

土木設計業務等の電子納品要領（案） H16.6 ― ○

工事完成図書の電子納品要領（案） H16.6 ○ ―

電子納品運用ガイドライン（案） H16.10 ○ ○

現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン（案）[土木設計業務編]

H14.2 ― ○

現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン（案）[土木工事編]

H14.2 ○ ―

現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン（案）[地質・土質調査編]

H15.1 ― ○

現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン（案）[測量編]

H15.8 ― ○

地方整備局（港湾空港関係）の事業における電
子納品運用ガイドライン（案）

H17.3 ○ ○

地方整備局（港湾空港関係）の土木設計業務に
おける電子納品に関する事前協議ガイドライン
（案）

H17.3 ― ○

地方整備局（港湾空港関係）の現場における電
子納品に関する事前協議ガイドライン（案）

H17.3 ○ ―

電子化図面データ作成運用ガイドライン（案）
（業務工事共通）

H14.11 ○ ○
農林水産省　NN-CALS　HP
http://www.nncals.jp/

国土交通省港湾局
http://www.ysk.nilim.go.jp/
cals/index.htm

要領・ガイドライン
策定
年月

適用の有無
備考

国土交通省国土技術政策
総合研究所ＨＰ
http://www.nilim-ed.jp

図面に関する各基準等の対象工種 

CAD製図基準（案） 
道路（道路･地下構造物･地下駐車場），構造（ﾄﾝﾈﾙ･橋梁） 
河川海岸砂防（河川･海岸･砂防･ダム本体構造物） 
都市施設（宅地開発･公園･下水道） 

CAD図面作成要領（案） 港湾構造物 
建築 CAD図面作成要領（案） 建築・建築設備 

電子化図面データの作成要領（案） 
農林水産部所管事業 
（頭首工・ポンプ場，用水路（開水路），水路ﾄﾝﾈﾙ，排水路，パイプ

ライン，農道，農道橋，ほ場整備，地すべり，ため池改修） 

参 考 
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 3.4 電子納品に必要な環境 

電子納品に必要な機器及びソフトウェア等は，次のとおりである。 

 

○機器類 

・ パソコン 

・ プリンタ 

・ ＣＤ-Ｒドライブ 

・ デジタルカメラ 

○ソフト類 

・ ワープロソフト 

・ 表計算ソフト 

・ ＣＡＤソフト（ＳＸＦ対応） 

・ ウイルスチェックソフト 

・ 電子納品作成支援ソフト 

・ 圧縮解凍ソフト 

 

 

○機器類 

 ①デジタルカメラについては，100 万画素程度とすること。（黒板の文字が確認できることを指

標とする。） 

 ②その他は，特に仕様を設けない。（各受注者の導入したソフト類で要求される仕様による。） 

 

○ソフト類 

①ワープロ及び表計算ソフト（バージョン）は，Word98・Excel97 が望ましい。 

②CAD ソフトは，SXF 対応のものとする。 

③その他は，特に仕様を設けない。 
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 3.5 事前協議 

工事期間中の混乱を避けるため，着手時には本要領をもとに，次の項目について請負・

発注者間で事前に協議し，双方の合意を図るものとする。 

また，完成検査の円滑な進行及び納品データの適正な保管管理の観点から，納品前にも

再度協議するものとする。 

 

本要領及び準拠する各種基準類は，電子納品にかかる全ての事項を明確に規定してい

るものではなく，また紙から電子化への過渡期でもあることから，双方の思い込みや前

例などから無用な混乱をきたす可能性がある。そのため，不確定要素を含めた各事項に

ついて，あらかじめ請負・発注者間で取り決めておく（事前協議）ことが必要である。 

事前協議については，想定される項目をチェックシート（参考資料）に取りまとめ，

これに基づいて協議を進めるとともに，施工計画書の付属資料として提出するものとす

る。なお，事前協議で取り決めておくべき主な事項は次のとおり。 

1) 電子納品の対象範囲 

2) 書類作成用のソフトウェア及びファイル形式 

3) 電子化が困難な書類の取扱い 

4) CAD 作図の工種に関する作図基準及び適用工種（サブフォルダの有無及びファ

イル命名等含む） 

5) 基準にない項目の取扱い 

 

また，納品されたデータを後の工程に利活用していくため，納品物の内容をあらかじめ

確認する事が重要である。これも事前協議同様，チェックシートを主体に確認を行うもの

とし，協議事項は次のとおりとする。 

1) 検査時の取扱い 

2) 電子納品の対象範囲 

3) 書類作成用のソフトウェア及びファイル形式 

4) 電子化が困難な書類の取扱い 

5) 基準にない項目の取扱い 
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 ４ 電子納品実施項目 
4.1 工事完成図書の電子化対象書類 

電子納品対象データは，次の図書を基本とする。ただし，契約に係る書類（特記仕様書

を除く）については対象外とする。 

・ 発注図面 

・ 工事打合せ簿 

・ 施工計画書 

・ 完成図面 

・ 写真（ダイジェスト版は電子納品対象外） 

・ その他 

・ 管理ファイル 

 

  電子化の方法等については，次に示すとおりとする。 

1）工事着手時に電子データとして発注者から受領していないもの（発注図面等）

及び電子化の難しいものは対象外とする。 

2） 工事打合せ簿等については以下のとおりとする。 

押印等が必要な書類についてはオリジナルデータとして電子化するとともに

従来どおり紙での提出を合わせて行う。（無理にスキャナで電子化する必要

はない。） 

3）新規に作成するものは，県の標準ファイル形式により電子化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《電子化する範囲の考え方》 

○もともと電子データがあるもの，新たに作成したものについては，でき

る限り CD-Rに格納する。⇒今後の全面電子へ向けた取り組み。 

○スキャナにより，無理に電子データの作成を行わない。⇒段階的な電子

化への取り組み。 

H17 年度版 

 

《電子納品のイメージ》 
         成果品全体        写真ダイジェスト版 
 
 
 
 

○原則として，電子データと紙を重複して提出する必要はない。 
○新規作成したオリジナルファイルについては，各フォルダに格納する。 
○写真ダイジェスト版は，従来どおり紙での提出とする。 

電子データ  紙 紙 ＋

重要！ 
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電子化対象書類一覧 

分 類 成果品種別 各ファイル格納例 

発注図面 《当初及び変更》平面図・縦断図・

横断図 等 

発注図面 

（DRAWINGS） 

特記仕様書 ― 

工事打合せ簿 設計変更協議等 

品質管理資料 ― 

出来形管理資料 ― 

安全管理資料 ― 

打合せ簿 

（MEET） 

その他の資料 建設工事様式（工事履行報告書及

び段階確認書は除く）及び任意提

出の資料（資材承認等） 

施工計画書 

（PLAN） 

施工計画書 
― 

完成図面 

（DRAWINGF） 

完成図面 《完成》平面図・縦断図・横断図 等 

工事写真 ― 写真 

（PHOTO） 参考図 ― 

工事履行報告書 ― 

段階確認書 ― 

その他 

（OTHRS） 

その他の資料 台帳類（道路情報盤台帳・

照明台帳等） 

工事管理ファイル ― 管理ファイル 

図面管理ファイル等 ― 

 

 

《図面作成上の注意について》 

○ 図面ファイルのファイル形式については SＸＦ形式とし，ファイルサイズが小さく取

扱が容易で，ｐ21 形式との互換性があるｓｆｃ形式とする。 

○ ＣＡＤ図面作成に当っては，ＣＡＤ製図基準(案)，ＣＡＤ図面作成要領（案）及び

電子化図面データの作成要領（案）によること。 

注

意 
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 ５ フォルダ構成 

 国土交通省の基準に定められているとおり，電子媒体のルート直下に「DRAWINGS」，

「MEET」，「PLAN」，「DRAWINGF」，「PHOTO」，「OTHRS」のフォルダ及び工事管理ファイルを置

く。また「MEET」，「PLAN」，「OTHRS」フォルダの下に「ORG」サブフォルダを置く。 

 

 国土交通省の基準に示されるとおり，各フォルダ・サブフォルダ及び各管理ファイルの構成等

は次のとおりとする。なお，格納するファイルがないフォルダについては，そのフォルダ及びその

中に格納する管理ファイル（XML 及び DTD ファイル）は作成しなくてもよい。 

 
 （工事管理ファイル） 

INDEX_C.XML 

 
INDE_C03.DTD 
 
 
 
 
 
 

 
SPEC01.XXX 
    （オリジナルファイル 01） 
 

SPECnn.XXX 
    （オリジナルファイル nn） 

MEET.XML（打合せ簿管理ファイル） 
 
 
MEET_03.DTD 
 
 

M0001_01.XXX 
    （オリジナルファイル 0001-01） 
 
Mnnnn_nn.XXX 
  （オリジナルファイル nnnn-nn） 
 

PLAN.XML（施工計画書管理ファイル） 
 
 
PLAN_03.DTD 
 

PLA01_01.XXX 
  （オリジナルファイル 01-01） 
 
 
PLAnn_nn.XXX 
  （オリジナルファイル nn-nn） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTHRS.XML（その他管理ファイル） 
 
 
OTHRS_03.DTD 
 
 
ORG001 
（その他オリジナルファイル 
 フォルダ 001） 
 
 
ORGnnn 
（その他オリジナルファイル 
 フォルダ nnn） 

 

SPEC 
（特記仕様書オリジナル 
ファイルフォルダ） 

MEET 
  （打合せ簿フォルダ）

ORG 
（打合せ簿オリジナル 
ファイルフォルダ） 

PLAN 
  （施工計画書フォルダ） 

ORG 
（施工計画書オリジナル 
ファイルフォルダ） 

OTHRS 
（その他フォルダ）

・工事履行報告書 
・段階確認書 

・施工計画書

 
 

CAD製図基準（案） 
DRAWINGF 

（完成図フォルダ） 

・図面管理ファイル

・完成図面 

 
 

PHOTO 
（写真フォルダ） 

デジタル写真管理情報基準（案）
・工事写真 
・参考図 

PIC
DRA 

 ・打合せ簿 
・品質管理図 
・出来形管理図
  等 

 
 

CAD製図基準（案）
DRAWINGS 

（発注図フォルダ） 

・図面管理ファイル 
・発注図面 
・変更図面 

・特記仕様書

電子媒体 
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 ６ ファイル形式及び命名規則 

6.1 本県の標準ファイル形式 

 成果品の電子データのファイル形式については，次のとおりとする。 

 

○ 工事管理ファイル及び各フォルダの管理情報ファイル 

工事管理ファイル及び各フォルダの管理情報ファイルのファイル形式は，XML 形

式とする。 

 ○ オリジナルファイル 

・ 打合せ簿オリジナルファイル（MEET フォルダに格納するファイル） 

打合せ簿オリジナルファイルは，基本的には，Word ファイル・Excel ファイル，

画像ファイル（JPEG，TIFF），図面ファイル（SXF（sfc）形式），PDF 形式とする。

・ 施工計画書オリジナルファイル 

施工計画書オリジナルファイルは，基本的には，Word ファイル・Excel ファイル，

画像ファイル（JPEG，TIFF）とする。 

・ その他のオリジナルファイル 

その他のオリジナルファイルは，Word ファイル・Excel ファイル，画像ファイル

（JPEG，TIFF）とする。 

○ 設計図／完成図ファイル 

図面ファイルのファイル形式については，SXF（sfc）形式とする。 

○ 写真ファイル 

写真ファイルのファイル形式については，JPEG とする。ただし，参考図ファイル

は，JPEG 又は TIFF（G4）形式とする。 

 

○ 打合せ簿フォルダ(MEET)内に格納するファイルの内，品質・出来形管理資料等，特

殊ソフトデータを用いて作成し，出力を PDF形式で行えるものは対象とする。ただ

し，従来どおりスキャニングによる電子化は対象外とする。 

H17 年度版 

フォルダ名 サブフォルダ名 ファイル形式 備考
工事管理ファイル XML

発注図面 DRAWINGS 図面管理ファイル XML
図面ファイル SXF（SFC）

SPEC 特記仕様書 オリジナルファイル
打合せ簿 MEET 打合せ簿管理ファイル XML

ORG 工事打合せ簿 オリジナルファイル
品質管理資料 PDF，オリジナル
出来形管理資料 PDF，オリジナル
安全管理資料 PDF，オリジナル
その他の資料 オリジナルファイル

施工計画書PLAN 施工計画書管理ファイル XML
ORG 施工計画書 オリジナルファイル

完成図書 DRAWINGF 図面管理ファイル XML
図面ファイル SXF（SFC）

写真 PHOTO 写真情報管理ファイル XML
PIC 写真 JPEG
DRA 参考図 JPEG，TIFF

その他 OTHRS その他管理ファイル XML
ORG 工事履行報告書 オリジナルファイル

段階確認書 オリジナルファイル
その他の資料 オリジナルファイル

項目
フォルダ構成及びファイル名
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 管理ファイルの種類はつぎのとおり 

管理ファイルの種類 格納するフォルダ 管理ファイル名 

INDEX_C.XML 

工事管理ファイル ― 

INDE_C03.DTD 

DRAWINGS.XML 

図面管理ファイル 
発注図面フォルダ 

（ＤＲＡＷＩＮＧＳ） 
DRAW03.DTD 

MEET.XML 

打合せ簿管理ファイル 
打合せ簿フォルダ 

（ＭＥＥＴ） 
MEET03.DTD 

PLAN.XML 

施工計画書管理ファイル 
施工計画書フォルダ 

（ＰＬＡＮ） 
PLAN03.DTD 

DRAWINGF.XML 

図面管理ファイル 
完成図面フォルダ 

（ＤＲＡＷＩＮＧＦ） 
DRAW03.DTD 

PHOTO.XML 

写真情報管理ファイル 
写真フォルダ 

（ＰＨＯＴＯ） 
PHOTO03.DTD 

OTHRS.XML 

その他管理ファイル 
その他フォルダ 

（ＯＴＨＲＳ） 
OTHRS03.DTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《デジタル写真について》 
○ 写真の信憑性を考慮し，原則として写真編集は認めない。ただし，監督員の承諾

を得た場合は，回転，パノラマ，全体の明るさの補正程度は認めることとする。

○ 有効画素数は，黒板の文字が確認できることを指標とする。（100万画素程度） 

注

意 
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 6.2 ファイルの命名規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打合せ簿，施工計画書，その他資料（工事履行報告書，段階確認書）管理ファイル及び

各オリジナルファイルのファイル名は，次の各項目に従うものとする。 

 

・共通規則 

(1) ファイル名は，半角 8文字以内とする。 

(2) 半角英数字で記述する事を原則とする。 

 

・打合せ簿管理ファイル 

 打合せ簿管理ファイルについては，次の命名規則に従うものとする。 

 MEET．XML 

 

拡張子 3文字 

「．XML」：固定 

大文字のアルファベット４文字

「MEET」：固定 

 
打合せ簿管理ファイルの命名規則 

 

・施工計画書管理ファイル 

施工計画書管理ファイルについては，次の命名規則に従うものとする。 

 PLAN．XML 

 

拡張子 3文字 

「．XML」：固定 

大文字のアルファベット４文字

「PLAN」：固定 

 
施工計画書管理ファイルの命名規則 

 

・その他資料管理ファイル 

 その他資料管理ファイルについては，次の命名規則に従うものとする。 

 OTHRS．XML 

 

拡張子 3文字 

「．XML」：固定 

大文字のアルファベット 5 文字

「OTHRS」：固定 

 

その他資料管理ファイルの命名規則 
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・打合せ簿オリジナルファイル 

 打合せ簿オリジナルファイルについては，次の命名規則に従うものとする。 

 Mnnnn_mm.XXX 
 

拡張子3文字以内：オリジナルファイル作成ソフト

（.XXX）固有の拡張子 

数字4文字：打合せ簿ファイルの番号

（nnnn）   （0001～9999） 

大文字のアルファベット 1 文字

「M」：固定（MEET より命名） 

アンダースコア 1 文字 

「＿」：固定 

英数字 2 文字：関連打合せ簿ファイル内で連番

（mm）      （01～99）※1 

 

打合せ簿オリジナルファイルの命名規則 

・施工計画書オリジナルファイル 

施工計画書オリジナルファイルについては，次の命名規則に従うものとする。 

 PLAnn_mm.XXX 
 

アンダースコア 1 文字

「＿」：固定 

拡張子 3文字以内：オリジナルファイル作成ソフト

（.XXX）固有の拡張子 

英数字 2文字：関連施工計画書ファイル内で連番

（mm）      （01～99）※1 

英数字2文字：施工計画書ファイルの番号

（nn）       （01～99）※1 

大文字のアルファベット 3 文字

「PLA」：固定（PLAN より命名）

 

施工計画書オリジナルファイルの命名規則 

・工事履行報告書オリジナルファイル 

 工事履行報告書オリジナルファイルについては，次の命令規則に従うものとする。 

 PRGnn_mm.XXX 
 

アンダースコア 1文字

「＿」：固定 

拡張子 3 文字以内：オリジナルファイル作成ソフト

（.XXX）固有の拡張子 

英数字 2 文字：関連工事履行報告書ファイル内で

連番（mm）      （01～99）※1 

英数字2文字：工事履行報告書ファイルの

番号（nn）       （01～99）※1 

大文字のアルファベット 3 文字 

「PRG」：固定（PROGRESS）より命名） 

 

工事履行報告書オリジナルファイルの命名規則 
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(1)共通規則 

 ファイル名は，半角 8文字以内(ISO9660 レベル 1に準拠)とする。 

 ファイル名の文字数は，半角（1バイト文字）で 8 文字以内，拡張子 3文字以内の 8.3

形式とする。 

 ファイル名は，半角英数字で記述することを原則とする。ファイル名に使用する文字は，

半角(1 バイト文字)で，大文字のアルファベット「A～Z」，数字「0～9」，アンダースコア

「_」のみとすることを基本とする。 

 各オリジナルファイルの通し番号の振り方は，日付け昇順とする。 

・段階確認書オリジナルファイル 

 段階確認書オリジナルファイルについては，次の命令規則に従うものとする。 

 CHKnn_mm.XXX 
 

アンダースコア 1 文字

「＿」：固定 

拡張子 3 文字以内：オリジナルファイル作成ソフト

（.XXX）固有の拡張子 

英数字 2 文字：関連段階確認書ファイル内で連番

（mm）      （01～99）※1 

英数字2文字：段階確認書ファイルの番号

（nn）       （01～99）※1 

大文字のアルファベット 3 文字 

「CHK」：固定（CHECK）より命名） 

 

段階確認書オリジナルファイルの命名規則 

 

・特記仕様書オリジナルファイル 

特記仕様書オリジナルファイルについては，次の命令規則に従うものとする。 

 SPECnn.XXX 
 

英数字2文字：特記仕様書ファイルの番号

（nn）      （01～99）※1 

大文字のアルファベット 4文字

「SPEC」：固定 拡張子 3文字以内：オリジナルファイル作成ソフト

（.XXX）固有の拡張子 

 

特記仕様書オリジナルファイルの命名規則 
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 (2)オリジナルファイル 

 オリジナルファイルについては，1つの文書に対し，オリジナルファイルが複数存在す

る場合がある。これらについてはファイル名から内容が想定できるように，ファイル名の

付け方を規定し，01 からの連番により，ファイルを区別するものとする。 

例）M0001_01.DOC M0001_02.DOC M0001_03.XLS 

 

(3)管理ファイル 

 打合せ簿管理ファイル,施工計画書管理ファイル,その他資料管理ファイルについては,

ファイル名から内容を想定できるように,ファイル名のつけ方を規定する。 

 

(4)連番の扱い（※1について） 

 連番が 100 を超える場合は,以下のようにアルファベットを用いる。 

 例）100～109 の場合･･･A0～A9   110～119 の場合･･･B0～B9 

   120～129 の場合･･･C0～C9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAD データ及びデジタル写真のファイル名の命名規則を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 

CAD データのファイル名 

 ○○○○○○○○.拡張子 

 

半角英数字 3文字：拡張子（sfc） 

半角英数字 1文字：改訂履歴（0～9,A～Y,最後は Zとする） 

半角数字 3文字：図面番号（001～999） 

半角英字 2文字：図面種類（ex.平面図：PL,縦断図：PF,横断図：CS等）

半角英数字 1文字：整理番号（0～9,A～Z） 

半角英字 1文字：ライフサイクル（S-測量,D-設計,C-施工,M-維持管理）
 

デジタル写真のファイル名 

 Ｐ nnnnnnn .JPG 

 

大文字のアルファベット 1文字 

「P」：固定 
拡張子固定 3文字：「JPG」

写真フォルダ内で重複しない 

任意の英数字（7文字） 

 
参考図のファイル名 

 Ｄ nnnnnnn .XXX 

 

大文字のアルファベット1文字 

「D」：固定 

拡張子固定 3文字：「JPG」

又は「TIF」 

参考図フォルダ内で重複しない

任意の英数字（7文字） 

 

CAD 製図基準(案) 

デジタル写真情報管理基準(案)
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 ７ 電子媒体 

7.1 使用媒体 

 成果品の電子納品において，納品に使用する媒体は，次の各項目に従うものとする。 

・ ＣＤ-Ｒの使用を原則とする。 

・ ＣＤ-Ｒは，ＩＳＯ9660 フォーマット（レベル 1）を標準とする。 

・ 基本的には，1枚のＣＤ－Ｒに格納する。 

複数枚のＣＤ-Ｒに格納する場合には，国土交通省の要領に従う。 

  ・ 納品時には，正副各１部納品する。 

 

   納品媒体は，再度書き込みが不可能なＣＤ-Ｒを原則とする。本県においては，媒体

（CD-R）で保管するため粗悪品の使用がないように留意すること。ＣＤ-Ｒのフォーマッ

ト形式は，ISO9660（レベル 1）とするため，写真ファイル名にロングネーム（ファイル

名が 8文字より多い文字数）の使用はしない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
《CD-Rのフォーマットについて》 

「ISO9660」は，汎用性が高い CD-R/RW 用の標準フォーマット規格である。この規

格はファイル名として使用可能な文字数に応じてレベル１～3 が規定されている。

最も多くの OS に対応可能なレベル 1 は，ファイル名 8 文字＋拡張子 3 文字，使用

できる文字は半角の英数文字（A～Z，０～9）及び，_（アンダーバー）のみと，制

限が厳しくなっている。 

解 説 
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 7.2 電子媒体ラベル 

 成果品の電子納品時のおける使用媒体に用いるラベルについては，次の各項目に従うも

のとする。 
 
○媒体のラベルには，次の情報を横書きで明記する。 
・ 施行番号 
・ 施工年度 
・ 工事名称 
・ 工事場所 
・ 作成年月 
・ 何枚目／総枚数 
・ 発注者名 
・ 請負者名 
・ ウィルスチェックに関する情報 
・ フォーマット形式：ISO9660（レベル 1） 
 

○媒体を入れるプラスチックケースの背表紙及びラベルには，次の情報を横書きで明

記する。 
＜ラベル＞           ＜背表紙＞ 

・ 施行番号          ・ 施工年度 
・ 施工年度          ・ 工事名称 
・ 工事名称          ・ 作成年月 
・ 工事場所 
・ 何枚目／総枚数 
・ 作成年月 
・ 発注者名 
・ 請負者名 

 

 その他，詳細については，次のとおりである。 

1) ラベルへの情報明記は，次の方法のいずれかによるものとする。 

・CD-R 表面へのプリンタ直接印字により作成する。 

・専用の円形ラベル用紙にプリント印字した後，貼付器具により確実に CD-R 表

面に貼付け作成する。 

・油性ペンによる手書きにより作成する。 

2） 「ウィルスチェックに関する情報」については，使用した「ウィルス対策ソ

フト名」「ウィルス定義年月日」もしくは「パターンファイル名」，「チェック

年月日」を明記する。 

3） プラスチックケースの背表紙及びラベルには，次頁の例のように記載する。 

なお，背表紙については，工事名称が長く，入りきらない場合は頭から書け

るところまで記入すること。 
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 CD-R 表面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CD-R ケース背表紙及びラベル 

施行番号：10136-417-0620 

 

平成 17年度 

一般県道○○線道路改良工事 

○○市○○区○○丁目 

 

 

 

平成○年○月 

 

発注者：広島県○○地域事務所○○局 

請負者：○○建設株式会社 

正 

1/3 

施行番号：10136-417-0620 

平成 17年度 

一般県道○○線道路改良工事 

○○市○○区○○丁目 

平成○年○月 

請負者：○○建設株式会社 
発注者：広島県○○地域事務所○○局 

ウィルスチェックに関する情報 
チェック年月日：2004年○月○日 

フォーマット形式：ISO9660（レベル 1） 
ウィルス対策ソフト：ウィルスパトロール 
ウィルス定義：2003年 08月 01日版 

正 

１／３ 

平
成
17
年
度 
 
一
般
県
道
○
○
線
道
路
改
良
工
事 
 
平
成
○
年
○
月 
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 7.3 電子媒体の原本性の確保 

 請負者は，電子媒体の内容の原本性を証明するために別に定める様式（電子媒体納品書）

に署名・押印の上，電子媒体と共に提出するものとする。 

 

電子媒体納品書は，次の様式により請負者が発注者に提出するものとする。

平成　　年　　月　　日

様

請負者 （住所）

（氏名）

次のとおり電子媒体を納品します。

施行番号

工事名

路河川名称（地区名）

工事場所

工　　期

電子媒体の総枚数

電子媒体作成年月日

備考

※　電子媒体は，CD-R（フォーマット「ISO9660」）のみとする。

着　　手　　　　平成　　年　　月　　日

完　　成　　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　枚　 　２部（正・副）

　平成　　年　　月　　日

電　子　媒　体　納　品　書
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 ８ 検査（中間検査・完成検査） 

 電子納品された成果物の書類検査は，発注者が電子データで検査することを原則とする。

ただし，電子データの検査範囲については，受発注者間の事前協議により，取り決めるも

のとする。 

 

(１)電子成果物により検査を行う書類の範囲 

     基本的には，電子化を行ったすべての成果品に対して行う。 

(２)書類検査用機器 

原則として，発注者が準備する。 

(３)閲覧用ソフトウェア 

検査時における書類の閲覧は，原則発注者の用意する電子納品検索閲覧ソフト

を利用するものとする。 

(４)機器の操作 

検査員が閲覧を希望する書類の検索・表示を行うための機器の操作は，原則と

して請負者が行う。請負者は，電子媒体の内容や閲覧用ソフトの機能を熟知する

ものを，操作補助員としてつけても良い。また，検査を効率的に行うために請負

者は，余分に電子納品媒体（CD-R），パソコン等を監督員との協議により準備する。 

(５)その他 

中間検査の検査書類については，施工途中で作成段階であることも考慮し，請負

者がどのように書類整理するかを判断し，検査前に監督員に報告することとする。 

 中間検査を電子データで行う際は，セキュリティの観点から請負・発注者双方

において事前にウイルスチェックを行っておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《当面の検査時の対応について》 

○ ＣＡＬＳ/ＥＣを推進するためにも，できるだけ電子データにより検査を行うことが望

ましいが，試行段階で機器・システム等不備な点も多いことから，請負・発注者間に

おいて無理のない検査に努めること。 

○ 当面の間は，検査事務の円滑化のための措置として，紙と電子データの併用により検

査を行うこととし，具体には全体を俯瞰する作業は紙提出を受けた資料により行い，

詳細部分は電子データにより確認を行う方法で検査を実施する。 

 

重要！ 

- 22 -



 

 ９ 成果品の管理項目 
成果品の電子媒体に添付する各管理ファイルには，国土交通省の基準に示される基礎

情報，ソフトウェア情報，工事情報からなる各管理項目を記入する。 

各管理項目（基礎情報，ソフトウェア情報，工事情報）を次頁以降に示す。 

また，次項以降に示す「記入者」及び「必要度」に示す凡例は，次のとおりである。 

 

【記入者】 ■ ：CORINS から出力される CFD ファイル 

（CORINS2000 提出用フロッピーディスクのファイルフォーマット）

から取り込むことが可能な項目 

  □ ：電子媒体作成者が記入する項目 

  ▲ ：電子媒体作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目 

【必要度】 ◎ ：必須記入項目 

  ○ ：条件付き必須記入項目（データが分かる場合は必ず記入する） 

△ ：任意記入項目（原則として空欄・特記すべき事項があれば記入する） 

 

 全角文字と半角英数字が混在している項目については，全角の文字数を示しており，半

角英数字は，2文字で全角 1文字に相当する。 

 また，摘要の記述については，つぎのとおりとする。 

・ 空欄＝国土交通省と同じ見解 

・ 斜字＝国土交通省の記載事項の具体的な説明 

・ 太字下線＝広島県が独自に判断した事項 

 

データ保管及び下流工程における効果的な検索，再利用のため，各項目の記入

に際しては以下のルールに従う。 

1) 英字及び数字（ハイフン等記号含む）はすべて半角文字とすること。 

（例） 082-228-2111・・・・・・・・・・○ 

    ０８２－２２８－２１１１・・・・  

2) 住所は契約図書の正式な表示を記入すること。また，数字は半角とすること。 

（例） 契約図書：広島市中区基町 10 番 52 号・・・・・・○ 

         広島市中区基町 10-52・・・・・・・・  

         広島市中区基町１０番５２号・・・・・  

3) 年月日の間にハイフン（‐）を挿入すること。 

（例） 2004-03-26・・・・・・・・・・・○ 

     20040326・・・・・・・・・・・・  

  

注

意 

各種管理ファイルの記載方法については，「工事完成図書の電子納品要領（案）H16.6」（国

土交通省）P７から P１６を参照のこと。 

参 考 
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①工事管理項目
■基礎情報

国土交通省

記入内容 摘　　要 記入例

提出した電子媒体の通し番号を記入する。単一の電
子媒体であれば1となる。

1 半角数字 8 □ ◎

提出した電子媒体の総枚数を記入する。
2 同上 8 □ ◎

電子成果品の作成で適用した要領・基準の版
（「土木200406-01」で固定）を記入する。
（分野：土木，西暦年：2004，月：06，版：01）

土木200406-01
全角文字
半角英数字

30 ▲ ◎

発注図を格納するために「DRAWINGS」フォルダを作
成した場合はフォルダ名称（DRAWINGSで固定）を記
入する。

DRAWINGS
半角英数
大文字

127 ▲ ○

特記仕様書を格納するために「SPEC」フォルダを作
成した場合はフォルダ名称（DRAWINGS/SPECで固
定）を記入する。

DRAWINGS/SPEC 同上 127 ▲ ○

打合せ簿を格納するために「MEET」フォルダを作成し
た場合はフォルダ名称（MEETで固定）を記入する。

MEET 同上 127 ▲ ○

打合せ簿オリジナルファイルを格納するフォルダ名称
（MEET/ORGで固定）を記入する。

MEET/ORG 同上 127 ▲ ○

施工計画書を格納するために「PLAN」フォルダを作
成した場合はフォルダ名称（PLANで固定）を記入す
る。

PLAN 同上 127 ▲ ○

施工計画書オリジナルファイルを格納するフォルダ名
称（PLAN/ORGで固定）を記入する。

PLAN/ORG 同上 127 ▲ ○

完成図を格納するために「DRAWINGF」フォルダを作
成した場合はフォルダ名称（DRAWINGFで固定）を記
入する。

DRAWINGF 同上 127 ▲ ○

写真を格納するために「PHOTO」フォルダを作成した
場合はフォルダ名称（PHOTOで固定）を記入する。

PHOTO 同上 127 ▲ ○

その他資料を格納するために「OTHRS」フォルダを作
成した場合はフォルダ名称（OTHRSで固定）を記入す
る。

OTHRS 同上 127 ▲ ○

その他オリジナル
ファイルフォルダ
名

その他オリジナルファイルを格納するフォルダ名称
（OTHRS/ORG001～nnn）を記入する（nnnは連番を示
す）。その他オリジナルフォルダがある場合は必ず記
入する。

OTHRS/ORG001 同上 127 ▲ ◎

その他オリジナル
ファイルフォルダ
日本語名

その他オリジナルファイルを格納するフォルダの日本
語名称を記入する。

構造計算書 同上 127 ▲ ◎

工事の発注年度を西暦4桁で記入する。 2005 半角数字 4 □ ◎

地方整備局単位で設定しているCCMS設計書番号
（数字8桁～14桁）を記入する。

契約図書の施行番号(12
文字)を記入

101364170620 同上 127 □ ◎

契約図書に記載されている正式の工事名称を記入す
る。

契約図書の工事名を記
入

主要地方道○○線
道路改良工事

全角文字
半角英数字

127 ■ ◎

管理項目の記入で参照しているCORINSのマニュア
ル（コード表）のバージョン（システムのバージョン）を
記入する。

5.0 半角数字 12 □ ◎

CORINSの「工事の分類」に従って記入する。 道路
全角文字
半角英数字

16 ■ ◎

CORINSの「工事の業種」に従って記入する。 土木一式工事 同上 16 ■ ◎

工種
CORINSの「工種，工法・型式」の「工種」を記入する。
（複数記入可）

歩行者系舗装工事 同上 127 ■ ◎

工法型式
CORINSの｢工種，工法・型式｣の「工法・型式」を記入
する（複数記入可）。

歩行者系舗装工 同上 127 ■ ◎

住所コード
該当地域の住所コードをCORINSの表より選択し記入
する。該当がない場合は「99999」とする。（複数記入
可）

CORINSのコード表に示
される34101～34605の数
字(5桁)を記入(複数記入
可)

34223 半角数字 5 □ ◎

住所(施工場所) 該当地域の住所を記入する。（複数記入可）
必ず「広島県」を記入後，
契約図書の工事場所を
記入

広島県広島市中区基町10
番52号

全角文字
半角英数字

127 □ ◎

工期の開始日の年月日をCCYY-MM-DD方式で記入
する。月または日が1桁の数の場合「0」を付加して，
必ず10桁で記入する。（CCYY：西暦の年数，MM：
月，DD：日）
例）平成16年1月1日→2004-01-01

2005-10-01 半角英数字 10 ■ ◎

工期の終了日の年月日をCCYY-MM-DD方式で記入
する。月または日が1桁の数の場合「0」を付加して，
必ず10桁で記入する。（CCYY：西暦の年数，MM：
月，DD：日）
例）平成16年12月3日→2004-12-03

2005-12-20 同上 10 ■ ◎

工事概要及び主工種とその数量を記入する。
契約図書の工事概要を
記入

掘削工　5000m3，舗装工
2000m2

全角文字
半角英数字

127 □ ◎

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

工期終了日

工事内容

工
事
件
名
等

発注年度

工事番号

工事名称

工事実績システムバー
ジョン番号

工事分野

工事業種

工
種
・
工

法
型
式
※

工期開始日

写真フォルダ名

その他フォルダ名

そ
の
他
オ
リ
ジ
ナ
ル

フ

ォ
ル
ダ
情
報
※

施工計画書フォルダ名

施工計画書オリジナル
ファイルフォルダ名

完成図フォルダ名

住
所
情
報
※

発注図フォルダ名

特記仕様書オリジナル
ファイルフォルダ名

打合せ簿フォルダ名

打合せ簿オリジナル
ファイルフォルダ名

広島県
必要度

基
礎
情
報

記入者
データ
表現

文字数分類・項目名

メディア番号

メディア総枚数

適用要領基準
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■工事情報
国土交通省

記入内容 摘　　要 記入例

日本測地系，世界測地系（日本測地系2000）の区
分コードを記入する。日本測地系は「00」，世界測地
系（日本測地系2000）は「01」を記入する。

01 半角数字 2 □ ◎

CORINSの路線・水系名等に従って記入する。複数
の路線水系にまたがる工事の場合，関連する路線
水系名を記入する。当該情報が複数ある場合の記
入方法は付属資料3を参照のこと。

主要地方道○○線
全角文字
半角英数字

127 ■ ○

「現道：1」，「旧道：2」，「新道：3」，「未調査：0」のい
ずれかを記入する。

1 半角数字 1 □ ○

｢河川コード仕様書（案）」に準拠し発注者が指示す
る河川コードを記入する。

原則として空欄 同上 10 □ ○

河川の左岸・右岸の別または道路の上下線の別を
示す左右岸上下線コードを記入する。(複数記入
可）

原則として空欄 同上 2 □ ○

起点側測点-ｎ (自)ｎ+m　ｎを4桁で記入する。 0015 同上 4 □ ○

起点側測点-m (自)ｎ+m　mを3桁で記入する。 008 同上 3 □ ○

終点側測点-n (至)ｎ+m　ｎを4桁で記入する。 0016 同上 4 □ ○

終点側測点-m (至)ｎ+m　mを3桁で記入する。 005 同上 3 □ ○

起点側距離標-ｎ (自)ｎ+m　ｎを3桁で記入する。 原則として空欄 同上 3 □ ○

起点側距離標-m (自)ｎ+m　mを3桁で記入する。 原則として空欄 同上 3 □ ○

終点側距離標-ｎ (至)ｎ+m　ｎを3桁で記入する。 原則として空欄 同上 3 □ ○

終点側距離標-m (至)ｎ+m　mを3桁で記入する。 原則として空欄 同上 3 □ ○

対象領域の最西端の外側境界の経度を記入する。
　度(3桁)　　　分(2桁)　　　秒(2桁)
対象領域が西経の場合は頭文字に-（HYPHEN-
MINUS）を記入する。該当がない場合は
「99999999」とする。

1322710
半角数字
-（HYPHEN-
MINUS）

8 □ ◎

対象領域の最東端の外側境界の経度を記入する。
　度(3桁)　　　分(2桁)　　　秒(2桁)
対象領域が西経の場合は頭文字に-（HYPHEN-
MINUS）を記入する。該当がない場合は
「99999999」とする。

1323510 同上 8 □ ◎

対象領域の最北端の外側境界の緯度を記入する。
　度(3桁)　　　分(2桁)　　　秒(2桁)
対象領域が南緯の場合は頭文字に-（HYPHEN-
MINUS）を記入する。該当がない場合は
「99999999」とする。

0342400 同上 8 □ ◎

対象領域の最南端の外側境界の緯度を記入する。
　度(3桁)　　　分(2桁)　　　秒(2桁)
対象領域が南緯の場合は頭文字に-（HYPHEN-
MINUS）を記入する。該当がない場合は
「99999999」とする。

0342000 同上 8 □ ◎

施
設

情
報

施設名称を記入する。 ○○橋
全角文字
半角英数字

127 □ ○

ＣＯＲＩＮＳの「発注機関名・中分類」に従い，発注者
の官庁名，団体名等を記入する。

｢広島県｣と記入 広島県 同上 16 ■ ◎

CORINSの「発注機関名・小分類」に従い，発注者
の局名，支社名等を記入する。

CORINSの｢発注機関名・小分
類｣より該当する名称を記入

○○地域事務所 同上 32 ■ ◎

CORINSの「発注機関名・細分類」に従い，記入す
る。

CORINSの｢発注機関名・細分
類｣より該当する名称を記入

○○建設局 同上 30 ■ ◎

CORINSの「発注機関コード」に従い，発注者のコー
ドを記入する。大分類（1桁），中分類（2桁），小分類
（2桁），細分類（3桁）をあわせ，8桁で取り扱う。

334XXXXX
（CORINSのコード8桁）

33405102 半角数字 8 ■ ◎

請負者の正式名称を記入する。請負者名の正式名
称を記入する。JVの場合には，JVの正式名称及び
代表会社名を続けて記入する。

○○○○株式会社
全角文字
半角英数字

127 ■ ◎

発注者が定める請負者コードを記入する。国土交
通省では，各地方整備局で請負者コードを整備して
いる。

建設業許可番号を記入 34012345 半角数字 127 □ ○

特記事項がある場合に記入する。（複数記入可） 原則として空欄
全角文字
半角英数字

127 □ △

ソフトウェアメーカが管理のために使用する。（複数
記入可）

全角文字
半角英数字

127 ▲ △

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

請負者コード

予備

ソフトメーカ用ＴＡＧ

測地系

対象水系路線名

現道-旧道区分

対象河川コード

水
系
・
路
線
情
報
※

測
点
情
報
※

距
離
標
情
報
※

境
界
座
標
情
報

発注者・大分類

発注者・中分類

西側境界座標経度

東側境界座標経度

北側境界座標緯度

南側境界座標緯度

データ
表現

文字数 必要度記入者
広島県

請
負
者
情
報

分類項目名

発
注
者
情
報

場
所
情
報

施設名称

発注者・小分類

発注者コード

請負者名

左右岸上下線コード
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②打合せ簿管理項目

国土交通省

記入内容 摘　　要 記入例

打合せ簿の通し番号を記入する。連番を原
則とするが，やむを得ない理由である場合
は中抜け（欠番）してもよい。12番目を，
“00012”の様に0を付けて表現してはいけ
ない。

1 半角数字 15 □ ◎

上位打合せ簿シ
リアル番号

当該打合せ簿が派生した上位にあたる打
合せ簿のシリアル番号を記入する。（本項
目はシリアル番号の属性として保持）

3 半角英数字 15 □ ○

下位打合せ簿シ
リアル番号

当該打合せ簿から派生した下位にあたる
打合せ簿のシリアル番号を記入する。（本
項目はシリアル番号の属性として保持）

2 同上 15 □ ○

打合せ簿の種類を記入する。
(「指示」「承諾」「協議」「提出」「報告」「通
知」「提示」）

指示
全角文字
半角英数字

16 □ ◎

打合せ簿の標題もしくは打合せ簿の内容を
簡潔に記入する。

水路に関する打合せ 同上 127 □ ◎

「施工管理」「安全管理」「出来形管理」「品
質管理」「出来高管理」「原価管理」「工程管
理」「写真管理」等の管理区分を記入する。

施工管理 同上 127 □ ○

図面ファイル名
関連する図面がある場合は，図面管理項
目の[図面ファイル名]を記入する。（複数記
入可）

C０PL00300.ｓｆｃ
半角英数大
文字

12 □ △

シリアル番号
関連する写真がある場合は，写真管理項
目の[シリアル番号]を記入する。（複数記入
可）

100 半角数字 7 □ △

打合せ簿の作成者を記入する。（請負者：
現場代理人，請負者：主任技術者，発注
者：現場監督員など）

作成者が請負者の場合
　請負者名：作成者氏名
作成者が発注者の場合
　発注者名：作成者氏名

○○建設株式会社
：広島一郎

全角文字
半角英数字

127 □ ◎

打合せ簿の提出先(発注者，請負者)を記
入する。

提出先が発注者の場合
　事務所名
提出先が請負者の場合
　請負業者名

○○地域事務所建設局 同上 127 □ ◎

発行元が打合せ簿を発行した年月日を
CCYY-MM-DD方式で記入する。月または
日が1桁の数の場合「0」を付加して，必ず
10桁で記入する。（CCYY：西暦の年数，
MM：月，DD：日）
例）平成16年1月1日→2004-01-01

2004-10-01
半角数字
-（HYPHEN-
MINUS）

10 □ ◎

提出先担当者が打合せ簿を受理した年月
日をCCYY-MM-DD方式で記入する。月ま
たは日が1桁の数の場合「0」を付加して，
必ず10桁で記入する。（CCYY：西暦の年
数，MM：月，DD：日）
例）平成16年4月20日→2004-04-20

2004-10-02 同上 10 □ ◎

発注者又は請負者が処理・回答した年月
日がある場合はCCYY-MM-DD方式で記入
する。月または日が1桁の数の場合「0」を
付加して，必ず10桁で記入する。（CCYY：
西暦の年数，MM：月，DD：日）
例）平成16年6月9日→2004-06-09

2004-10-05 同上 10 □ ○

打合せ簿
オリジナル
ファイル名

打合せ簿のファイル名を記入する。(拡張子
を含む)

M0001_01.DOC
半角英数
大文字

12 ▲ ◎

打合せ簿
オリジナル
ファイル日本語名

打合せ簿ファイルに関する日本語名を記入
する。

全角文字
半角英数字

127 □ △

打合せ簿
オリジナル
ファイル作成ソフト
バージョン情報

オリジナルファイルを作した成ソフトウェア
名とバージョンを記入する。

Microsoft_Word_98 同上 127 □ ◎

オリジナル
ファイル内容

オリジナルファイルの内容，もしくは打合せ
簿オリジナルファイルに記載されている内
容を簡潔に記入する。

工程表 同上 127 □ ◎

請負者説明文
請負者側で打合せ簿に関して特記すべき
事項がある場合は記入する。

原則として空欄 同上 127 □ △

発注者説明文
発注者側で打合せ簿に関して特記すべき
事項がある場合（発注者から指示を受けた
場合）は記入する。

原則として空欄 同上 127 □ △

予備

電子化が困難等の理由により受発注者で
協議した結果，紙で納品する添付資料があ
る場合は資料名を記入する。説明文以外
で 特記すべき事項があれば記入する。（複
数記入可）

原則として空欄 同上 127 □ △

ソフトウェアメーカが管理のために使用す
る。（複数記入可）

原則として空欄 同上 127 ▲ △

※1　打合せ簿情報以下は，打合せ簿の数分を複数繰り返し登録する。

※2　オリジナルファイル情報は一つの打合せ簿に対して管理するオリジナルファイルを複数繰り返し登録する。

分類・項目名 必要度記入者
データ
表現

文字数
広島県

打合せ簿種類

関
連
資
料

打合せ簿名称

作成者

ソフトメーカ用TAG

そ
の
他

打
合
せ
簿
情
報
　
※
1

シリアル番号

オ
リ
ジ
ナ
ル
フ

ァ
イ
ル
情
報
　
※
２

提出先

発行日付

受理日付

完了日付

管理区分
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③施工計画書管理項目

国土交通省

記入内容 摘　　要 記入例

施工計画書の通し番号を記入する。提
出時の電子媒体を通して，一連のまと
まった施工計画書についてユニークで
あれば，中抜けしてもよい。
12番目を，“00012”の様に0を付けて表
現してはいけない。

1 半角数字 15 □ ◎

施工計画書の標題を記入する。 施工計画書
全角文字
半角英数字

127 □ ◎

施工計画書
オリジナル
ファイル名

施工計画書の文書，図面等オリジナル
ファイル名を記入する。(拡張子を含む)

PLA01_01.DOC
半角英数
大文字

12 ▲ ◎

施工計画書オリジナ
ルファイル日本語名

施工計画書ファイルに関する日本語名
を記入する。

○○工区現場組織図
全角文字
半角英数字

127 □ △

施工計画書
オリジナル
ファイル作成ソフト
バージョン情報

施工計画書オリジナルファイルの作成
ソフトウェア名とバージョン情報を記入
する。

Microsoft_Word
_98

同上 127 □ ◎

オリジナル
ファイル内容

オリジナルファイルの内容，もしくは施
工計画書オリジナルファイルに記載さ
れている内容を簡潔に記入する。

現場組織図 同上 127 □ ◎

請負者説明文
請負者側で施工計画書に関して特記
すべき事項がある場合は記入する。

原則として空欄 同上 127 □ △

発注者説明文
発注者側で施工計画書に関して特記
すべき事項がある場合（発注者から指
示を受けた場合）は記入する。

原則として空欄 同上 127 □ △

予備

電子化が困難等の理由により受発注
者で協議した結果，紙で納品する添付
資料がある場合は資料名を記入する。
説明文以外で特記すべき事項があれ
ば記入する。（複数記入可）

同上 127 □ △

ソフトウェアメーカが管理のために使用
する。（複数記入可）

原則として空欄 同上 127 ▲ △

※1　施工計画書情報以下は，施工計画書の数分を複数繰り返し登録する。

※2　オリジナルファイル情報は一つの施工計画書に対して管理するオリジナルファイルを複数繰り返し登録する。

そ
の
他

広島県
必要度記入者

ソフトメーカ用TAG

データ
表現

文字数分類・項目名

シリアル番号

施工計画書名称

オ
リ
ジ
ナ
ル
フ

ァ
イ
ル
情
報
　
※
２

施
工
計
画
書
情
報
　
※
１
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④その他資料管理項目

国土交通省

記入内容 摘　　要 記入例

作成したその他サブフォルダ名
（ORG001～nnn）を記入する。

ORG002
半角英数
大文字

6 ▲ ◎

格納している資料の内容がわかるよ
うにフォルダの日本語名を記入する。

段階確認書
全角文字
半角英数字

127 □ ○

その他サブフォルダ名に格納してい
る資料名を記入する。

○○に関する段階確認書 同上 127 □ ◎

シリアル番号

シリアル番号は1より開始する。提出
時の電子媒体を通して，一連のまと
まった資料についてユニークであれ
ば，中抜けしても良い。2番目を，
“00002”の様に0を付けて表現しては
いけない。

1 半角数字 15 □

オリジナル
ファイル名

オリジナルファイル名を記入する。（拡
張子を含む）

CHK01_01.DOC
半角英数
大文字

12 ▲

オリジナルファ
イル日本語名

オリジナルファイルの日本語名を記
入する。

20051109段階確認書
全角文字
半角英数字

127 □

オリジナルファ
イル作成ソフト
バージョン情報

オリジナルファイルの作成ソフトウェア
名とバージョン情報を記入する。

Microsoft_Word_2000 同上 127 □

オリジナル
ファイル内容

オリジナルファイルの内容，もしくはオ
リジナルファイルに示されていること
を記入する。

○○□に関する段階確認書 同上 127 □

予備

電子化が困難等の理由により受発注
者で協議した結果，紙で納品する添
付資料がある場合は資料名を記入す
る。説明文以外で特記すべき事項が
あれば記入する。（複数記入可）

同上 127 □

請負者説明文
請負者側で特記すべき事項がある場
合は記入する。

同上 127 □ △

発注者説明文
発注者側で特記すべき事項がある場
合（発注者から指示を受けた場合）は
記入する。

同上 127 □ △

ソフトウェアメーカが管理のために使
用する。（複数記入可）

同上 127 ▲ △

※1　その他資料情報以下は，その他資料情報の数分を複数繰り返し登録する。

※2　オリジナルファイル情報は一つの工事履行報告書又は段階確認書に対して管理するオリジナルファイルを複数繰り返し登録する。

データ
表現

文字数

ソフトメーカ用TAG

必要度記入者分類・項目名

その他サブフォルダ名

そ
の
他

広島県

サ
ブ
フ
ォ
ル
ダ
情
報
※

オ
リ
ジ
ナ
ル
フ

ァ
イ
ル
情
報
　
※
２

資料名

その他サブフォルダ日本語名

そ
の
他
資
料
情
報
※
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参考資料１ 電子納品フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

発注図面等・電子データを提供・受領（変更時も同様） 

電子納品事前チェックシート（着手前）による協議 

工事施工データの作成・施行 
○ 打合せ簿 
○ 施工計画書 
○ 工事写真 
○ 完成図面 等 

作成データの整理・保存 

本要領に沿った納品 
○ 管理ファイルの作成 
○ フォルダ構成 

ウィルスチェック（ウィルスソフトを最新のものに更新） 

電子納品媒体作成   CD-Rに格納→納品ラベル作成 

発注者・請負者 

請負者 

検  査 

電子納品チェックシート（検査前）による協議 

ウィルスチェック（発注者による） 

発注者 

発注者・請負者 
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参考資料２

実　施　日 平 成 年 月

1．電子納品担当者及び連絡先等の確認

工事名
施行番号
工期

事務所名・課名
職名
担当者氏名
連絡先(電話番号)
連絡先(FAX)
連絡先(e-mail)
会社名
部署名
役職名
担当者氏名
連絡先(電話番号)
連絡先(FAX)
連絡先(e-mail)

2．電子納品データ作成ソフトの確認

請負者

発注者

平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

□SXF(SFC)ファイル

□管理ファイル作成ソフト
□ワープロソフト
□表計算ソフト

□その他

□その他
□その他
□その他
□その他

　　　　　　　　           　    （Ver.       )

　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )

事前協議チェックシート（工事用）

　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )
　　　　　　　　           　    （Ver.       )

　　　　　　　　           　    （Ver.       )
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成果品 電子納品 紙
備考

(紙にした理由）
□ □ □

□XML形式 □ □ □
□SXF(SFC)形式 □ □ □
□WORD，□EXCEL，
□その他(　　　　　　) □ □ □

□XML形式 □ □ □
□WORD，□EXCEL，
□その他( 　　　　　)

平成17年度対象外

□品質管理表
□WORD，□EXCEL，
□その他( 　　　　　)

□ □ □

□測定結果総括表
□WORD，□EXCEL，
□その他( 　　　　　)

□ □ □

□測定結果一覧表
□WORD，□EXCEL，
□その他( 　　　　　)

□ □ □

□品質管理図表
□WORD，□EXCEL，
□その他( 　　　　　)

□ □ □

□品質管理図
□WORD，□EXCEL，
□その他( 　　　　　)

□ □ □

□測定結果一覧表
□WORD，□EXCEL，
□その他( 　　　　　)

□ □ □

□出来形管理図表
□WORD，□EXCEL，
□その他( 　　　　　)

□ □ □

□出来形管理図
□WORD，□EXCEL，
□その他( 　　　　　)

□ □ □

□XML形式 平成17年度対象外
□WORD，□EXCEL，
□その他( 　　　　　)

平成17年度対象外

□XML形式 □ □ □
SXF(SFC)形式 □ □ □

□ □ □
□JPEG形式 □ □ □

□ □ □

□XML形式 □ □ □

□工事履行報告書
□WORD，□EXCEL，
□その他( 　　　　　)

□ □ □

□段階確認書
□WORD，□EXCEL，
□その他( 　　　　　)

□ □ □

□工事管理情報ファイル

□図面管理ファイル

□発注図面

□特記仕様書オリジナルファ
イル

□打合せ簿管理ファイル

□品質管理資料

□施工計画書管理ファイル

□施工計画書オリジナルファ
イル

□写真情報管理ファイル

発注図面フォルダ(DRAWINGS)

完成図面フォルダ(DRAWINGF)

写真フォルダ(PHOTO)

打合せ簿フォルダ(MEET)

施工計画書フォルダ(PLAN)

□図面管理ファイル

□図面ファイル

□他の書類は，紙媒体での納品とする。

事前協議チェックシート（工事用）

3. 電子納品対象項目

その他フォルダ(OTHRS)

□出来形管理資料

□打合せ簿

□写真ファイル

□参考図ファイル

□その他管理ファイル
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4.遵守するべき要領・基準類

準拠すべき基準・要領については，次のとおり。
名　　　　称 策定年月 策定者

　　広島県電子納品実施要領［工事編］ 平成16年 広島県

　CAD製図基準(案) 平成15年7月 国土交通省

　デジタル写真管理情報基準(案) 平成14年7月 国土交通省

　CAD図面作成要領(案) 平成16年3月 国土交通省港湾局

　　広島県電子納品実施要領［工事編］ 平成17年 広島県

　CAD製図基準(案) 平成16年6月 国土交通省

　デジタル写真管理情報基準(案) 平成16年6月 国土交通省

　CAD図面作成要領(案) 平成17年3月 国土交通省港湾局

　電子化図面データの作成要領（案） 平成17年4月 農林水産省

なお次の国土交通省等がまとめた要領・ガイドラインを参考とする。
名　　　　称 策定年月 策定者

平成13年8月(平成16年)
平成16年6月(平成17年)
平成16年3月(平成16年)
平成16年10月(平成17年)
平成16年1月(平成16年)
平成16年10月(平成17年)

現場における電子納品に関する事前協議ガイ
ドライン(案)[土木工事編]

平成14年2月(平成16･17年) 国土交通省

平成16年3月(平成16年)
平成17年3月(平成17年)
平成16年3月(平成16年)
平成17年3月(平成17年)

電子化図面データ作成運用ガイドライン
（案）（業務工事共通）

平成14年11月(平成17年) 農林水産省

5.コンピュータウイルス対策（請負者側）

ワクチンソフトの常駐

ウイルスチェックの実施

ウイルスパターン定義データの更新

ウイルス発見・駆除時の対応

地方整備局(港湾空港関係)の現場における電
子納品に関する事前協議ガイドライン(案)

※　策定年月括弧内の年度は広島県実施要領策定年を意味し，各ガイドライン等との関連を示す。

国土交通省港湾局

工事完成図書の電子納品要領(案)

電子納品運用ガイドライン(案)

CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案)

地方整備局(港湾空港関係)の事業における電
子納品運用ガイドライン(案)

□ウイルスが発見された場合には，管理責任者がウ
イルスを駆除するとともに，被害拡大の防止のため
の対策を講じる。

□管理責任者は，パソコン起動時または1日に1回以
上は定義データを最新に更新する。

国土交通省

国土交通省

□Virus Scan　　　　(Ver.　　　　　　　　　)

事前協議チェックシート（工事用）

　電子納品にあたっては，国土交通省等が策定した基準等に準拠する。ただし，広島県電子納品実施
要領と差異が生じた場合は，広島県電子納品実施要領を優先する。

□インターネットにアクセス可能なコンピュータで
は，ウイルスワクチンソフトを常駐させる。

□外部から媒体を受け取った際には，その媒体に対
するウイルスチェックを行う。また，外部への媒体
引き渡しの際には，その媒体に対するウイルス
チェックを行う。

使用ソフトウェア名 □Norton AntiVirus　(Ver.　　　　　　　　　)
□ウイルスバスター　(Ver.　　　　　　　　　)

国土交通省港湾局

国土交通省

□その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　)
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6.データバックアップ体制（請負者側)

7.その他

１　DRAWINGフォルダ下のサブフォルダの活用　　　　　□あり 　　　□なし

サブフォルダの名称 格納する図面の種類

２　CADファイル名の整理番号の活用　　　　　　□あり　　　　□なし　　　（※１）

番号 適用

※１　農林水産部所管の工事のみ記入。

媒体保管場所
バックアップ担当者

バックアップ作業記録
□バックアップ担当者は，バックアップ作業ごとにその日時，
媒体識別番号，作業者名等をバックアップ記録簿に記録する。

事前協議チェックシート（工事用）

□バックアップ作業を1日1回以上行う
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□MO(光磁気ディスク)
□CD-R(追記可能コンパクトディスク)

バックアップ頻度

バックアップ媒体
□外付けハードディスク
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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参考資料３

実　施　日

1．検査実施予定場所・日時

2．電子納品の検査方法

書　類　名
印刷物に
よる検査

電子データ
による検査

書　類　名
印刷物に
よる検査

電子データ
による検査

□ 発注図面 □ 施工台帳

□ 打合せ簿 □ 施工体系図

□ 品質管理表 □ 再生資源利用計画書（実施書）

□ 測定結果総括表 □ 再生資源利用促進計画書（実施書）

□ 測定結果一覧表 □ 安全管理資料

□ 品質管理図表 □ 材料確認書

□ 品質管理図 □ 立会書

□ 測定結果一覧表 □ 段階確認書

□ 出来形管理図表 □ 工事履行報告書

□ 出来形管理図 □ 施工計画書

□ 工事写真 □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

□発注者(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□請負者(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

検査前協議チェックシート（工事用）

平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

検査機器準備担当

発注担当者

検査実施予定日時

平成　　年　　月　　日

請負担当者

検査実施予定場所

工事名
施行番号
工期
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3.検査用ソフトウェア

発注者 請負者
文書ファイル
（ワープロ）

□ □

表計算ファイル
（表計算ソフト）

□ □

図面ファイル
（CADソフト）

□ □

写真ファイル
参考図ファイル

□ □

PDFファイル
(PDF閲覧ソフト)

□ □

その他 □ □
その他 □ □
その他 □ □

4.その他

使用ソフトウェア名

検査前協議チェックシート（工事用）

検査対象
ソフト準備
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参考資料４ 特記仕様書記載例 

 

 

第○○条 電子納品について 

 

  本工事は，電子納品対象工事とする。 

  電子納品とは，調査，設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品

することをいう。 

  ここでいう電子データとは，「広島県電子納品実施要領【工事編】（以下，「要領」

という。）」に基づいて作成されたものを指す。 

 

第○○条（工事完成図書の提出） 

工事完成図書は，「要領」に基づいて作成した電子データを電子媒体で２部提出する。

「要領」で特に記載がない項目については，原則として，電子データを提出する義

務はないが，「要領」の解釈に疑義がある場合は監督員と協議の上，電子化の是非を決

定する。 

なお，「紙」による報告書の提出は監督員と協議の上，決定する。 
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参考資料５  ＣＡＤファイルの命名規則（例）《土木建築部所管》 

 

１ 共通事項 

ファイル名の末尾の改訂履歴は，完成図は Zとする。 

 施工途中に請負・発注者間でファイルをやりとりする場合には，改訂履歴の部分は Z 以

外の文字（0～9，A～Y）を利用し，ファイルの履歴管理に活用すること。なお，次に例を

示す。 

 

（例）第１回設計変更の平面図の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 1 PL 003 0 .sfc 
 
             ①拡張子：原則 sfcとする  
              
            ②改訂履歴：0から順に履歴をつける（Zは最後を意味する） 
 
           ③図面番号 
            表題の図面番号を記入 
 
          ④図面の種類をアルファベットで記入 

 

         ⑤整理番号（変更設計回数の数値を記入） 

 

        ⑥ライフサイクル（施工：C，維持管理：M）を記入 

 

《説明》 
① 拡張子は，広島県のＣＡＤ図面のフォーマット形式である「sfc」となる。 
② 完成図（DRAWINGFフォルダ）は，最後を意味する「Z」となる。発注図（変
更設計を含む（DRAWINGSフォルダ））及び工事途中に受発注者間でファイ
ルのやりとりをする場合は，「0」から順に履歴をつけて行うこと。ちなみに，
「0」は，実施設計，変更設計時に請負者に提示する図面を意味する。 

③ 発注図面の通し番号を記入する。（表題の図面番号ではないので注意のこと。）

通し番号「○○○ 葉之内 3」であれば，半角数字 3 文字「003」の記入と
なる。 

④ CAD製図基準（案）に記載されているとおり，半角英字 2文字で記入する。
（平面図：PL，縦断図：PF，横断図：CS 等） 

⑤ 変更設計の回数を半角英数字で 1 文字を記入する。変更設計とは，契約上の
変更設計（第 1回変更の場合は，「1」となる）を意味する。 

⑥ ライフサイクルを表す半角英字 1文字を記入する。工事の場合は，「施工：C」，

「維持管理：M」のいずれかとなる。 

ファイル名 状  況 ファイル名 状  況 

C0PL0030.sfc 当初契約発注図面 C1PL0030.sfc 第１回変更契約図面 

C0PL0031.sfc 請負・発注者変更図面共有(1) ・・・  
C0PL0032.sfc 請負・発注者変更図面共有(２) C4PL003Z.sfc 完成図面（第４回変更） 
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参考資料６  ＣＡＤファイルの命名規則（例）《農林水産部所管》 

 

１ 共通事項 

＊ＣＡＤデータのファイル名（ＣＡＤ製図基準(案)から） 

 ○○○○○○○○.拡張子 
 
                  

 
 

            半角英数文字で記述する 

                半角英数文１文字：改訂履歴（0～9,A～Y,最後は Zとする） 

                半角数字 3 文字：図面番号(001～999) 

                半角英字 2 文字：図面種類（ex.平面図：PL） 

                半角英数文字 1 文字：整理番号(0～9,A～Z) 

                半角英字 1 文字：ライフサイクル（S-測量,D-設計,C-施工,M-維持管理）

 

 

 整理番号は次表のものを標準とし，協議により決定する。 

番号 適   用 

0 区分の必要がない場合 

1 設計過程で構想設計を区分する場合 

2 同上で 基本設計を区分する場合 

3～9 同上で 協議により区分を別途決定する場合 

A 詳細設計（実施設計）で一般土木工事を区分する場合 

B   同上で      機械工事を区分する場合 

C   同上で      電気工事を区分する場合 

Ｄ   同上で      建築工事を区分する場合 

E   同上で      建築付帯設備工事を区分する場合 

Ｆ 同上で      建築付帯電気工事を区分する場合 

Ｇ～Ｚ 同上で      協議により別途区分を決定する場合 

 

 ファイル名の末尾の改訂履歴は，最終的な成果品の場合には Zとする。 

履行途中に受発注者間でファイルをやりとりする場合には，改訂履歴の部分は Z 以外の文

字（0～9，A～Y）を利用し，ファイルの履歴管理に活用すること。 
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参考資料７ 国の電子納品との比較 

内  容 

項 目 

国土交通省 広島県 

ＣＡＤデータファイ

ルのフォーマット 

原則として 

ＳＸＦ（ｐ21） 

 

ＳＸＦ（sfc） 

オリジナルファイル

の形式 

受発注者間で協議し決定（デ

ータコンバートができれば

よい） 

 

県の標準ファイル形式 

 

納品物 ＣＤ-Ｒ ２部 ＣＤ-Ｒ ２部 

紙 １部  

写真帳（ダイジェスト版） 
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 電子納品事前登録の平成１７年度実施と今後の取扱いについて  
 

（広島県土木建築部技術指導室） 
 

平成１６年度に実施した広島県電子納品実施要領に従った納品の実施が可能な業者からの自主申請による登録を，
平成１７年度も実施する。なお，平成１７年度における登録手法及びその取扱いについて次のとおりとする。 

１ 目的 

事前登録は，次の事項を目的に電子納品の全面導入まで実施する。 
○ 受注者側における電子納品対応状況の把握（導入展開検討資料） 
○ 電子納品実施案件の確実な履行確保（結果のフィードバック） 
○ 発注事務の円滑化（実施案件の指名等基礎資料） 

２ 事前登録の具体内容 

（１） 登録の資格 
県発注の建設工事，測量及び建設コンサルタント等業務の入札参加資格を有し，最終成果物を広島県電子納
品実施要領に従い「電子納品」ができる者 

（２） 登録単位 
建設工事･･･建設業許可番号単位 
業務委託･･･測量及び建設コンサルタント業者登録番号単位（８で始まる８桁の県独自の登録番号） 

  ※本店・支店単位や業種業務単位の登録は行わない。   

（３） 登録窓口及び受付期間等について 
項     目 内                  容 

申請先(受付窓口) 
土木建築部技術管理総室技術指導室 IT 推進グループ 
※土木・農林部局等は基本事項を共通化し取組むことから，窓口は一本化し，登録リスト
を共用することとする。 

登録申請様式 
広島県 CALS／EC のページからダウンロード 
事前登録申請書…様式第１号 

申請締切 
登録受付開始から随時受け付け 
※受付開始は平成１７年度版広島県電子納品実施要領の制定・公表後とする。 
変更は登録の取下げ（削除）のみとします。 

登録の変更 
申
請
書

広島県CALS／EC のページからダウンロード 
事前登録取下げ申請書…様式第２号 
※登録後の状況変化により，電子納品履行が不可能となった場合に登録を削除するための申請書 

登録の有効期間 
入札参加資格を有する機関において，登録申請を受領し登録を完了した日から電子納
品が全面導入（事前登録を廃止）或いは登録の取下げを申請するまで。 

注①：平成１６年度の事前登録の有効期間は，ごく少数案件の実施であることから当年度のみとしたが，平成１７年
度以降は段階的に拡大を行うことから年度に関係なく継続管理していくこととする。平成１６年度に登録した
方も再度登録申請を行い，平成１７年度以降の登録を実施する必要がある。 

注②：事前登録は電子納品実施案件の指名等を確約するものではない。 

（４） 登録の確認 
平成１７年度から年度を跨いでの継続管理とすることから，その管理者，管理項目及び受注者側からのリスト登録
確認を可能な対応を行うこととする。 
項  目 内                 容 

管理者 土木建築部技術管理総室技術指導室 IT 推進グループ 
管理項目 業者情報，登録日 
登録確認 広島県 CALS／EC のホームページへ登録リスト（建設業許可番号等）の一覧の掲載 

３ 電子納品対象案件発注における留意事項 

登録リストを基に確実な電子納品の履行及び円滑な実施を行う。電子納品対象案件の発注に際しては次のとおり取
り扱うこととし，電子納品不履行の場合，契約不履行となり必要な措置を講ずることとなるので，十分検討のうえ，事前登
録及び電子納品対象案件の受注を行う必要がある。 
履行の確保（履行の義務化） 契約書類である特記仕様書へ記載し，契約上の義務とする。（不履行は契約違反） 

業者の選定 
（履行の確実化） 

○指名形式…事前登録業者リストから指名選考する。 
○公募・一般競争形式…入札公告へ「電子納品対象案件」である旨を記載。事前

登録の有無は問わない。 

４ その他 

○ 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の施行により，事前登録も受注者の技術的能力を確認することとし，
申請書へ電子納品への対応状況（予定）の記載欄を設け，状況確認を行う事とした。その記載内容により，対応
が未整備（無計画）と考えられる申請があれば問い合わせを行い，登録の可否を判断することとする。 

○ 事前登録の様式及び広島県電子納品実施要領等は，広島県CALS／EC のホームページに掲載する。 
   （ → URL：http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/cals/） 

資料 ４



（様式第１号） 
 

平成  年  月  日 
 
広島県知事 様 

 
所在地 
商号又は名称 
代表者氏名                    印 
 
 

電子納品に係る事前登録申請書 
 
 
広島県が発注する電子納品対象案件において，広島県電子納品実施要領に基づいた電子納品が実施可能で
あることから，事前登録を申請します。 
また，電子納品対象案件を受注した場合，広島県電子納品実施要領に基づいた電子納品を確実に履行する
ことを誓約します。 
なお，電子納品の実績及び作成環境は次（①②）のとおりです。 

 
建設工事 

大臣・   県知事許可 
             号 登録希望分野 

（登録希望分野へ○）  測量及び建設 
コンサルタント 

 ８            
（８で始まる８桁の県独自の登録番号） 

① 電子納品作成実績案件数 
※県外業者は実績範囲を中国地方に限定する。 
※地方自治体は，実績の多いところを記載する。 
※電子納品実績は，国の基準・要領に従い管理ファイルを  
作成し，資料（資料は一部でも可・図面は SXF形式） 
整理を行なったもので，完了（発注者受領済）分を対象 
とする。 

② 電子納品作成環境等  

 
電子納品作成 

（管理ファイル作成・各種ファイル整理 等） 
電子図面（CAD）作成 

ソフト特性 電子納品作成支援ソフト ・ その他ソフト OCF検定認証有・OCF検定認証無 
メーカー   
ソフト名称   

所有（購入）者 会社・個人・その他（     ） 会社・個人・その他（     ） 

利用 
ｿﾌﾄ 
情報 

購入（予定）時期 平成  年  月頃 平成  年  月頃 
名称（商号等）   委託先 

（予定） 所在地   

H１５年度 件 件 委託先への

委託実績 H１６年度 件 件 

書類作成 書類整理 管理ファイル作成 CD-R作成 新規図面作成 図面修正 基準類への適合検査 

外部 
委託 
情報 

委託範囲 その他･･･ その他･･･ 

※電子納品作成が自社作成の場合は利用ｿﾌﾄ情報，外部委託の場合は外部委託情報へ，両方該当する場合は両方へ記載を行う。 

問合せ先（電子納品への対応状況等説明が可能な担当者） 
 
 
 
 
 

（注意事項） 
 ⅰ 必ず代表者印を押印してください。 

  ⅱ 試行対象案件を受注した場合，電子納品の履行が契約上の義務となり，電子納品不履行の場合，必要な措置を講ずること
となりますので，十分検討のうえ，事前登録申請を行ってください。 

  ⅲ この事前登録は，今年度以降の電子納品対象案件の指名等を確約するものではありません。 
ⅳ 電子納品実績案件数は，参考に伺うものであり，この登録自体及び登録後の取扱いに影響するものではありません。  

 国 地方自治体（ 名 称 ） 

平成 15年 件 件（    ） 

平成 16年 件 件（    ） 

電話  
住所 

〒  - 

 ＦＡＸ  

所属・役職・氏名  E-mail  



（様式第２号） 
 
 

平成  年  月  日 
 
広島県知事 様 

 
所在地 
商号又は名称 
代表者氏名                    印 

 
 

電子納品に係る事前登録取下げ申請書 
 
広島県が発注する電子納品対象案件実施に係る事前登録の取下げを申請します。 
 
 

 
建設工事 

大臣・   県知事許可 
            号 

登録分野 
（登録済みで取下

げする分野へ○） 
 測量及び建設 

コンサルタント 
             
（８で始まる８桁の県独自の登録番号） 

 
 
事前登録を取下げる理由 

 

 
 

連絡先 

住所 
〒 

 
電話  

所属・役職  ＦＡＸ  

氏名  E-mail  

 
 
 
（注意事項） 
 ⅰ 取下げ申請後に広島県電子納品実施要領に基づいた電子納品が実施可能となりましたら再度登録

申請を行う必要があります。 
  ⅱ 事前登録を取下げる理由については，参考までに伺うものであり，今後の電子納品に関する事項に

影響を与えるものではありません。 
 



                                 平成１７年６月  日 

 

関係団体の長 様 

 

 

                     広 島 県 土 木 建 築 部 長 

 

 

 

電子納品の試行実施について（通知） 

 

 土木建築行政の推進については，日頃からご協力いただき，厚くお礼を申し上げます。 

さて，本県では CALS/ECの主要項目である「電子納品」について，昨年度から実案件による試行を

開始し，年度末から今年度当初にかけてその結果を検証し，このほど「広島県電子納品実施要領（平成

１７年度版）」としてまとめたところです。今年度も引続き実案件による試行拡大を図り，今後の運用

手法等を検証・検討していくこととしています。 

その試行案件の発注に先立ち，円滑な発注と確実な履行を図るため，県の入札参加資格者のうち，広

島県電子納品実施要領（平成１７年度版）に従う電子納品が可能な業者について，昨年度と同様に申請

による事前登録を行います。 

ついては，電子納品及び事前登録の内容・趣旨を十分にご理解いただき，貴団体会員への周知等にご

配慮いただきますようお願いします。 

 

なお，今回の登録は，昨年度の事前登録と異なり，受付期間を限定することなく，随時受付すること

とし，登録したリストは電子納品が全面実施されるまで継続管理を行います。昨年度登録された方につ

いても，改めて登録する必要がありますのでご注意ください。 

 

また，電子納品対象案件を受注した場合，「広島県電子納品実施要領」に従った電子納品の履行が契

約上の義務となります。 

 

貴会員への周知にあたり，これらの点にご配慮いただき，十分な検討を行った上で事前登録をしてい

ただく必要がある旨を徹底していただきますようお願いします。 

 

添付資料 別紙 １ 電子納品の実施内容等について 

     別紙 ２ 電子納品事前登録（広島県） 

 

連絡先 技術指導室 IT推進グループ 

電 話 082-513-3861 FAX 082-223-3593 

E-mail dogishidou@pref.hiroshima.jp 

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

技  術  指 導 室 

付属資料 ４－１



電子納品の実施内容等について 

１．電子納品の試行実施について 

ＣＡＬＳ／ＥＣ（キャルス／イーシー）という公共部門のＩＴ化の推進は，業務の効率化・透明性及び
情報提供サービスの向上を目的に，全国的に積極的な取組が始まっています。広島県としては，これらの
推進にあたり，広島県ＣＡＬＳ／ＥＣ連絡協議会を設置し，県・市町村・関係業者団体の意見交換・調整
及び普及促進を平成１５年度から行ってきております。  
今年度は，昨年度から開始した試行を拡大し，段階的な導入へ向けたより
詳細な検証を行う予定としています。 

２．電子納品実施の基本事項について 

（１）広島県電子納品実施要領の基本的な構成について 
広島県電子納品実施要領は，国土交通省の基準・要領類のうち個別分野に関するものをベースとし，
電子納品全般の基本事項について明記しています。 
なお，この要領は年度版として運用を行い，試行結果等を反映し年度毎に適宜改訂します。  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

（２）H１７試行の電子納品対象について 
平成１７年度の試行対象書類は次のとおりです。 

考え方 区分 項目 Ｈ17 

部門 土木･建築･農林･電気設備 土木・農林 
共通 押印の必要な書類一式，スキャナが必要な書類 対象外 
業務委託 報告書，図面，測量成果(ＣＡＤ等)，地質調査成果 ○ 

材料関係(ｶﾀﾛｸﾞ等) 対象外 
出来形等管理資料・工事打合せ簿 △ 
発注図面・完成図面 ○※１ 

①受注者負担軽減 
現時点で紙で
の取扱が主流の
書類一式は紙納
品で対応。(押印,
ｶﾀﾛｸﾞ,特殊ﾃﾞｰﾀ) 
スキャナは利用
しない。 

②段階的拡大 
新規データ
は出来るだけ
県標準ファイ
ル形式で作成
しオリジナル
ファイルを電
子納品。 

 
工事 

デジタル写真 ○ 

 

（３）導入展開について 
 現在は次のとおり計画していますが，試行の実施状況・結果を反映し導入を進めます。 
 

取組内容 H16 H17 H18 H19 H20 以降 

土木建築部 
試行(案件特定) 

【各機関数件】 

試行(案件特定)

【数･部門拡大】
部分導入(規模に応じ義務化)→順次拡大 

業務

委託 
農林水産部  

試行(案件特定)

【各機関数件】

試行(案件特定)

【数･部門拡大】
部分導入(規模に応じ義務化)→順次拡大

土木建築部 
試行(案件特定) 

【各機関数件】 

試行(案件特定)

【数･部門拡大】

試行(内容拡大) 

【発注図面電子化等】

部分導入(規模に応じ義務化) 

→順次拡大 建設

工事 
農林水産部   

試行(案件特定)

【各機関数件】

試行(案件特定) 

【数･部門拡大】 

試行(内容拡大) 

【発注図面電子化等】

 従  来    電子納品 

別紙 １ 

○＊１ ： 発注者から県標準ファイル形式の電子データを受領した場合，対象とする。
△  ： 県標準ファイル形式により作成した場合，可能な範囲で電子納品に努める。

＊国の電子納品要領(案)，電子納品運用ガイドライン(案)及び 
事前協議ガイドライン(案)に相当する内容をまとめて記述 

    (個別の国基準･要領～準拠) 

広島県電子納品実施要領 H17(工事編) 
・電子納品の定義等・電子納品実施項目 
・フォルダ構成  ・ファイル形式,命名 
・電子媒体    ・検査実施 
・参考:フロー,チェックリスト 

広島県電子納品実施要領 H17(業務委託編) 
・電子納品の定義等・電子納品実施項目 
・フォルダ構成  ・ファイル形式,命名 
・電子媒体    ・検査実施 
・参考:フロー,チェックリスト 

ＣＡＤ製図基準(案) H16.6 

デジタル写真管理情報基準(案) H16.6 

測量成果電子納品要領(案) H16.6 

地質調査資料整理要領(案) H15.7 

建築 CAD 図面作成要領(案) H14.11 

CAD 図面作成要領(案) H17.3 

地質・土質調査成果電子納品要領(案)

電子化図面データの作成要領(案) H17.4



本県では CALS/EC の主要項目である「電子納品」について，昨年度からごく少数の実案件に

より試行を開始したところです。平成１７年度は，全面導入へ向け，試行案件数の拡大を図るとと

もに，更なる検証を行なうこととしています。 

その段階的な導入において，円滑な発注と確実な履行を図るため，県の入札参加資格者のう

ち，「広島県電子納品実施要領（平成１７年度版）」に従う電子納品が可能な者について，申請に

よる事前登録を行います。 
ついては，積極的に電子納品への対応を実施し，事前登録の概要を十分ご理解のうえ，登録

申請をしていただきますようお願いいたします。 

  

 

   

 
○県発注の建設工事，測量及び建設コンサル

タント等業務の入札参加資格を有すること。 

○最終成果物を広島県電子納品実施要領（平

成１７年度版）に従い「電子納品」ができるこ

と。 

※平成１６年度に事前登録を実施しましたが，こ

の内容は今回から継続管理するリストには反

映されません。新たに登録申請を行う必要が

あります。 

 
建設工事･･･建設業許可番号単位 

業務委託･･･測量及び建設コンサルタント業者

登録番号単位（８で始まる８桁の県

独自の登録番号） 

※本店・支店単位や業種・業務単位の登録はできません。 

 
事前登録申請書は広島県CALS／EC の 
ホームページに掲載しています。 
なお，申請に必要な書類は申請書のみです
ので，他に添付資料は不要です。 
また，同ページに「広島県電子納品実施要領
（平成１７年度版）」を掲載していますので，事前
登録前に必ず内容をご確認ください。 
（URL：http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/cals/） 

 
今回の受付開始から，電子納品が全面導入
されるまでの期間の随時受付とします。 

 
〒730-8511 

広島市中区基町 10-52 

広島県土木建築部技術管理総室 

技術指導室 IT 推進グループ 

 ※出先機関での申請受付は実施していません。

 

 
 
 

 
広島県CALS／EC のホームページへ登録リ

ストの一覧（建設業許可番号等の登録番号）を

掲載しますので，そちらで登録の有無をご確認

ください。 
 

電子納品は新たな取組みであることから，試
行及び部分導入等において，円滑な発注と確
実な履行が必要となることから事前登録を実施
しています。 
電子納品対象案件の受注を希望される場合

は，事前登録申請を行ってください。 

入札参加資格を有する期間において，登録
申請後，登録を完了した日から電子納品が全
面導入（事前登録を廃止）或いは登録の取下げ
を申請するまでの期間です。 

 
○電子納品対象案件を受注した場合，広島県
電子納品実施要領に従った電子納品の履行
が契約上の義務となり，不履行の場合は契約
不履行となるため，必要な措置を講ずることと
なります。十分検討し，対応計画実施のうえ，
事前登録を行ってください。 

○「公共工事の品質確保の促進に関する法律」
の施行により，この事前登録についても受注
者の技術的能力を確認することとし，申請書
へ電子納品への対応状況（予定）の記載欄を
設けています。記載内容により，対応が未整
備（無計画）と考えられる場合は問い合わせ
をさせていただきますことをご了承ください。
なお，この記載内容を指名選考等の参考に
することは一切ありません。 

 
 

 

問い合わせ先 

広島県土木建築部技術管理総室 

技術指導室 IT 推進グループ 

Tel   ： 082-513-3861（ダイヤルイン）

E-mail ： dogishidou@pref.hiroshima.jp 

別紙 ２ 



 

 

電子納品分科会の構成員追加について（案） 
 

（広島県土木建築部技術指導室） 

１ 要旨 

 農林部門の取組み，営繕・建築及び機械・電気通信設備部門（以下，「営繕等部門」という。）に係る具

体検討を開始するにあたり，分科会構成員の変更（追加）を行うこととしたい。 

２ 理由 

現在，広島県CALS/EC連絡協議会の下部組織として位置付けられる電子納品分科会は，広島県の電

子納品取組み開始にあたり，土木（農林・建築等部門を除く）部門の工事・業務委託を主体とした検討・調

整を行う組織として立上げたものである。 

今年度からの農林部門取組み開始とともに，営繕等部門への対象拡大を推進するためには，特に各々

の事業に精通する者を含めた検討・調整を行うことが適切である。 

３ 構成員及び分科会運用 
（１） 分科会構成員の変更（追加）について 

次表に示す農林及び建築等部門に精通する各団体からの構成員選出を依頼し，構成員の追加を行

なう。 
電子納品分科会構成員所属団体（案） 

追加予定構成員 
現 構 成 員  

 主たる部門 

（財）広島県建設技術センター 農林水産部農村整備総室技術管理室 農林部門 

呉市土木建設部土木課 土木建築部都市局建築総室営繕室 建築等部門 

（社）広島県建設工業協会 広島県土地改良事業団体連合会 農林部門 

広島県建設業協会連合会 （社）広島県建築士事務所協会 建築等部門 

（社）広島県測量設計業協会 （社）広島電業協会 建築等部門 

土木建築部技術管理総室技術指導室 （社）広島県管工事業協会 建築等部門 

（２） 分科会開催の運用について 

分科会の開催にあたり参集いただく構成員は，特に議題内容に精通する構成員とし，次にその参集

構成を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 平成１７年度の開催等スケジュール 

 今年度の実施要領制定・改訂等の予定は次のとおりであり，分科会を順次開催することとする。 
 ～H17.3 4 5 6 7～9 10～12 1～3 H18.4～

土 木 
農 林 

        

電子納品
実施要領 

営繕等 
        

開催予定    ○（6/1） △ △  ○△  

○土木・農林部門 △営繕等部門 

分 科 会 構 成 員 土木・農林部門 営繕等部門

（財）広島県建設技術センター ○ ○ 

農林水産部農村整備総室技術管理室 ○ － 

土木建築部都市局建築総室営繕室 － ○ 

呉市土木建設部土木課 ○ － 

（社）広島県建設工業協会 ○ ○ 

広島県建設業協会連合会 ○ ○ 

（社）広島県管工事業協会 － ○ 

（社）広島電業協会 － ○ 

広島県土地改良事業団体連合会 ○ － 

（社）広島県測量設計業協会 ○ ○ 

（社）広島県建築士事務所協会 － ○ 

土木建築部技術管理総室技術指導室 ○ ○ 

H17 版制定 公表 改訂作業
土木部門試行結果反映・改訂作業

農林部門制定作業 

営繕等部門
要領検討

要領制定

資料 ５
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広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会規約（改正案） 

 

 （名称） 

第１条 本会は，広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会と称する。 

 

（目的） 

第２条 本県において，公共事業執行のＩＴ化であるＣＡＬＳ/ＥＣを受発注者一体となっ

て推進するため，意見交換や必要な調整を行いながら，それぞれの取組の方向性や内容

について整合を図るとともに，ＣＡＬＳ/ＥＣの着実な浸透を目指した普及促進活動を行

う。 

 

 （事業） 

第３条 本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

(1)本県におけるＣＡＬＳ/ＥＣに関する受発注者の意見交換及び連絡調整 

(2)本県におけるＣＡＬＳ/ＥＣの普及促進 

 

 （会員） 

第４条 会員は別表１のとおりとする。 

 

 （役員） 

第５条 本会に，次の役員を置く。 

 (1)会長   １名 

 (2)副会長  １名 

 

 （役員の選任） 

第６条 会長は，広島県土木建築部技術管理総室長をもって充てる。 

２ 副会長は，財団法人広島県建設技術センター理事長をもって充てる。 

 

 （役員の職務） 

第７条 会長は，本会を代表して会務を統轄する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときはその職務を代行する。 

 

 （会議） 

第８条 会議は，必要に応じ会長が召集する。 

 

 （電子納品分科会） 

第９条 本会の電子納品に関連した業務について，より詳細な調整を行うため，電子納品

分科会を置く。 

２ 電子納品分科会は別表２の機関から，各機関の長が推薦した者により構成する。 

３ 分科会に，会を統轄する班長を置く。 

 

（事務局） 

第 10 条 本会及び分科会の事務局は広島県土木建築部技術管理総室技術指導室に置く。 

 

  附 則 

 この規約は，平成１６年 １月２０日から施行する 

  附 則 

 この規約は，平成１６年 ７月 ８日から施行する 

  附 則 

 この規約は，平成１７年 ６月  日から施行する 
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別表１ 

広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会会員 
 

 会 長 広島県土木建築部技術管理総室長 

 副 会 長 財団法人広島県建設技術センター理事長 

 会 員 ( 県 ) 広島県農林水産部農村整備総室技術管理室長 

  広島県土木建築部管理総室建設産業室長 

  広島県土木建築部都市局建築総室営繕室長 

 会員 (市町 ) 広島市都市計画局指導部技術管理課長 

  呉市土木建設部土木課長 

  福山市建設局建設管理部技術検査課長 

  坂町産業建設課長 

  北広島町建設課長 

 会員 (外郭 ) 広島県道路公社建設課長 

  広島高速道路公社企画調査部技術管理課長 

 会員(受注者) 社団法人広島県建設工業協会情報化担当役員 

  広島県建設業協会連合会情報化担当役員 

  社団法人広島県管工事業協会情報化担当役員 

  社団法人広島県造園建設業協会情報化担当役員 

  社団法人広島県法面協会情報化担当役員 

  社団法人広島県リフォーム建設協会情報化担当役員 

  社団法人広島県浄化槽協会情報化担当役員 

  社団法人広島電業協会情報化担当役員 

  広島県土地改良事業団体連合会情報化担当役員 

  社団法人建設コンサルタンツ協会中国支部情報化担当役員 

  社団法人広島県測量設計業協会情報化担当役員 

  社団法人中国地質調査業協会広島県支部情報化担当役員 

  社団法人広島県建築士事務所協会情報化担当役員 

 会 員 国土交通省中国地方整備局企画部技術管理課建設専門官 

 (アドバイザー) 財団法人日本建設情報総合センター中国地方センター長 

 事 務 局 広島県土木建築部技術管理総室技術指導室長 

別表２ 
電子納品分科会構成員 所属機関 

 班 長 広島県土木建築部技術管理総室 

  農林水産部農村整備総室技術管理室 

  土木建築部都市局建築総室営繕室 

  財団法人広島県建設技術センター 

  呉市土木建設部 

 社団法人広島県建設工業協会 

 広島県建設業協会連合会 

 社団法人広島県管工事業協会 

 社団法人広島電業協会 

 広島県土地改良事業団体連合会 

 社団法人広島県測量設計業協会 

 社団法人広島県建築士事務所協会 
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広
島
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長
 

副
会

長
 
財
団
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島
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島
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島
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広
島
県
土
木
建
築
部
都
市
局
建
築
総
室
営
繕
室
長
 

会
員
(
市
町
) 
広
島
市
都
市
計
画
局
指
導
部
技
術
管
理
課
長
 

 
呉
市
土
木
建
設
部
土
木
課
長
 

 
福
山
市
建
設
部
技
術
検
査
課
長
 

 
坂
町
産
業
建
設
課
長
 

 
豊
平
町
建
設
課
長
 

会
員
(
外
郭
) 
広
島
県
道
路
公
社
建
設
課
長
 

 
広
島
高
速
道
路
公
社
企
画
調
査
部
技
術
管
理
課
長
 

会
員
(
受
注
者
) 
社
団
法
人
広
島
県
建
設
工
業
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
広
島
県
建
設
業
協
会
連
合
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
管
工
事
業
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
造
園
建
設
業
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
法
面
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
リ
フ
ォ
ー
ム
建
設
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
浄
化
槽
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
電
業
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
広
島
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
協
会
中
国
支
部
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
測
量
設
計
業
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
中
国
地
質
調
査
業
協
会
広
島
県
支
部
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
建
築
士
事
務
所
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

会
員
 
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
企
画
部
技
術
管
理
課
建
設
専
門
官
 

(ア
ド
バ
イ
ザ
ー
) 
財
団
法
人
日
本
建
設
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
中
国
地
方
セ
ン
タ
ー
長
 

事
務

局
 
広
島
県
土
木
建
築
部
技
術
管
理
総
室
技
術
指
導
室
長
 

 

別
表
１
 

広
島
県
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ
/
Ｅ
Ｃ
連
絡
協
議
会
会
員
 

 
会

長
 
広
島
県
土
木
建
築
部
技
術
管
理
総
室
長
 

副
会

長
 
財
団
法
人
広
島
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー
理
事
長
 

会
員
(
県
) 
広
島
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
総
室
技
術
管
理
室
長
 

 
広
島
県
土
木
建
築
部
管
理
総
室
建
設
産
業
室
長
 

 
広
島
県
土
木
建
築
部
都
市
局
建
築
総
室
営
繕
室
長
 

会
員
(
市
町
) 
広
島
市
都
市
計
画
局
指
導
部
技
術
管
理
課
長
 

 
呉
市
土
木
建
設
部
土
木
課
長
 

 
福
山
市
建
設
局
建
設
管
理
部
技
術
検
査
課
長
 

 
坂
町
産
業
建
設
課
長
 

 
北
広
島
町
建
設
課
長
 

会
員
(
外
郭
) 
広
島
県
道
路
公
社
建
設
課
長
 

 
広
島
高
速
道
路
公
社
企
画
調
査
部
技
術
管
理
課
長
 

会
員
(
受
注
者
) 
社
団
法
人
広
島
県
建
設
工
業
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
広
島
県
建
設
業
協
会
連
合
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
管
工
事
業
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
造
園
建
設
業
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
法
面
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
リ
フ
ォ
ー
ム
建
設
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
浄
化
槽
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
電
業
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
広
島
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
協
会
中
国
支
部
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
測
量
設
計
業
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
中
国
地
質
調
査
業
協
会
広
島
県
支
部
情
報
化
担
当
役
員
 

 
社
団
法
人
広
島
県
建
築
士
事
務
所
協
会
情
報
化
担
当
役
員
 

会
員
 
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
企
画
部
技
術
管
理
課
建
設
専
門
官
 

(ア
ド
バ
イ
ザ
ー
) 
財
団
法
人
日
本
建
設
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
中
国
地
方
セ
ン
タ
ー
長
 

事
務

局
 
広
島
県
土
木
建
築
部
技
術
管
理
総
室
技
術
指
導
室
長
 

 

           変
更
（
組
織
変
更
に
よ
る
。
）

 
  変
更
（
市
町
村
合
併
に
よ
る
。
）
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広
島
県
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ
/
Ｅ
Ｃ
連
絡
協
議
会
規
約
の
改
正
（
案
）
 
4
／
4
 

H
17

.6
.1

6 
現
 
行
 
（

H
16

.1
.2

0）
 

改
 
正
 
案

 
備
 
 
考

 
別
表
２
 

電
子
納
品
分
科
会
構
成
員
 
所
属
機
関
 

 

班
長
 
広
島
県
土
木
建
築
部
技
術
管
理
総
室
 

 
財
団
法
人
広
島
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー
 

 
呉
市
土
木
建
設
部
 

 
社
団
法
人
広
島
県
建
設
工
業
協
会
 

 
広
島
県
建
設
業
協
会
連
合
会
 

 
社
団
法
人
広
島
県
測
量
設
計
業
協
会
 

                 

別
表
２
 

電
子
納
品
分
科
会
構
成
員
 
所
属
機
関
 

 
班

長
 
広
島
県
土
木
建
築
部
技
術
管
理
総
室
 

 
農
林
水
産
部
農
村
整
備
総
室
技
術
管
理
室
 

 
土
木
建
築
部
都
市
局
建
築
総
室
営
繕
室
 

 
財
団
法
人
広
島
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー
 

 
呉
市
土
木
建
設
部
 

 
社
団
法
人
広
島
県
建
設
工
業
協
会
 

 
広
島
県
建
設
業
協
会
連
合
会
 

 
社
団
法
人
広
島
県
管
工
事
業
協
会
 

 
社
団
法
人
広
島
電
業
協
会
 

 
広
島
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
 

 
社
団
法
人
広
島
県
測
量
設
計
業
協
会
 

 
社
団
法
人
広
島
県
建
築
士
事
務
所
協
会
 

 

   追
加
（
農
林
・
営
繕
等
の
取
組
み
開
始

に
よ
る
）
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平 成 １ ７年 ６月 １ ６日 

（財）広島県建設技術センター 

 

 

広島県建設技術センターが主催する広島県CALS/ECに関する研修会について 

 

 

１ 研修目的 

今年度，広島県建設技術センターがこの研修会を開催し，広島県が推進している「広島県

CALS/EC」について，公共工事等の受注者が的確かつ円滑に対応できるよう，広島県電子納品実

施要領の解説や具体的な取り組みである電子入札及び電子納品の手法等の習熟を図る。 

２ 後援 

広島県 CALS/EC連絡協議会（事務局：広島県土木建築部技術指導室） 

３ 開催する研修及び開催期間 

（１）広島県 CALS／EC研修会（基礎編） 

平成 17年 6月 9日（木）～  7月 21日（火）  ※ 土日・祝祭日を除く計 14回開催。 

（２）広島県 CALS／EC研修会（専門編） 

  ① 平成 17年 9月 1日（木）～  9月 9日（金） 

  ② 平成 17年 10月 3日（月）～ 10月 14日（金）  ※ 土日・祝祭日を除く計 16回開催。 

４ 開催場所  

  ㈱広島ソフトウェアセンター（広島市西区草津新町１丁目 21－35 広島ミクシス・ビル） 

５ 対象者 
  建設業者・コンサルタント等 
６ 受講料 
  基礎編，専門編，いずれの研修も１０，０００円（税込）。 
７ 研修案内 
（１）広島県建設業協会等 

広島県 CALS/EC連絡協議会の会員である社団法人広島県測量設計協会，広島県建設業協会連 
合会をはじめ，関係機関に 4月初旬に訪問し，研修の開催案内を行い，各協会員への周知につい 
て依頼した。 

（２）センターのホームページ 
   当センターのホームページにこの研修の案内を５月中旬より掲載している。 
（３）リーフレットの作成・配布 
   募集開始当初は，参加希望が少なかったため，５月末に広報用のリーフレットを作成し，県建 

設局（支局）及び広島県建設業協会に配布を依頼した。 
８ 参加定員及び参加状況  

研修区分 参加定員 参加数（6月 14日現在） 割合 備考 

基礎編 ３５０名（２５人定員/回） ２７７名 ７９％ ２次募集中 

専門編 ４００名（２５人定員/回） １７７名 ４４％ 7/29締切り 

 

資料 ６



平成１７年度　「広島県CALS/EC研修会」(基礎編・専門編）参加状況表

業者数 参加者数 業者数 参加者数

広島地域事務所建設局

1 広島市 広島建設業協会 108 19 24 15 37
2 府中町

3 海田町

4 熊野町

5 坂町

広島地域事務所建設局

廿日市支局 6 大竹市 佐伯地区建設業協会 46 6 12 4 11
7 廿日市市

8 宮島町

9 大野町

広島地域事務所建設局

吉田維持管理分室 10 安芸高田市 安芸高田市建設業協会 40 18 28 10 13

広島地域事務所建設局

大柿維持管理分室 11 江田島市 江能建設業協会 32 2 6 1 1

呉地域事務所建設局

12 呉市 呉建設業協会 67 10 17 4 8

芸北地域事務所建設局

13 安芸太田町 山県郡建設業協会 58 17 23 6 6
14 北広島町

東広島地域事務所建設局

15 東広島市 西条建設業協会 68 14 18 5 7

東広島地域事務所建設局

竹原支局 16 竹原市 竹原建設業協会 48 0 0 1 1
17 大崎上島町

尾三地域事務所建設局

18 三原市 三原建設業協会 121 14 15 6 9
19 尾道市

20 因島市

21 瀬戸田町

22 世羅町

福山地域事務所建設局

23 福山市 福山建設業協会 180 13 15 4 7
24 府中市

25 神辺町

26 神辺高原町

備北地域事務所建設局

27 三次市 三次建設業協会 70 5 6 5 6
上下建設業協会 44 0 0 0 0

備北地域事務所建設局

庄原支局 28 庄原市 庄原建設業協会 33 10 14 7 13

その他

測量関係 7 7 7 10
土木設計 32 38 17 24
その他 39 54 13 24

915 206 277 105 177

１７．６．１４　現在

市・町 建設業協会連合会 所属業者数
専門編基礎編



 

 

 

 

広島県ＣＡＬＳ/ＥＣ連絡協議会 会員名簿 
                                                                                   (敬称略) 

 所 属・役 職 氏 名 備 考 

会 員 広島県土木建築部技術管理総室長 岡崎 修嗣  

( 県 ) 広島県農林水産部農村整備総室技術管理室長 大伴 正行  

 広島県土木建築部管理総室建設産業室長 岡崎 勝己  

 広島県土木建築部都市局建築総室営繕室長 山口 邦良 代理出席 兼原 浩樹 

会 員 広島市都市計画局指導部技術管理課長 大上 幸治 代理出席 三好 史久  

( 市 町 ) 呉市土木建設部土木課長 神垣 泰治 代理出席 長岡 哲司 

 福山市建設局建設管理部技術検査課長 岡田 貞範 代理出席 渡邉 清文 

 坂町産業建設課長 三登 英生 欠席 

 北広島町建設課長 山本 哲男 代理出席 道川 徳男 

会 員 財団法人広島県建設技術センター理事長 縫部 勝彌  

( 外 郭 ) 広島県道路公社建設課長 松場 寛  

 広島高速道路公社企画調査部技術管理課長 甲斐 雅和 代理出席 上原 一晃 

会 員 社団法人広島県建設工業協会 理事   柴田 修三  

(受注者) 広島県建設業協会連合会 田村 安孝 代理出席 大世渡 登 

 社団法人広島県管工事業協会 専務理事 斎藤 全  

 社団法人広島県造園建設業協会 技術委員 堀内 豊明 代理出席 片桐 敬 

 社団法人広島県法面協会 技術委員長 加藤 辰夫  

 社団法人広島県リフォーム建設協会 理事 渡辺 勲市  

 社団法人広島県浄化槽協会 理事長 児玉 義昭 代理出席 二本松 治義 

 社団法人広島電業協会 理事・政策委員長 貫名 賢  

 広島県土地改良事業団体連合会 事業部長 滝鍵 和弘  

 社団法人建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会中国支部 技術委員 大田 一夫  

 社団法人広島県測量設計業協会 理事 池田 和徳  

 社団法人中国地質調査業協会広島県支部 情報化委員会委員長 福田 直三  

 社団法人広島県建築士事務所協会 向井 勉  

会 員 国土交通省中国地方整備局企画部技術管理課建設専門官 嶋谷 昌次  

(アドバイザー) 財団法人日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ中国地方ｾﾝﾀｰ長 矢田 光夫 代理出席 平田 勲 

事 務 局 広島県土木建築部技術管理総室技術指導室長 澤 博海  

 

資料 ７ 




